
第 2 3 回 ｢産科医療補償制度運営委員会｣

-第 1 4 回制度見直 しの検討- 次第

日 時 : 平成 2 5 年 8 月 3 0 日 (金)

1 6 時 0 0 分~ 1 8 時 0 0 分

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

1 . 開 会

2 . 議 事

工 運営委員会 、 社会保障審議会医療保険部会にお け る 主な意見について

1 ) 第 2 2 回運営委員会の主な意見について

2 ) 第 6 4 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 ･ 意見について

ロ . 産科医療補償制度の見直 しに関す る事項

1 ) 今後の議論の進め方

2 ) 剰余金の取扱いについて

3 ) 現行制度にお け る 掛金の取扱いについて

4 ) そ の他

m . 補償 申請の促進に関する事項

1 ) 補償 申請の促進に係 る 取組み状況について

IV . そ の他

3 . 閉 会



I . 運営委員会 、 社会保障審議会医療保険部会にお ける主な意見に

ついて

1 ) 第 2 2 回運営委員会の主な意見について

【 医学的調査専門委員会報告書について 1

0 全出生数の う ちで 、 脳性麻痺児が何人 (何% ) い る か、 そ の う ち補償対象

と 考え られる脳性麻痺児が何人 (何% ) い る か、 さ ら にその 中で一般審査 と

個別審査が どれ く ら いか、 と い う 数字を一覧で示 しては ど う か。

【補償申請に係 る周知等の取組みについて 】

○ 補償申請に関する掘 り 起 こ し を全力で行 う こ と が必要。 産科医への周知だ

けでは限界があ る ので 、 補償対象 と な る 可能性が あ る児が補償対象 と な る よ

う 、 機構や行政が保護者をサポー ト してい く 仕組みを緊急対策会議において

検討いただき たい。

○ 保護者が分娩機関に対象外 と 言われた と して も 、 機構へ電話 して も ら う ぐ

ら いの姿勢の周知が必要であ る 。 ま た 、 機構は保護者か ら分娩機関名 を聞い

て 、 機構か ら分娩機関へ電話する な どの対応をお願い したい。

○ 分娩機関か ら渡す配布物に 、 約款の よ う な詳細な も のではな く 、 啓発的な

も のや、 Q A等を加 えた ら ど う か。 現在の取組みは産科医の手を離れてか ら

の周知を行っ てい る が 、 妊産婦登録を行 う 時点で補償申請に関する周知を行

う こ と も必要ではないか。

○ 例えば年金制度の よ う に 、 申請主義 と い う 考え方に よ り 、 社会か ら批判 を

受けた制度が あ る 。 申請期限が近づいてい る方には 、 もれな く アプ ロ ーチす

る く ら いの姿勢が必要であ る 。

○ 医学的調査専門委員会報告書に 同･児科医が 、 産科施設に迷惑がかかる た

め補償申請を奨めてい ない ｣ と あ る が 、 こ れは制度を正 し く 理解 していない

こ と に よ る も のであ る 。 仮に補償申請を奨めてお らず、 補償 申請期限が切れ

た場合、 小児科医が紛争 ト ラ ブルを抱え る リ ス ク が あ る 。

○ 本制度の審査は審査委員会が行 う も のであ り 、 産科医が行 う も のではない

ので 、 分娩時の異常や仮死がな く て も 申請で き る と い っ た基準を周知する こ

と に よ り 、 産科医に補償可否について一定の判断を求めてい る よ う な誤解に

繋が ら ない よ う に行 う 必要が あ る 。

○ 産科医 と して は 、 退院する と 退院後の子供の状態を把握する の は困難であ

る 。 医学的調査専門委員会報告書の内容か らする と 、 今後 、 補償対象 と な る

可能性が あ る児は 、 分娩 と の 関連が低い児であ る 可能性が高い。 こ の よ う な

事例の原因分析を行 う に 当 た っ て は 、 原因分析委員会に小児科医を増やすな

ど 、 原因分析の あ り 方 も見直す必要が あ る のではないか。



2 ) 第 64 回社会保障審議会医療保険部会の主な質問 国 意見について

○ 本年 7 月 25 日 に開催 された第 64 回社会保障審議会医療保険部会 (以下、 ｢ 医

療保険部会｣ と い う ) において 、 補償対象者数の推計結果、 お よびそれに も と

づ く 今後の検討の進め方等について報告を行っ た。

参考資料 2

参考資料 3

第 64 回社会保障審議会医療保険部会 本制度関連資料

第 64 回社会保障審議会医療保険部会 議事録 (抜粋)

○ 第 64 回医療保険部会におけ る本制度に係る主な意見は 、 以下の と お り であ る 。

< 主なや り 取 り >

( 1 ) 制度の見直 し全体に関する ご質問 ･ ご意見

(質問 : 全国健康保険協会)

本制度は社会保険料、 つま り 税金で成 り 立っ てい る公的制度 と 言え る 。 補償対

象範囲、 補償水準、 掛金水準を ど う する か と い う こ 割ま 、 ま 割こ公的制度を ど

う する か と い う こ と であ り 、 こ れについては 、 医療保険部会で議論 し結論を 出

すべき であ り 、 運営委員会で結論を出すも のではない と 考え る 。 厚労省に こ の

認識で間違いないか確認 したい。

→ (厚生労働省回答 : 保険局総務課長)

最終決定権は医療保険部会にあ る 。

(質問 : 日 本労働組合総連合会)

本制度は 、 現在、 制度が動いてお り 、 緊急避難的状況か ら は脱 してい る ので 、

制度を所管する 医政局 と して制度の あ り 方を一か ら検討 し 、 制度修正も含め 、

責任あ る対応をすべき であ る 。

→ (厚生労働省回答 : 医政局医療安全推進室長)

制度の発足当時の趣旨 は 、 分娩に係 る 医療事故の訴訟、 リ ス ク の緊急的な

回避 と い う こ と で 、 民間保険を活用 して迅速に立ち上げたが 、 医政局 と して

は 、 こ の趣旨に違 う よ う な方向性での見直 しは考えていない。 本来あ るべき

分娩に係 る 医療事故、 脳性麻痺に係 る事故で、 これま で 4 年間制度を運営 し

て き た中で 、 要件が医学的な観点か ら不合理な部分があれば正す と い う も の

であ る 。
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( 2 ) 剰余金の取扱いに関する ご質問 雲 ご意見

【剰余金の使途につ いて 】

(質問 : 健康保険組合連合会、 全国健康保険協会)

剰余金は 、 保険者に帰属 してい る と 思っ てお り 、 剰余金の処理について は、 基

本的には保険者に返還すべき と 考え る 。 但 し 、 現実的には事務的 ･ 法的な問題
も あ る ので、 場合に よ っ て は 、 将来の掛金に充て る考え方も あ る か と 考えてい

る が 、 如何。

→ (機構回答)

剰余金の使途については 、 ご意見 も踏ま えて運営委員会で議論の上、 部会
に報告する 。

(意見 : 大学教授 ･ 経済学)

剰余金の使途については 、 保険者に帰属 してお り 、 保険者に戻すのが筋であ る 。

現実的には 、 掛金に充当すべき であ る 。 掛金を引 き 下げた場合は 、 保険会社に ロ
ス が 出 る場合があ る ので、 そ の場合は剰余金を上乗せ して 、 掛金を少 し多めに積

み上げてお く 。 そ う する と ま た剰余金が発生する と思 う ので、 その循環を繰 り 返
す状態を作ればよ い。

【剰余金返還の最低水準に つ いて 】

(意見 : 健康保険組合連合会)

補償対象者数が 300 人に満たない場合は 、 300 人 と の差分が保険会社の利益に

な る と されてい る が 、 早 く 見直 して欲 しい。

【剰余金の運用益の取扱い につ いて 】

(質問 : 健康保険組合連合会)

保険会社が 当然に運用益を得てい る と 思 う が 、 これについて ど う 考えてい る の

か、 ま た こ の運用益の帰属先は ど こ か。 (運用益も返還すべき )

(質問 : 全国健康保険協会)

運用益はい く ら発生 してい る のか。 誰が運用益を管理 してい る のか。

→ (機構回答)

掛金は保険会社で運用 さ れてい る 。 本制度の保険商品は 、 も と も と 運用商
品ではな く 、 一般的な損害保険商品 と 一緒に管理さ れてい る 。 予定利率を設

定 して運用する 商品ではな く 、 長期的に安定的に運用 してい る と 聞いてい る 。

したが っ て 、 こ の制度のため に区分管理 していないため 、 運用益がい く ら か

は分か ら ないが 、 1 0 年国債だ と 利率は 0 . 7%程度であ る ので、 こ れを参考に し
ていただき たい。 これ ら の運用益については 、 剰余金返還の際に 同時に返還

する と い う 仕組みにはなっ ていない。 も と も と 補償対象者数が予測を上回っ



た場合は保険会社の損、 下回っ た場合は保険会社の利益と い う 保険の仕組み
と して設計 されたが 、 その後 、 保険会社の利益が過大ではないか と い う 意見

も あ り 、 剰余金返還の仕組みが導入 さ れた。 今後 、 よ り 正確な推計値で制度
が再設計 さ れる が 、 依然 と して補償対象者が推計値を上回っ た場合には損を

する リ ス ク が残っ たま ま で、 補償対象者数が推計値を下回っ た場合は保険会
社の利益にはな らず、 剰余金が返還 される仕組みになっ てい る 。 運用益も返
還でき る かは 、 相手の あ る話であ り 、 保険会社 と も検討 したい。

( 3 ) 掛金に関する ご意見 n ご質問

(質問 : 全国健康保険協会)

剰余金が貯ま っ てい る のであれば、 一刻 も早 く 掛金を下げるべき であ る が 、 如
何。 ･

→ (機構回答)

掛金引 き 下げでま と ま っ た場合は 、 速やかに掛金引 き 下げを実行 したい。

一方で 、 特に分娩数の 5 割を取 り 扱 う 診療所等は組織も脆弱なので 、 制度創
設時の経験も踏ま えて 、 混乱が起き ない よ う 、 十分に配慮 して進め る必要が
あ る 。 日 本産婦人科医会か ら も 、 く れ ぐれも現場が混乱 しない よ う に 、 ス ム

ーズな制度移行 と する よ う 、 事務変更に と も な う 手続きや周知に関する期間

を十分に設け る等の ご意見をいただいている 。

(意見 : 健康保険組合連合会)

剰余金が出すぎる 、 掛金が高すぎ る こ と か ら 、 な るべ く 早 く 見直すべき と 2 年
前か ら言っ てい る 。 やっ と 推計値が出たか と 思いなが ら 、 (剰余金取 り 扱いの)
方向性は 9 月 にな ら ない と 出て こ ない と の こ と で、 失望 してい る 。 平成 21 年当
時、 5 年後には見直す と してい る のだか ら 、 (掛金は) 平成 26 年 1 月 に見直 し
を実行する こ と を念押 し してお く 。

(意見 : 健康保険組合連合会)

掛金水準については政令で定め る と されてい る ため 、 厚生労働省にはぜひ平成
26 年 1 月 か ら の引 き 下げをお願い したい。 単純に言 う と 、 保険料 ( =掛金) は
2 万 円 で済む と い う こ と なので、 厚生労働省には 、 それを勘案 して政令の改定
をお願い したい。

( 4 ) 補償対象範囲 ･ 補償水準等の見直 uこ関する ご意見 ･ ご質問

(質問 : 健康保険組合連合会)

補償対象の脳性麻痺 と な る基準や補償水準について検討を開始する と あ る が 、
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ど う い う 問題意識で何を し よ う と してい る のか。 特に補償水準について 、 ど う

い う こ と を検討してい る のか。

→ (機構回答)

掛金水準については 、 運営委員会で も 、 医療側だけでな く 医療機関 と の紛

争で苦 しんでき た患者側の委員か ら も 、 補償金額を上げた ら ど う か、 補償拡

大を考えて欲 しい と い う 意見が 出てい る 。 但 し 、 財源の問題も あ る ので、 医

療保険部会で も議論 していただき たい と 考えてい る 。 ま た 、 補償基準 と して 、

出生体重、 在胎週数、 先天性異常等の医学的内容において 、 補償対象に入る

か入 ら ないか微妙な部分 ･ 悩む部分が あ る ので 、 その あた り の改善を医学的

に検討したい と 考えている 。

(意見 : 日 本医師会)

本制度は産科医療の危機的状況を打開すべ く 、 民間保険を立ち上げる仕組みで

しか同制度は実現 しない こ と が判明 した中で 、 民間損害保険会社の協力 を得る た

め に 、 対象を限定 し 、 補償金額を抑えて発足 した経緯にあ る ので 、 今後 、 掛金 ･

剰余金の見直 し を行 う と い う こ と であれば、 それに合わせて対象範囲や補償金額
の見直 し も行 う べき であ る 。

→ (反対意見 : 健康保険組合連合会)

健康保険料は疾病の治療に対 して使 う のが原則。 補償金に保険金を使 う の

は本筋ではない。 本制度発足当時は 、 産科医が訴訟等で苦 しめ られ産科を志
望する 医師が減少 していたた め 、 社会保険料の使い道 と しては若干邪道であ

る が 、 本補償制度創設には賛成 した。 本制度は特例 と い う 前提で論議すべき

であ る 。

(質問 : 全国健康保険協会)

平成 27 年度以降に向 けて見直 し を検討してい く と あ る が 、 機構内の論議の幅

はおのず と 限 られて く る はずであ る 。 見直 しの段階で 、 補償水準等の基本的な

部分を改め よ う と してい る のか。

→ (機構回答)

補償水準等の見直 しについては 、 元々 の平成 18 年の 自 民党の検討会で示 さ れ

た枠組みにあ る と お り 、 分娩に係 る重度脳性麻痺に対する補償制度であ る ので、

こ れを超えた変更を行 う こ と はない。 そ の枠組みの 中で 、 医学的に不合理 ･ 不

都合な点や、 医療関係者 ･ 患者側双方か ら の意見に基づき議論 し 、 医療保険部
会へ報告する ので 、 議論をお願い したい。
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( 5 ) 保険会社の収支等に関する ご意見 ･ ご質問

(質問 : 健康保険組合連合会)

毎年 120~130 億の剰余金が出 る保険制度の ど こ に リ ス ク が あ る のか。

→ (機構回答)

｢ 1 . 医療水準の 向上に よ り 、 脳性麻痺児の発生率が上昇する リ ス ク ｣ 、

｢ 2 . 統計デー タ母数が少ないため推計値が大幅に外れる リ ス ク (制度発足

当 時はデータ がほ と ん どないため 、 こ の よ う な リ ス ク を考えた。 これについ

て は 、 今回の推計値が出たので リ ス ク は少な く な っ たが 、 推計値区間の どの

点を と る かに よ っ て も大幅に リ ス ク が変わ る ) ｣ 、 ｢ 3 . 2 0 年間の支払完了

ま での期間について 、 何が起 こ る かわか ら ない リ ス ク ｣ 等が あ り 、 特に 1 ･

3 の リ ス ク は 、 大き な も の と な る こ と も依然考え られ る 。

→ (反対意見 : 健康保険組合連合会)

保険会社 と の契約については 、 それが リ ス ク か と 言いたい。 掛金を運用 し

て運用利益を得る のは当然 と 言えば当然かも しれないが 、 それ以外の リ ス ク

の補填が あま り &こ手厚すぎ る 。 これでは保険会社を儲け さ よ う と してい る制

度か と 疑っ て しま う 。 補償対象者数が 300 人に満たない場合は 、 300 人 ど の

差分が保険会社の利益にな る と されてい る が 、 早 く 見直 して欲 しい。 儲け さ

せる ために こ の制度を作っ たのか と思っ て しま い 、 不満な契約内容だ。 ま た 、

経費を下げた と あ る が 、 具体的に ど う い う 項 目 について減 ら して き たのか説

明 して欲 しい。 平成 25 年 1 月 か ら の保険契約について 、 守秘義務等の問題は

あ る と思 う が 、 詳細資料を こ の場に出 して も ら いたい。

→ (機構回答)

今後イ メ ージができ る よ う 、 保険会社を含め検討 してい く 。 事務経費につ

いて も保険会社 と 相談 してい く 。 ( * 最低保険料 300 人の件は 、 【剰余金の

返還の最低水準につ いて 】 に記載)

(意見 : 健康保険組合連合会)

経費を下げた と あ る が 、 具体的に ど う い う 項 目 について減 ら して き たのか説

明 して欲 しい。 平成 25 年の保険契約内容に関 して 、 守秘義務が許す範囲で主

な内容についての資料を出 して欲 しい。

( 6 ) 部会長のま と め

○ でき る だけ仕組み、 お金の流れがわかる よ う な資料も提出 して 、 丁寧な説

明 を していただき たい。

○ 次回は 9 月 に基本的な考え方が 出て き た段階で、 それをベース に部会で議

論 してい く 。
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ロ . 産科医療補償制度の見直 uこ関す る事項

1 ) 今後の議論の進め方

○ 前回運営委員会 (本年 7 月 23 日 開催) において 、 今後の運営委員会におけ る

議論のス ケジュール (案) と して 、 以下の と お り お示 し した と こ ろ 。

8 月 推計値を踏ま えた剰余金お よび掛金の取扱いについて

9 月 推計値を踏ま えた剰余金お よび掛金の取扱いについて (基本的な考え方の

り ま と め )

補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しについて

1 0 月 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しについて

1 1 月 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しについて

その他の検討課題について

1 2 月 制度見直 しに係 る議論の と り ま と め

【推計値を踏ま えた剰余金お よび現行制度に お ける掛金の取扱い】

○ 今回 、 お よ び 9 月 に開催する運営委員会において 、 まずは補償対象者数の推計

値に も と づ く 現行制度にお け る剰余金お よび掛金の取扱いについて議論を行 う 。

9 月 の運営委員会において 、 その基本的な考え方を取 り ま と め 、 それを も と に医

療保険部会において も検討が行われる 。

【補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 し 】

○ その上で、 9 月 、 1 0 月 、 1 1 月 ま でに開催する運営委員会において 、 補償対象

と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しについて議論を行い 、 1 2 月

の運営委員会において 、 議論の結果を取 り ま と め る予定 と してい る 。 ま た 、 将来

の掛金水準について も その結果を踏ま えて検討する 。 こ れ ら の議論の結果を も と

に 、 医療保険部会において も検討が行われる 。

○ 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の議論に際 しては 、 医学的

調査専門委員会において医学的観点か ら議論 されて取 り ま と め られた 、 補償対象

と な る脳性麻痺の基準に係 る検討結果、 お よ び現在審査委員会において取 り ま と

めが進め られてい る 、 審査実務を通 して明 ら かにな っ た改善事項等を踏ま え 、 議

論いただ く こ と を考えてい る 。
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2 ) 剰余金の取扱いにつ いて

( 1 ) 剰余金の使途に係る経緯

○ 制度創設当時は 、 通常の民間保険商品 と 同様に 、 補償対象者数が予測を上

回っ た場合は保険会社の欠損、 下回っ た場合は保険会社の利益 と な る保険設

計 と な っ ていた。

○ しか しなが ら 、 民間保険を活用 しつつ も公的性格の強い制度であ る こ と を

踏ま え 、 補償原資に剰余が生 じた場合に 、 剰余分が保険会社か ら運営組織に

返還さ れる仕組みを 、 第 4 回運営委員会 (平成 2 1 年 6 月 1 5 日 開催) におい

て議論 し 、 導入 した経緯にあ る 。

○ こ の仕組みを導入 した 当時は 、 剰余が生 じ る か否か、 お よ び剰余が生 じた

場合の金額規模感 も わか ら ない状況であっ たた め 、 剰余が生 じた場合の剰余

金の使途については具体的な議論は行わず、 ｢本制度の趣旨 に照 ら して適切な

使途に限定 しな ければな ら ない｣ ｢運営委員会において適切な利用方法を十分

に議論の う え 、 将来の本制度の充実に資する使途を決定 してい く ｣ こ と と し

ていた。

<第 4 回運営委員会資料 (抜粋) >

繰 り 越 さ れる補償財源は 、 本制度の趣旨に照 ら して適切な使途に限定 しな ければな ら

ない 。 現時点では 、 剰余の可能性お よ びその金額が定かでないた め 、 今後 、 運営委員会

において適切な利用方法を十分に議論の う え 、 将来の本制度の充実に資する使途を決定

してい く 。

○ 本来であれば、 剰余金が確定 してか ら検討を行 う べき ではあ る が 、 こ の度 、

前回運営委員会 (本年 7 月 23 日 開催) において医学的調査専門委員会に よ る

補償対象者数の推計結果が示 さ れた こ と か ら 、 そ の結果を踏ま え 、 剰余金の

使途について事前に検討を行 う こ と と した。

<補償対象者数推計値に も と づ く 剰余金の見込み額>

｢産科医療補償制度医学的調査専門委員会報告書｣ において示 された補償対象者数推計値

は、 年間 48 1 人 、 推定区間 340 人~623 人であっ た。 仮に毎年の補償対象者数を 48 1 人

と して剰余金の額を算出する と 、 平成 2 1 年契約においては約 122 億円 、 平成 2 1 年か ら

平成 25 年ま での 5 年間で約 670 億円 にな る も の と 見込まれる 。
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( 2 ) 剰余金の使途に関する主な意見

○ これまでの運営委員会、 医療保険部会等におけ る剰余金の使途に関する 主な ご

意見は、 踵饗円の と お り であ る o

跨國凱 剰余金の使途 みこ 関する これまでの ご意見

( 3 ) 剰余金の使途に関する対応案 と課題

○ 運営委員会、 医療保険部会等におけ る主な ご意見を踏ま え る と 、 剰余金の

使途 と して 、 概ね以下の二案が考え られ る 。

=<案①> 将来の掛金 (※ ) に充当 し 、 掛金の負担軽減こ充て る I
: < 考え方>

l o 運営組織に基金を設置する な ど し 、 将来の掛金に充当する こ と をこ よ り 、

掛金の負担軽減に充て る 。

※ 将来の掛金水準については 、 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水

準等の見直 し に関する 9 月 以降の議論を踏ま えて改めて検討する 。

: < 課題 ･ 留意点 >

l o 短期間に高額の充当 を行なっ た場合、 剰余金が短期間で枯渇する こ と

- と な り 、 そ の後の財源の 目 途が立たず、 長期安定的な制度運営 をこ支障を

き たす可能性が あ る 。

=<案②> 剰余金を返還する l
< 考え方>

○ 保険者、 分娩機関 、 妊産婦のいずれかに対 して 、 返還を行 う 。

<課題 ･ 留意点 >

○ いずれの場合も 、 ｢本制度の趣 旨 をこ照 ら して適切な使途｣ 、 ｢将来の本制

度の充実に資する使途｣ の観点で問題が生 じ る 可能性が あ る 。

(保険者に返還する場合)

○ 本制度の掛金は 、 分娩機関か ら運営組織に支払われてお り 、 運営組織

1 と 保険者の間 には 、 契約に も と づ く 法的関係が存在 しないた め 、 実質的

な財源負担者ではあ る も のの 、 保険者 をこ対 して返還する こ と はで き ない。

○ 多 く の場合、 本制度の実質的な財源は保険者が給付する 出産育児一時

金であ る が 、 健康保険への加入状況や被保険者の所得等 をこ よ っ ては 、 生

, 活保護におけ る 出産扶助や、 児童福祉法に も と づ く 入院助産の給付額に
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, よ り 掛金相 当額が賄われてお り 、 保険者のみへの返還は財源負担者間の l

公平性を欠 く 可能性が あ る 。

(妊産婦に返還する場合)

○ 保険者の場合 と 同様、 運営組織 と妊産婦の間には 、 契約に も と づ く 法 :

的関係が存在 しないため 、 妊産婦に対 して返還する こ と “までき ない。 l

o 妊産婦が分娩機関に対 して支払 う 分娩費の 中に掛金相当額が含まれて ,
い る が 、 出産育児一時金等に よ り 基本的 には妊産婦に実負担は生 じてい -

ない点に留意する必要があ る 。

○ 実務面の観点か ら 、 年間約 100 万人の妊産婦への返還は 、 コ ス ト お よ I

び実務的負担を踏ま え る と 、 困難 と 考え られる 。

(分娩機関に返還する場合)

○ 基本的には分娩機関に掛金支払に よ る 実負担は生 じていない。 ま た 、

分娩機関に返還する規定も存在 しない。

《事務局案》

○ 上記を踏ま え 、 本制度の趣旨 に照 ら した適切性、 法的な根拠、 実務面か ら

の実現可能性、 お よび本制度を取 り 巻 く 関係者の理解の観点 よ り 、 ｢ <案①>

将来の掛金に充当 し 、 掛金の負担軽減に充て る ｣ こ と が適当 と 考え ら れる 。

○ なお 、 剰余金は 、 補償対象者数が確定 して以降速やかに保険会社か ら運営

組織に返還される 。 本制度の補償申請期間は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、

平成 2 1 年の保険契約について補償対象者数が確定する のは平成 2 7 年中頃 と

な る 。

○ 剰余金を掛金に充当する ため には 、 剰余金が保険会社か ら運営組織に返還

される こ と な ど に よ り 、 充当財源を確保でき てい る必要が あ る 。 充当 が可能

と な る 時期は 、 平成 27 年中頃以降に初年度分の剰余金が返還 された後 、 平成

28 年 1 月 と な る が 、 医療保険部会の委員 よ り 早期に充当すべき と の ご要望が

あっ た。



3 ) 現行制度における掛金の取扱いにつ いて

( 1 ) 補償対象者数推計値に も と づ く 現行制度に お け る掛金水準

○ 現行の掛金水準 30 , 000 円 は 、 制度創設時の調査専門委員会において示 され

た補償対象者数推計値の上限であ る年間 800 人に も と づ き設定 されてい る 。

○ 前回運営委員会 (本年 7 月 23 日 開催) に報告 された ｢産科医療補償制度医

学的調査専門委員会報告書｣ において示 さ れた補償対象者数推計値 (※ 1 ) は

年間 48 1 人 、 推定区間 (※2 ) は年間 340 人~623 人であ る 。

※ 1 日 本全国におけ る 、 補償対象 と な る重度脳性麻痺児の年間出生数

※2 統計的に見た 95%信頼区間

○ 制度設計上、 合理的かつ妥当 な掛金水準については 、 事務局にて検討中 。

なお 、 推定区間 の上限であ る年間 623 人に も と づいた場合の掛金水準は

2 1 , 000 円 、 推計値の年間 481 人に も と づいた場合の掛金水準は 、 17 , 000 円 と

な る 。

( 2 ) 現行制度におけ る掛金の見直 しの時期

○ 掛金見直 しの時期については 、 昨年 12 月 11 日 に開催 さ れた第 16 回運営委

員会において 、 ｢補償対象者数の推計値等のデータ に基づいて検討する必要が

あ る課題 (補償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途等) ｣ につい

ては 、 ｢平成 25 年 6 月 項を 目 途に医学的調査専門委員会か ら の報告を受けて

速やかに見直 し内容の議論を行い、 年内 を 目 途に議論の結果を取 り ま と め 、

その後実務準備を行い 、 平成 27 年 1 月 を 目 途に見直 し後制度を施行でき る よ

う 、 取 り 組みを進め る ｣ こ と と していた。

○ 一方、 本年 7 月 25 日 に開催 された第 64 回医療保険部会において 、 推計結

果を踏ま え 、 平成 26 年 1 月 に掛金を引 き 下げる べき と の強い ご意見が あっ た

と こ ろで あ り 、 補償対象者数推計値を踏ま えた現行制度にお け る掛金見直 し

の時期について検討を行 う 。

【検討に際 し ての留意事項】

○ 検討に際 して は 、 推計結果を踏ま えた速やかな見直 し を 目 指す必要があ る

こ と に加 えて 、 分娩機関や妊産婦に混乱が生 じ る こ と が ない よ う 、 準備や対

応に必要な期間 ･ 条件等を踏ま え る 必要が あ る 。

○ 掛金を見直すに際 して は 、 本制度の専用 システム の改修、 分娩機関お よび

妊産婦向 けの帳票類 (ハ ン ドブ ッ ク 、 チ ラ シ等) の改定、 分娩機関におけ る
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分娩費の取扱い等の決定、 それを踏ま えた分娩機関か ら妊産婦への説明等の

対応が必要 と な る 。

○ 掛金見直 しの時期 を 、 仮に ｢平成 26 年 1 月 ｣ 、 ｢平成 26 年期中 ｣ 、 ｢平成 27

年 1 月 ｣ と した場合の留意事項は 、 以下の と お り 。

- ｢平成 26 年 1 月 をこ掛金を見直す と した場合｣ l

i o 運営組織におけ る 、 本制度の専用 システムの改修は最短で概ね 3 ヶ 月 程度、
I 帳票類の改定は 1 ヶ 月 の準備期間で対応可能であ る 。

至 ○ 一方、 分娩機関にお け る分娩費の取扱い等の決定、 お よ びそれを踏ま えた

--
-
-
I
I
1
I
I
I
1
-
-
I
I
-
-
I
1
1
I
-
-
I
I
I
I
I
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1
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1
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I
I

-

妊産婦への説明等については、 次の二つの課題が考え られる 。

　
: く課 題 1 > ｢掛金引 き下 げに伴 う 分娩費の取扱いの整理｣ につ いて

① 掛金の引 下げに伴い 、 分娩機関においては 、 分娩費の取扱い (据え置 く

か引 き 下げる か等) を検討 し 、 遅 く と も掛金見直 し前ま でに決定する必要

が あ る 。

分娩機関が分娩費の取扱いを検討する に際 して は 、 出産育児一時金の取

扱いが決定 ･ 公表 されてか ら一定期間が必要 と な る 。

② 特に 自 治体立医療機関 (国内で分娩を取 り 扱っ てい る 自 治体立医療機関

数は 243 機関) において は 、 分娩費の改定を行 う には議会決議を伴 う 条例

改定が必要であ り 、 掛金の引 き 下げ、 出産育児一時金の取扱いの決定 ･ 公

表の時期に よ り 、 議会対応が間に合わない可能性があ る 。

l <課 題 2 > ｢分娩機関 ･ 妊産婦等への改定周知 ･ 再説明等｣ につ いて
, ① 本制度では 、 妊娠 22 週ま でに分娩機関は 自 院で分娩予定の妊産婦に対

して登録証 (裏面に補償約款) を交付 し 、 補償範囲等について説明 を行な :

1 う 仕組み と してい る 。

, こ の際、 本制度の掛金 3 万円 は分娩機関が負担 してい る こ と 、 分娩費の :
中で掛金相当額を妊産婦か ら徴収 してい る こ と 、 しか し なが ら本制度対象 !

分娩であれば出産育児一時金が 3 万円増額 される ので妊産婦に実負担は生 :

じ ない こ と 及 こついて も説明 が行われてい る 。 (分娩機関が妊産婦への説明 !

に使用するチラ シに も 出産育児一時金の額等について記載あ り )

② 各分娩機関か ら の妊産婦への説明は、 妊娠 22 週 、 すなわち分娩予定 日

の 5 ~ 6 ヶ 月 前に行 う こ と が多 く 、 例 えば平成 25 年 10 月 末時点では 、 既 l
に妊産婦への説明が完了 してい る平成 26 年分娩予定の妊産婦は約 20 万人 "

と 見込まれる 。
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③ 再説明等に よ る混乱お よび分娩機関 、 妊産婦の負担を最小化する ため に

は 、 ハン ドブ ッ ク やチ ラ シ等の帳票を準備 し 、 運営組織か ら分娩機関に対

す る事務連絡 ･ 説明会等を実施の上、 そ の後の妊産婦への説明 ･ 周知を行

う 必要が あ る 。

<課 題 3 > ｢分娩費の改定 と 妊産婦への周知の頻度｣ につ いて

① 以下ア~エの と お り 、 短期間に複数回の掛金見直 し 、 お よ び消費税見直

しの タ イ ミ ングにお け る分娩費見直 しが見込まれる ため 、 妊産婦や分娩機

関の混乱が予測 され、 これを最小化する必要が あ る 。

ア . 平成 26 年 1 月 の現行制度での掛金水準変更

イ . 平成 27 年 1 月 の制度見直 し (※ ) に伴 う 掛金水準変更

※ 補償対象範囲 、 補償水準等の見直 しについては、 昨年 12 月 に開催 された第 16 -

回運営委員会において 、 ｢平成 25 年 6 月 頃を 目 途に医学的調査専門委員会か ら の :

報告を受けて速やかに見直 し内容の議論を行 う 。 その後 、 年内 を 目 途に議論の結

果を と り ま と め 、 そ の後実務準備を行い、 平成 27 年 1 月 を 目 途に見直 し後制度を :

施行でき る よ う 、 取 り 組みを進めてい く ｣ こ と と さ れてい る 。 こ のた め 、 平成 27 :

, 年 1 月 に は これ ら の見直 しに伴 う 掛金水準の変更が見込まれる 。

ウ . 平成 28 年 1 月 項の剰余金充当 に よ る掛金変更

剰余金の使途にっいて 、 仮に将来の掛金に充当する場合、 充当 を開始す i
る タ イ ミ ン グで掛金が変更 と な る が 、 充当 が可能 と な る 時期は 、 平成 28 :

年 1 月 頃 (※ ) と 見込まれる 。

※ 剰余金は 、 補償対象者数が確定 して以降、 速やかに保険会社か ら運営組織に返 :

還 される 。 本制度の補償申請期間は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、 平成 2 1 年の I

保険契約について補償対象者数が確定する のは平成 27 年中頃 と な る 。 剰余金を掛 ;

金に充当する ためには、 剰余金が保険会社か ら運営組織に返還 される こ と な ど に

よ り 、 充当財源を確保でき てい る必要が あ る た め 、 平成 27 年中頃以降に剰余金が 1

返還 され、 平成 28 年 1 月 か ら の充当 開始を見込む も の。

･ エ . 消費税見直 しの タ イ ミ ングにおけ る分娩費の見直 し

『平成 26 年期中に掛金を見直すとした場合証

l o 運営組織にお け る 、 本制度の専用システ ム の改修ま最短で概ね 3 ヶ 月 程度 、運営組織にお け る 、 本制度の専用システ ム の改修は最短で概ね 3 ヶ 月 程度 、

帳票類の改定は 1 ヶ 月 の準備期間で対応可能であ る 。 ( ｢平成 26 年 1 月 実施｣

時 と 同様)

ま た 、 分娩機関にお け る分娩費の取扱い等の決定、 お よ びそれを踏ま えた

妊産婦への説明等の二つの課題 (上記<課題 1 > 、 < 課題 2 > ご参照) が概

ね解消 さ れ る 準備期間 と して は 、 掛金の額、 お よ び出産育児一時金の取扱い

方針の決定後、 最短で 5 ~ 6 ヶ 月 程度を見込む。

! 。

, 方針の決定後、 最短で 5 ~ 6 ヶ 月 程度を見込む。
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l < 課 題 3 > ｢分娩費の改定 と妊産婦への周知の頻度｣ につ いて
① 以下ア~エの と お り 、 短期間に複数回の掛金見直 し 、 お よ び消費税見直 I

しの タ イ ミ ン グにお け る分娩費見直 しが見込まれる ため 、 妊産婦や分娩機 l
関の混乱が予測 され、 これを最小化する必要が あ る 。

ア . 平成 26 年期 中の現行制度での掛金水準変更

イ . 平成 27 年 1 月 の制度見直 し (※ ) に伴 う 掛金水準変更

, ※ 補償対象範囲、 補償水準等の見直 しについては 、 昨年 12 月 に開催 された第 16 :

回運営委員会において 、 ｢平成 25 年 6 月 項を 目 途に医学的調査専門委員会か ら の :

報告を受けて速やかに見直 し内容の議論を行 う 。 その後 、 年内 を 目 途に議論の結

果を取 り ま と め 、 その後実務準備を行い、 平成 27 年 1 月 を 目 途 "こ見直 し後制度を !
施行でき る よ う 、 取 り 組みを進めてい く ｣ こ と と さ れてい る 。 こ のた め 、 平成 27 l

, 年 1 月 には これ ら の見直 しに伴 う 掛金水準の変更が見込まれる 。
ウ . 平成 28 年 1 月 頃の剰余金充当 に よ る掛金変更

剰余金の使途について 、 仮に将来の掛金に充当する場合、 充当 を開始す ;

る タ イ ミ ン グで掛金が変更 と な る が 、 充当 が可能 と な る 時期は 、 平成 28

年 1 月 項 (※ ) と 見込まれる 。

※ 剰余金は 、 補償対象者数が確定 して以降、 速やかに保険会社か ら運営組織に返 :

遺 さ れる 。 本制度の補償申請期間は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、 平成 2 1 年の :

保険契約について補償対象者数が確定する のは平成 27 年中頃 と な る 。 剰余金を掛 :

金に充当する ためには 、 剰余金が保険会社か ら運営組織に返還 さ れる こ と な どに

よ り 、 充当財源を確保でき てい る必要があ る た め 、 平成 27 年中頃以降に剰余金が :

返還 され、 平成 28 年 1 月 か ら の充当開始を見込むも の 。

, エ . 消費税見直 しの タ イ ミ ン グにお け る分娩費の見直 し

l平成 27 年 1 月 に掛金を見直す と した場合l

: ○ 前記の と お り 、 平成 27 年 1 月 には 、 補償対象範囲 、 補償水準等の見直 しに :

伴 う 掛金水準の変更 も見込まれ、 こ れ と 同 じ タ イ ミ ングでの実施 と な る 。

: ○ 実質的な財源負担者であ る保険者か ら は平成 26 年 1 月 等早期の掛金見直 し l

の要請を受けてお り 、 理解を得 られない可能性があ る 。
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4 ) その他

○ ｢剰余金の返還の最低水準｣ 、 ｢剰余金の運用益｣ 、 ｢制度変動 リ ス ク 対策費｣

について は 、 早期 に見直 しを図 る べき と の ご意見が あ る こ と か ら 、 こ れ ら の

取扱いについて も検討を行い 、 次回の運営委員会において方向性をお示 しす

る 。
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m . 補償申請の促進に関する事項

1 ) 補償申請の促進に係る取組み状況につ いて

0 7 月 に公表 された医学的調査専門委員会報告書に よ る と 補償対象者数の
推計値は年間 481 人 (推定区間 : 340~623 人) であ っ た。

○ 一方、 平成 21 年生まれの児の現時点 (平成 25 年 7 月 末) の補償対象者
数は 208 名 と な っ てお り 、 補償対象 と認定される可能性が あ る児がいまだ
に多 く 申請 さ れていない と 考え られる 。

○ 本制度の補償申請期限は満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、 平成 21 年生まれの
児は 、 平成 26 年 1 月 か ら順次補償申請期限を迎え る 。 補償申請の促進が喫
緊の課題であ り 、 前々 回の第 21 回運営委員会 (本年 6 月 10 日 開催) 、 前回
の運営委員会 (本年 7 月 23 日 開催) にて報告の と お り 、 運営組織において
取組みを進めてい る 。

( 1 ) 補償申請等の状況について

①補償申請書類の請求

○ 以下の と お り 、 平成 2 1 年生まれの児の補償申請書類の請求は、 昨年に比
して大幅に増加 してい る 。

,説き 車載遼寧簿幸せ ナーし ;月を " 壱 :2月･三 可3月 三雲 !毒さ4月報- 再調;を, 季 6月 な 、 , き き7月三一 等≧も しデ 参考

全体 3 1 件 24 件 36 件 43 件 69 件 46 件 53 件

平成 24 年

1 月 ~ 12 月

平均月 23 . 3 件
平均 : 月 43 . 1 件 ( 1 月 ~7 月 )

内

平成 2 1 年生まれ 5 件 4 件 I 1 2 件 - 10 件 15 件 15 件 I 19 件

平成 24 年

1 月 ~ 12 月

平均月 4.2 件平均 : 月 1 1 . 4 件 ( 1 月 ~7 月 )

参考

窿饗凱 補償申請書類の請求件数の状灘こっいて
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②補償対象者数

○ 補償申請書類を請求 してか ら 、 運営組織に補償申請書類が提出 される ま で

には平均 5 。 8 ヶ 月 を要 してい る こ と か ら 、 補償対象者数については 、 ま だ大

幅な増加はみ られない。

主導零薯成一盤申 し三一 ;蓮明言 秀三2月:き 緒言壱 :8月こ - 4月M ;あ: 翌月を 6 月な 義三7月." 室戸を 参考綴れ!

全体 13 件 10 件 13 件 16 件 24 件 23 件 22 件

平成 24 年

1 月 ~ 12 月

平均月 14 . 4 件
平均 : 月 17 . 3 件 ( 1 月 ~7 月 )

内

平成 2 1 年生まれ 0 件 o 件 l 4 件 I 6 件 - 2 件 6 件 - 3 件

平成 24 年

1 月 ~ 12 月

平均月 2 . 4 件平均 : 月 3 . 0 件 ( 1 月 ~7 月 )

( 2 ) 補償申請の促進に関する最近の取組みについて

○ 補償申請を促すため 、 前回の第 22 回運営委員会 (7 月 23 日 ) 以降、 新た

に以下の取組みを実施 した。

【医療関係者に補償対象の考え方等を正 し く 理解 して も ら う ための取組み】

垣天分娩機聞 き こそ む き こ す ‐垣天分娩機聞 き こそ な に -ゞ
8 月 12 日 補償対象 と なっ た参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ お よび

補償申請の事務に携わ る担当者向 けの文書 ｢補償申請に係

る ご対応の留意点について ｣ を 、 加入分娩機関へ送付 した。

参考資料 4

参考資料 5

濾そ萃産婦火科底套きせ弱輩薄"解熱ふ き謙二瀞
8 月 9 日 補償対象 と なった参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ が医会

ホームページに掲載さ れた。

参考資料 4

覇簿本産科婦災料璧会宝妄言一報議さ;趨き≧ 尋どこ舞駐 :逡
8 月 6 日 補償対象 と なった参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ お よび

補償対象の範囲 と 考え方に関する文書 ｢補償対象の範囲 と

考え方｣ が学会ホームページに掲載 された。

参考資料 4

参考資料 6

… …… ' ‘ ‘ ′ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ ‐ ℃ 、 . ･ ℃ ‐ ′ ‐ ･ “ … … 一 … … …‐… % ℃ “ ふ れ …- ゞ ゞ = " " に l

さ ん日暴助産師姿渇望など許さ- ふむせきこ も毒 1◆薹

8 月 20 日 補償対象 と なった参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ がホー

ムページに掲載 された。

参考資料 4

簿本城密会?続;*☆詳し医掌登美ノー l議事対さ れ; ま まききん ざ
8 月 26 日 補償対象 と なった参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ が学会

ホームページに掲載 される と と も に 、 会員 2 , 000 名 へメ ー

ル送信 さ れた。

参考資料 4
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日本未熟児新生児学会三潴群詳言 群遊きき 熟す導きさ せさち 子 ‘ ≦"

8 月 9 日 補償対象 と な っ た参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ 、 補償

申請に関する チラ シ ｢ 申請期限に関するチラ シ (保護者向

け) ｣ お よび ｢補償対象の範囲 と 考え方｣ が学会事務局か

ら会員 3 , 200 名宛に送付 された。

参考資料 4

参考資料 7

参考資料 6

調"体嵐産期芋たち :新生児医華奢さきすききき三等諾さ礬 ぎ 三ゞ ℃せ
7 月 25 日 補償対象 と な っ た参考事例 ｢補償対象の参考事例｣ お よ び

補償対象の範囲 と 考え方に関する文書 ｢補償対象の範囲 と

考え方｣ が学会ホームページに掲載 さ れる と と も に 、 会員

5 , 700 名 に メ ール送信 された。

参考資料 4

参考資料 6

こさ日:犠打ぶり昆璃医箋競導き等こぐ.きそぎきせ まき、鰹
8 月 8 日 補償申請に関する チラ シ ｢ 申請期限に関する チラ シ (医療

福祉関係者向 け) ｣ が医会ホームページに掲載 された。

参考資料 8

田園性麻痺児の保護者に本制度を認知 して も ら う ための取組み】

釜国脹継承豊艶児施設運営協議会討議きこ;寝せ逆夢:浅野尋
8 月 12 日 会員施設 ( 124 施設) を通 じ 、 補償対象 と 考え られる 平成

2 1 年生まれの児の保護者に制度の案内 ｢補償申請期限の

お知 らせ｣ を行い 、 個別に補償申請を促 してい る 。

参考資料 9

日露重症心身障害福祉,協会講じ圭転封 さま詳言と増せせも溥鯲

8 月 20 日 会員施設 (59 施設) を通 じ 、 補償対象 と 考え られる平成

2 1 年生まれの児の保護者に制度の案内 ｢補償申請期限の

お知 らせ｣ を行い 、 個別に補償申請を促 してい る 。

参考資料 9

新生児医療連絡箋きき≧愛さ ;こら対 震三潴･ ゞ チそを ぷ な:誇
8 月 9 日 会員施設 (28 1 施設) を通 じ 、 補償対象 と 考え られる平成

2 1 年生まれの児の保護者に制度の案内 ｢補償申請期限の

お知 らせ｣ を行い 、 個別に補償申請を促 してい る 。

参考資料 9

:澱府広報牽き製さ萎こむなぜさきも ち発言; “蔚
7 月 29 日

~8 月 4 日

補償申請期限に関する政府広報が主要 5 紙、 ブ ロ ッ ク紙 3

紙、 地方紙 63 紙に掲載 された。

参考資料 1 0

8 月 1 日 厚生労働省広報誌 ｢厚生労働｣ 8 月 号に補償申請期限等に

関する記事が掲載 された。

参考資料 1 1

新聞広耆ご"滋きざ二言震 うされ ま ま こ : ÷ '“ … …

8 月 19 日

~8 月 24 日

補償申請期限に関する広告を主要 5 紙、 ブ ロ ッ ク 紙 3 紙、

地方紙 8 紙に掲載 した。

参考資料 1 2
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8 月 16 日 読売新聞の ｢論点｣ に運営委員会小林委員長の寄稿記事が

掲載された。

参考資料 1 3

○ ま た 、 全国肢体不 自 由児施設運営協議会、 日 本重症心身障害福祉協会、 新

生児医療連絡会の会員施設を通 じ 、 脳性麻痺児の保護者に個別に補償申請

を促す取組みにおいては 、 確実に補償申請が行われる よ う 、 保護者よ り ア

ンケー ト 方式 (任意) にて制度の 申請状況を提出 して も ら い 、 必要に応 じ

て運営組織よ り 保護者へ電話連絡等を行 う こ と と してい る 。

《産科医療補償制度》

補償申請の流れ (イ メ ージ)

囮
肢体不 自 由児施設 、 重症心身障害児施設に入道所、 N I C U等に入通

院 してい る 、 平成 2 1 年生まれの補償対象 と 考え られ る児の保護者に制

度の案内 を行い 、 個別に補償申請を促す

圓 専用 口舅為も･蝋““~■“合わ“
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

評価機

回章睾壽字ニニコ
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( 3 ) 補償申請の促進に関す る緊急対策会議

○ 更な る補償申請の促進を図 る こ と を 目 的に 、 8 月 12 日 々こ ｢第 1 回 補償申
請の促進に関する緊急対策会議｣ を開催 した。

匿履到 補償申請の促進こ関する緊急対策会議 委員一覧

【現時点で補償申請 して いな い児か ら の補償申請を促進す る ための取組みに
関す る主な意見】

○ 全国肢体不 自 由児施設運営協議会や 日 本重症心身障害福祉協会等を通 じ
た周知の取組み と 同様に 、 約 600 の通所施設か ら な る全国児童発達支援協議
会の会員施設に対 して も周知に取 り 組んでは ど う か。

○ 各関係学会への周知の取組み と 同様に 、 日 本重症心身障害学会への取組み
も必要ではないか。

○ 補償申請は分娩機関を経由 して行 う こ と にな っ てい る が 、 補償対象者に対
する ア ンケー ト結果をみる と 、 分娩機関 と 関わ り を持ちた く ない保護者い る
た め 、 そ の よ う な理由 で申請を祷曙 してい る保護者に対 しては 、 機構が補償
申請の仲介を行 う べき ではないか。

○ 診断書の取得には一定期間 を要する こ と か ら 、 まずは補償申請の意思表示
を 5 歳の誕生 日 までにすればよ い と い う よ う な柔軟な対応はでき ないか。

【今後出生す る児か ら の補償申請を促進するための取組みに関す る主な意見】
○ 自 治体に よ っ ては 、 出生か ら一定期間後に保健師に よ る巡回訪問を実施 し
てお り 、 児 と 接する それ ら の保健師に対する周知が効果的ではないか。

○ 各 自 治体が発行する ｢障害者の しお り ｣ に本制度の こ と も掲載 して も ら っ
て は ど う か。

○ 出産前に 、 産科医療補償制度に登録する 際の説明 を も っ と 充実 させるべき
ではないか。

○ 各分娩機関において 、 1 歳の誕生 日 な ど 、 出生か ら一定期間後に 、 はが き
等を送付 し 、 その際に産科医療補償制度の こ と を リ マイ ン ド して は ど う か。

( 4 ) 緊急対策会議を踏ま えた今後の課題 ･ 取組みにつ いて

○ 現在実施中 あ る いは予定 してい る取組みに加 え 、 新たに以下の課題 ･ 取組
みに対応する こ と と する 。

2 0



, ･ 全国児童発達支援協議会の会員施設 (約 600 施設) を通 じた 、 脳性麻 ;
痺児の保護者に対する周知の実施

- 国立病院機構重症心身障害協議会の会員施設 (74 施設) を通 じた 、

脳性性麻痺児の保護者に対する周知の実施

l 日 本重症心身障害学会への周知の実施

. ･ 保護者か ら の補償申請こ係る様々 な相談箋こ関する対応 、 分娩機関 と l
1 関わ り を持ち た く ない保護者に対 し運営組織に よ る補償申請の仲介の :

; 実施 l
I ･ 5 歳の誕生 日 ま でに 、 診断書等の補償申請に必要な書類が整わな く と :

か ど う かの検討

○ なお 、 ｢第 2 回 補償申請の促進に関する緊急対策会議｣ は 、 9 月 上旬に開

催を予定 してい る 。
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園圏
剰余金の使途に関する これまでの ご意見

1 . 将来の掛金に充当 し 、 掛金の負担軽減に充て る べ き と の ご意見

○ 保険者に返還する のが本筋であ り 、 それが難 しい場合には将来の保険料に組み込

んで 、 そ の分、 掛金の水準を引 き 下げ る こ と に使 う べき 。 ( 医療保険部会)

○ 剰余金は 、 保険者に帰属 してい る と思っ てお り 、 剰余金の処理については 、 基本

的には保険者に返還すべき と 考え る 。 但 し 、 現実的には事務的 ･ 法的な問題 も あ る

ので 、 場合に よ っ て は 、 将来の掛金に充て る考え方も あ る 。 ( 医療保険部会)

○ 剰余金を掛金に充当 して掛金を引 き 下げた場合は 、保険会社に ロ ス が 出 る場合が

あ る ので 、 そ の場合は剰余金を上乗せ して 、 掛金を少 し多めに積み上げてお く 。 そ

う する と ま た剰余金が発生する と思 う ので 、 そ の循環を繰 り 返す状態を作ればよ い。

(医療保険部会)

○ 剰余金の使途 と して 、 補償金額を拡大 してい く 、 対象を拡大 してい く と い っ た こ

と も是非考えて も らい 、 補償を充実する と い う 視点で検討 してい く べき 。 ( 医療保

険部会)

2 . 剰余金を返還す る べ き と の ご意見

○ 保険者に返還する のが本筋であ り 、 それが難 しい場合には将来の保険料に組み込

んで 、 そ の分、 掛金の水準を引 き 下げる こ と に使 う べき 。 ( 医療保険部会)

○ 剰余金は 、 保険者に帰属 してい る と 思っ てお り 、 剰余金の処理については 、 基本

的には保険者に返還すべき と 考え る 。 但 し 、 現実的には事務的 ･ 法的な問題も あ る

ので 、 場合に よ っ て は 、 将来の掛金に充て る考え方 も あ る 。 (医療保険部会)

○ 剰余金が生 じてい る ので 、 掛金を妊産婦へ 1 人当 た り 2 万円 を返還すべき であ る 。

(一部の妊産婦 ･ 分娩機関か ら の国民生活セ ンターへの 申 し立て)

3 . そ の他の ご意見

○ 補償金を増額する場合は過去の人たち に対 して も追加補償金を 出すのか、 補償範

囲の拡大の場合は過去分について も補償範囲 も拡大する のか、 将来分 と過去分の平

等性を図 る と い う 観点 も考慮 し 、 検討 してほ しい。 (運営委員会)

○ 基本的に契約は遡及 しないが 、 契約の 当事者双方が有利な内容で合意でき る ので

あれば理論上は遡及は可能 と 思 う 。 (運営委員会)

○ 本制度は保険契約の仕組みであ る ため 、 見直 し前に遡っ て適応する の は 、 法律的

に難 しいのではないか。 (運営委員会)

○ 見直 しの 内容について 、 基本的には過去に遡 ら ない と い う 整理に しない と 、 事務

的に負担が大き く な る こ と が懸念 され る 。 補償のバ ッ フ ァ と な る よ う な使途が基本

と な る のではないか。 (運営委員会)



J 補償申請書類の請求件数の状況にっ して 醸

補償申請書類の請求件数の推移<全出生年>
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公益財団法人 日 本医療機能評価機構

補償申請の促進に関する緊急対策会議
委員一覧

(五十音順 敬称省略、 ◎は座長)

名前 所属

朝貝 芳美 公益社団法人 日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会 理事

池田 智明 国立大学法人三重大学医学部産科婦人科学 教授

◎ 石渡 勇 公益社団法人 日 本産婦人科医会 常任理事

岩城 節子 社会福祉法人全国重症心身障害児 (者) を守 る会 理事

岩下 光利 公益社団法人 日 本産科婦人科学会 副理事長

大野 耕策 一般社団法人 日 本小児神経学会 理事

岡 明 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科医学部小児科 教授

岡本 喜代子 公益社団法人 日 本助産師会 会長

北住 映二 公益社団法人 日 本重症心身障害福祉協会 業務執行理事

楠田 聡 学校法人東京女子医科大学医学部母子総合医療セ ンタ ー 教授

染屋 政幸
社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団
千葉県千葉リ ハビ リ テ-シ ョ ンセン券 総合療育セ ンタ ー長

保高 芳昭 株式会社読売新聞東京本社 編集委員



参考資料 1

医学的調査専門員会報告書における推計に関して

【推計の考え方】

0 今回の推計では 、 よ り高い精度で推計値を算出するために 、 地域別調査の個々 の事例について 、 補償対象となる
か否かを一例ごとに判定し 、 その結果をもとに当該地域の補償対象者の割合を算出 し 、 全国の出生数に乗じた 。

○ 具体的には 、 沖縄県のデータについて 、 児を一般審査と個別審査の基準となる在胎週数と出生体重 * で区分し 、
それぞれにおいて補償対象者の割合を求め ( 以下の①のEに記載のとおり 、 一般審査の区分では出生 1 000対0 .
3 5 、 個別審査の区分では出生 1 000対5 . 9 7 ) 、 それを2009年の全国の出生数に乗じた ( 以下の②のGに記載の
とおり 、 一般審査は3 69人 、 個別審査は 1 1 2人 ) 。

* 一般審査の在胎週数 ･ 出生体重区分… ｢在胎週数33週以上かつ出生体重2000g以上 ｣
個別審査の在胎週数 ･ 出生体重区分… ｢在胎週数33週以上かつ出生体重2000g未満、 または在胎週数28週以上

①沖縄県の調査結果の整理 (使用データは 1 9 9 8年から 2007年の 1 0年間 )
一般審査の
週数 ･ 体重区分

個別審査の
週数 ･ 体重区分

合計 (参考 )

A : 沖縄県での 当該1 0年間の出生数 1 6 1 , 7 5 4人 3 , 8 5 9人 1 6 5 , 6 1 3人

B : Aのうち脳性麻痺児数 (全数) 1 1 9人 1 34人 253 人

C " Bのうち重症度該当者数 74人 8 3人 1 5 7 人

D 1 : Cのうち 、 除外基準非該当者数 57人 5 7人

D2 : Cのうち 、 個別審査の低酸素基準に
該当 し 、 かつ除外基準非該当の人数

‘ ‘ ‘ ′ ′ ′ ′ ′ ′

2 3人 23人

,多 く ! 三宅 董。出生性 000対0〆, ノ85 馨ね ,出生moo対5~97 討議 出生1孤絶対G半毛48

②沖縄県の調査結果による全国ベースの推計値算出
一般審査の
週数 ･ 体重区分

個別審査の
週数 ･ 体重区分

合計 (参考)

F : 全国における2009年出生数 1 , 04 8 , 1 04人 1 8 , 7 3 7 人 1 , 0 6 6 , 8 4 1 人

G, る 審査区分瓢推計火数蛭ヌ 多喜二 ≠ : ,き! “/ ′ ふ る 三吉 許与覆す2訣 / 多 言 ≠ % ′ を" ･48彎入

= 医学的調査専門委員会の推計値… … … 369人 十 1 1 2人 = 48 1 人 ( 3 40人~ 6 23人(※ ) ) =

※補償対象者数推計値の48 1 人は 、 沖縄県の過去の脳性麻痺の発生率を200 9年の全国の出生数にあてはめて
算出 していることから 、 統計的に見て全国における補償対象者数の真の予測値が含まれる可能性が高いと考え
られる区間として 、 二項分布の正規近似を用いて得た9 5%信頼区間 。
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産科医療補償制度に おける制度見直 しの検討状況につ いて

1 . 産科医療補償制度運営委員会におけ る制度見直 しの検討状況

○ 産科医療補償制度は 、 早期 に創設する ため に限 られたデータ を も と に設計 さ

れた こ と か ら 、 創設時にま と め られた ｢産科医療補償制度準備委員会報告書｣

において 、 ｢遅 く と も 5 年後 を 目 処に 、 本制度の内容について検証 し 、 補償
対象者の範囲 、 補償水準、 保険料の変更 、 組織体制等について 、 適宜必要な

見直 しを行 う ｣ と さ れた。

○ こ のた め 、 産科医療補償制度運営委員会 (以下 、 ｢運営委員会｣ と い う ) に

おいて 、 平成 24 年 2 月 か ら制度の見直 しに向 けた論議を開始 し 、 補償対象

範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途、 原因分析の あ り 方、 調整の あ

り 方、 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組み等を見直 しに係る検討課題 と し
て挙げた。

○ こ の う ち 、 補償対象範囲 、 補償水準 、 掛金の水準、 剰余金の使途等について

は 、 補償対象者数を明 ら かに した上で議論を行 う 必要が あ る が 、 本制度の補

償申請期限は児の満 5 歳の誕生 日 ま でであ り 、 制度創設年であ る平成 2 1 年

生まれの児においては平成 27 年中頃ま で補償対象者数は確定 しない。

○ しか しなが ら 、 確定前であっ て も 当初の推計値よ り 下回 る こ と は明 ら かであ

る こ と か ら推計値を見直すべき と の 医療保険部会での ご意見等を踏ま え 、 補

償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途等について は 、 平成 24

年 10 月 に小児神経科医、 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン科医 、 産科医 、 新生児科医、

疫学等の専門家か ら構成 される ｢産科医療補償制度 医学的調査専門委員会
(以下、 ｢ 医学的調査専門委員会｣ と い う ) ｣ を設置 し 、 補償対象者数の推計、

お よ び制度見直 しの検討に あた っ て必要な脳性麻痺発症等に関す る デー タ

の収集 ･ 分析等を行い具体的な議論を行え る よ う 整理する こ と と さ れた。

○ 今般、 医学的調査専門委員会におけ る分析の結果が ｢産科医療補償制度医学

的調査専門委員会報告書｣ と して取 り ま と め られ、 本年 7 月 23 日 開催の第

22 回運営委員会において公表 さ れた こ と か ら 、 補償対象者数の推計結果を説

明する と と も に 、 今後の見直 しの検討の進め方等について考え方を示す。

○ なお 、 原因分析のあ り 方、 調整の あ り 方 、 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取

組み等の補償対象者数の推計値等のデー タ が な く と も 検討が可能な課題に

ついては 、 これま でに 6 回にわたっ て運営委員会において議論が行われ、 本

年 6 月 1 0 日 に ｢産科医療補償制度 見直 しに係 る 中間報告書｣ と して取 り

ま と め られた。 同報告書の概要ま園重訂の と お り であ る 。



ゞ2き補償対象者数の推計の見直し結果

医学的調査専門委員会において推計 さ れた結果は以下の と お り であ る 。 ま た 、
医学的調査専門委員斜こぉ け る検討の概要は、 回国の と お り でぁ る 。

① 補償対象者数の推計値 : 年間 48 1 人 (※ 1 ) (推定区間 (※2) 340 人~623 人)
※ 1 日 本全国におけ る 、 補償対象 と な る重度脳性麻痺児の年間出生数
※ 2 統計的に見た 95%信頼区間 (補償対象者が こ の中 に収ま る可能性が高い範囲。 た

だ し 、 こ の区間 を越え る可能性も あ る )

② 補償対象者数の推計値の根拠
沖縄県において 1998 年~200 7 年に出生 した脳性麻痺の全例について 、

補償対象に該当する か杏かの判断を行い 、 一般審査 (※3) 、 個別審査 (※
4) のそれぞれについて 、 ｢沖縄県におけ る補償対象 と な る脳性麻痺の発
生数｣ 、 ｢ 沖縄県にお け る 出生数｣ 、 ｢ 2009 年の全国におけ る 出生数｣ よ
り 、 全国におけ る補償対象者数の推計値を算出 した。
ま た 、 沖縄県におけ る過去の脳性麻痺の発生数を 、 2009 年の全国の

, 発生数に あて はめ る に際 して は 、 統計学的観点か ら誤差を考慮す る 必
要が あ る ため 、 真の予測値が含まれる と 考え られ る 区間 について 、 二
項分布の正規近似を用いた方法に よ り 、 推計値の 95%信頼区間 を算出
した。

その結果 、 補償対象者数の推計値は 48 1 人 、 9 5%信頼区間は 340 人
~623 人であ っ た。

なお 、 創設当初 と 同 じ く 沖縄を対象 と した限定的 な地区での数値に
基づ く 推計ではあ る も の の 、 前回 は 、 補償対象 と な る脳性麻痺の発生
数について 、 補償対象の基準であ る ｢重症度｣ ｢在胎週数 ･ 出生体重等｣

｢除外基準｣ の それぞれについて基準に該当する割合を検討 し 、 それ
ら を掛け合わせ る こ と で算出 していたの に対 し 、 今回は 、 調査対象の
全例について審査基準への適合性を一般審査 と 個別審査 と に分けて-
例一例精査 して算出 し 、 統計学的手法を用 いて 、 よ り 精緻な補償対象
者数の推計を行っ た。
※ 3 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2 , 0 0 0g 以上

※ 4 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2, 000 g 未満、 または在胎週数 28 週以上かつ 33
週未満

③ 補償対象者数の推計値の見直しについて
今回の推計値について は 、 今後の補償対象者の確定件数等の実績 と

照 ら し 、 大き く 垂離する場合等あれば、 定期的に確定件数を踏ま えた
推計値の見直 しを行 う こ と も 考慮する 。



3 . き ナ露成 2菅年生まれの児の補償申請状況

① 補償対象 (平成 2 1 年生まれ) の見込み件数 : 年間約 480 人 (推計値よ り )

補償対象者の確定件数 205 人 (平成 25 年 6 月 末現在。 以下同 じ)

審査中 の件数 (※ 1 ) ･ 8 人

申請準備中の件数 (※2 ) ･ 1 1 1 人

※ 1 児ま たは保護者か ら運営組織に申請が行われ補償可否の審査を行っ てい る

と こ ろであ り 、 今後補償対象 と な る可能性があ る件数

※ 2 保護者や分娩機関において脳性麻痺に係 る診断書等の 申請に必要な書類を

準備 してい る と こ ろであ り 、 今後補償申請が行われる見込みのあ る件数、 お よ

び-旦補償申請が行われた も のの 、 その時点では将来の障害程度の予測が難 し

いため 、 適切な時期に再度診断を行 う こ と で補償対象 と な る 可能性があ る件数

② 補償対象者数が推計値を下回っ ている要因

今回の調査では 、 補償対象 と 考え られる児 と 実際の補償を受けてい る

児の数に一定の垂離があ る こ と が明 ら か と な っ た。 補償申請が行われて

いない要因について 、 審査委員会におけ る審査事例や医学的調査専門委

員会におけ る議論、 運営組織への問合せ状況等か ら 、 以下の理由 が判明

した。

○ 医療関係者に補償対象範囲 について必ず し も 十分に周知 さ れてい

　　 　 　

○ 脳性麻痺児の保護者等に本制度について必ず し も十分に認知 さ れ

ていない

○ 重症度の判断が困難等の理由で 、 補償申請期限の直前ま で申請が控

え られてい る

③ 上記を踏ま えた効果的な周知の取組み

補償申請に係 る制度周知等については 、 厚生労働省や 日 本医療機能評

価機構において 、 それぞれ ｢産科医療関係者｣ ｢脳性麻痺児に接する機

会が多い医療 ･ 福祉関係者｣ ｢脳性麻痺児の保護者｣ 等に対 して 、 昨年

9 月 項か ら特に積極的に取 り 組んでき た と こ ろ 。

しか し 、 こ の度上記の よ う な要因 に よ る補償申請の漏れが新たに判明

した こ と か ら 、 補償申請を促す取組みを さ ら に強化する 必要が あ る 。 具

体的な取組みは以下の通 り であ り 、 順次開始 してい る 。

○ 産科医療関係者お よ び小児医療関係者に補償対象範囲 を周知す る

取組み
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以下の関係団体に 、 申請可能な具体例を示 した資料の送付、 学会
や研修会等の機会を利用 した本制度の説明 、 当該団体のホームペ
ージや会報等への参考情報の掲載な ど を行 う こ と に よ り 、 正確な
理解に基づ く 補償申請の呼び掛け を促進する 。
日 本産婦人科医会

日 本産科婦人科学会

日 本助産師会

日 本小児神経学会

日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会

日 本未熟児新生児学会

日 本周産期 ･ 新生児医学会 等

○ 脳性麻痺児の保護者に本制度の認知を促すための取組み
･ 肢体不 自 由 児施設や重症心身障害児施設等を通 じ 、 補償対象にな
る可能性の あ る 児の保護者に直接、 補償申請の働き かけ を行 う 。

･ 政府広報や新聞 、 雑誌等に 、 補償対象範囲や考え方等についての
記事や広告等を掲載 し 、 広 く 周知 を行 う 。

以上の取組みについて 、 関係団体が一体 と な っ て 、 よ り 効果的に行え
る よ う 、 運営組織内に ｢産科医療補償制度 補償申請の促進に関する 緊
急対策会議 (圓艫回) ｣ を設置 し 、 補償申請の促進こ取 り 組む。

4 まき剰余金およ び掛金の取扱いな ど今後の検討の進め方

補償対象者数推計値の 48 1 人を も と に算出する と 、 平成 27 年中頃以降、
毎年約 1 20~ 140 億円 の剰余金が 、 保険会社か ら運営組織に返戻 さ れる こ と
が見込まれる 。

今後の進め方 と して は、 推計値公表後、 返戻 さ れる剰余金お よび掛金の取
扱いについては 、 補償対象者数の推計値等に基づき速やかに産科医療補償
制度運営委員会において議論を行い、 9 月 中 を 目 途にそ の基本的な考え方
を と り ま と め 、 それを も と に 、 社会保障審議会医療保険部会で も検討する 。
産科医療補償制度運営委員会においては 、 剰余金お よび掛金の取扱いに関
する基本的な考え方が と り ま と ま っ た後に 、 平成 27 年以降の制度に関 し 、
補償対象 と な る脳性麻痺の基準 (重症度、 在胎週数 ･ 出生体重、 除外基準
等) や補償水準等に関する 見直 しについて検討を開始 し 、 平成 25 年内 を 目
途に結論を得る こ と と してい る 。 ま た 、 社会保障審議会医療保険部会にお
いて も 、 こ れ ら について検討する 。



5 三今後の運営委員会にお ける検討スケジ1ニル

8 月 推計値を踏ま えた剰余金お よび掛金の取扱いについて

9 月 推計値を踏ま えた剰余金お よび掛金の取扱いについて (基本的

な考え方の と り ま と め)

補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しに

こ) し 、 て

1 0 月 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しに

セ) し 、 して

1 1 月 補償対象 と な る脳性麻痺の基準等お よび補償水準等の見直 しに

　　 　 　 　　

そ の他の検討課題について

1 2 月 制度見直 しに係 る議論の と り ま と め

6 . 制度運営状況

回国の と お り o
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第 5 7 回社会保障審議会医療保険部会 に お け る
質 問事項に つ い て

間 以下 の 事項 に つ い て 、 見 直 し も 含 め た 今 後 の 検討の 進 め 方 お よ び ス ケ ジ ュ
ール に つ い て 教 え て 欲 し い 。

① 事務経費

② 剰 余金 返還の 最低水準

③ 運用 益の 取扱 い

④ 掛金 の 水準

⑤ 剰余金 の 取扱 い ,

( 答 )

1 . 第 5 7 回 社会 保障審議会 医療保険部会 に お い て 見直 し に つ い て の ご意 見
を い た だ いた 事項 に つ い て 、 見直 し の 検討 が可能 な も の か ら 検討 を 行 い 、
①の 保険会社 に お け る 事務経費 に つ い て は 、 保険会社等 に お い て そ の 更 な
る 縮減 を 検討 し た 結果 、 平 成 2 5 年 は 人件費 ･ 物 件費 1 7 . 2 億 円 ( 対前 年 比
4 . 7 7 億 円 の 減 ) 、 制 度 変動 リ ス ク 対 策 費 9 . 7 4 億 円 ( 対 前 年比 5 。 9 7 億 円 の
減 ) と い た し ま し た 。

こ の う ち 、 制 度 変動 リ ス ク 対 策 費 に つ い て は 、 見 直 し の 前提 と な る 補償
対象者 数 の 推計 に係 る デー タ が 明 ら か に な ら な い 中 で は あ っ た も の の 、 制
度創設か ら 3 年 か ら 4 年 が経過 し た 状 況 に あ る こ と も 踏 ま え 、 厚生労働 省
お よ び保険会社 と も ご相 談 の 上 、 補償対象者数 に つ い て 仮 に 5 00 人 の 見込
み と し て 見直 し を 行 っ た も の で す 。

一 方 、 ②③④⑤ に つ い て は 、 医 学 的 調査専 門 委 員会 に お け る 補償対象者
数の 推計結果 に も と づ き 検討 を 行 う 必要 が あ る こ と 、 ま た は金融庁協議が
必要 な補償約款や保険契約 等 の 大幅 な 制 度 変更 と 直結 す る こ と か ら 、 厚 生
労働省 と も ご相 談 の 上 、 産科 医療補償制 度 医学 的 調 査専門 委 員会 に お け る
補償対象者数の 推計結 果 を 待 ち 、 そ の 後速や か に 産科 医療補償制 度運営 委
員会 お よ び 当 部会 に お い て 議論 を 行 っ て い た だ く こ と と し て お り ま し た 。

4 . こ の 度 、 産科 医療補償制 度 医学 的調査専 門 委 員 会 に よ る 補償対象者数 の
推計値が示 さ れ た こ と か ら 、 そ の 結 果 を 踏 ま え て 産科 医療補償制 度運営委
員会 お よ び 当 部 会 に お い て 早急 に 議論 に 着手 し 、 平 成 2 5 年 内 を 目 途 に 検討
結果 を 取 り ま と め た い と 考 え て お り ま す 。 な お V 産科 医療補償制 度運営委
員会 に お け る 具体 的 な ス ケ ジ ュ ール は 、 ｢ 5 . 今 後 の 運営委 員 会 に お け る 検
討 ス ケ ジ ュ ー ル ｣ に 記載 の と お り で す 。

2

3
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(参考) 質問事項にかかる補足説明

l <掛金の水準につ いて >

1 . 平成 18 年 1 1 月 の 自 民党の ｢産科医療におけ る無過失補償制度の枠組みに

ついて ｣ を受けて 、 日 本医療機能評価機構内に設置 さ れた ｢産科医療補償制 l

度運営組織準備委員会｣ にて 、 本制度の補償範囲や補償額等の制度の あ り 方

について議論が行われた。 その結果を取 り ま と めた ｢産科医療補償制度運営

組織準備委員会報告書｣ において 、 『保険料 (掛け金) の考え方』 お よび 『補

償対象者の推計数』 『補償の水準』 について 、 以下の通 り ま と め られた。
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『保険料 (掛け金) の考え方』

･ 対象 と な る児の数、 補償額、 分娩機関の本制度への加入率等を精査 して給

付費を算出 し 、 こ れに所要の事務処理経費を加えて総所要金額を算定 し 、

設定する 。 現状では こ の収支見込みを行 引こ当 た っ て必要はデータ が決定

的に不足 してい る状況であ り 、 本制度を持続的 、 安定的な運営 を行っ てい

く た め に 、 当 面は若干余裕を も っ た保険料額を設定する こ と はやむを得な

いが 、 医療保険料を原資 と する こ と が想定 されてい る 制度であ っ て 、 過大

な負担を求め るべき でない。

『補償対象者数の推計数』

･ 補償の対象 と な る者は概ね 500~800 人程度 と 見込まれる 。

『補償の水準』

･ 準備一時金 と して数百万円 を対象認定時に 、 分割金については総額 2 千万

円程度を 目 処 と し 、 こ れを 20 年分割に して定期的に支給する 。

2 . 上記を踏ま えて 、 厚生労働省において諸掛金の水準について 3 万円 が設定

さ れた も の。

<剰余金の取扱い と 、 返還時の最低水準につ いて >

1 . 制度創設時には、 補償対象者数が予測を上回っ た ら その分が保険会社の損失

と な り 、 予測 を下回 っ た ら そ の分が保険会社の利益 と な る 一般的な保険の仕

組み と していた。

2 . しか し制度開始後 、 保険会社が過大な利益を得る べき でない と の ご意見が あ

っ た こ と か ら 、 補償対象者数が予測を下回 っ た場合の剰余金は運営組織に戻

さ れる特殊な仕組み と した も の 。

3 . そ の際、 民間保険を活用す る 以上は、 全額返還 さ れる 契約はあ り 得ない こ と

か ら 、 3 00 人 (※ 1 ) を最低保険料の基準 と した。

※ 1 制度設計時の補償対象者数の推計値の最下限値を元に ｢300 人｣ を最{-

保険料の基準 と した も の 。
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【保険契約で規定する返戻額 と 返戻時期 】

返戻額 " 収入保険料-事務経費一次の①または②のいずれか大き い額

(①3, 000 万円 × 300 人

(② : こ の保険契約におけ る保険金の総額 (3 , 000 万 円 × 補償対象者数) )

返戻時期 " 保険金の総額が確定 した 日 ( =補償対象者数が確定 した 日 ) 以降

(例 . 平成 2 1 年契約弓平成 27 年中頃に返戻予定

平成 22 年契約つ平成 28 年中頃に返戻予定)

なお 、 剰余金の使途については 、 こ の仕組みが導入 された際の運営委員会に

おいて ｢本制度の趣旨に照 ら して適切な使途に限定 して使用 しな ければな ら
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1 . こ の制度の事務経費は運営組織分 と 保険会社分よ り 成 り 立っ てい る 。

2 , 運営組織分について は 、 ①物件費、 ②人件費について 、 単年に要する費用 を

計上 してお り 、 収支相償にて運用 してい る 。 具体的には 、 制度の普及啓発、

審査、 原因分析や再発防止等に係 る費用 であ る 。

3 . 保険会社分は 、 ①物件費 、 ②人件費 、 ③制度変動 リ ス ク 対策費について 、 そ

の年に生まれた児の 20 年間の契約管理や長期間に亘る保険金支払等を長期

的 . 安定的に行 う ため に必要な費用 であ る 。 なお 、 ③制度変動 リ ス ク 対策費

は 、

( 1 ) 医療水準向上等に伴い脳性麻痺児の生存率が統計デー タ 取得時点 よ り 上昇

する リ ス ク

(2) 統計データ母数が少ないため推計値が大幅に外れる リ ス ク

(3) 長期 にわた る補償金支払い業務に伴 う 予期でき ない事務 ･ シス テム リ ス ク

等の予期でき ない リ ス ク に対応する費用であ る 。

L - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -…-- - -… - -… - -…… - - - - -… - -
以 上



別紙 1

｢産科医療補償制度 見直 uこ係る 中間報告書｣ の概要

○ 産科医療補償制度 (以下、 ｢本制度｣ と い う ) は平成 2 1 年 1 月 に創設 さ れたが 、

限 られたデー タ を も と に設計 さ れた こ と な どか ら 、 創設時に ｢遅 く と も 5 年後

を 目 処に 、 本制度の内容について検証 し、 補償対象者の範囲 、 補償水準、 保険

料の変更 、 組織体制等について適宜必要な見直 し を行 う ｣ と さ れた。 こ のため 、

平成 24 年 2 月 よ り 、 産科医療補償制度運営委員会において制度の見直 しに向 け

た議論を行っ て き た。

○ 制度見直 しに係 る検討課題の う ち 、 ネ甫償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰

余金の使途等については、 医学的調査専門委員会の調査の結果を受けて今後議

論を行 う こ と と してお り 、 本報告書は見直 しに係 る第一段階の報告書と して 、

原因分析の あ り 方、 調整のあ り 方 、 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組み等の

議論の結果を取 り ま と めた も のであ る 。

○ 議論の結果、 見直すべき と の結論に至っ た も の を 中心に 、 主な内容は以下の と

お り であ る 。

【原因分析の あ り 方】

< 医学的評価の表現>

･ 原因分析報告書の構成項 目 のひ と つであ る ｢臨床経過に関する 医学的評価｣

においては 、 再発防止お よび産科医療の質の向上に資する こ と を 目 的に 、 診

療行為等について医学的評価を行っ てい る 。

･ 医学的評価において医療水準に応 じて用い る表現について 、 原因分析では過

失の有無を判断 しない こ と にな っ てい る に も かかわ らず、 それに近い表現が

使われている と の意見があ っ た。

･ こ のた め 、 医学的評価の表現の変更の要否について論議を行っ たが 、 過失の

有無については法的観点か ら の検討を必要 と する も のであ り 、 医学的評価の

表現が直ち に過失の有無に結びつ く も のではない と 考え られる こ と か ら 、 医

学的評価の表現は変更 し ない こ と と す る 。

< ｢家族か ら の疑問 ･ 質問に対する 回答｣ にお ける 回避可能性の記載>

･ 原因分析においては 、 脳性麻痺の発症防止のた めの方策を提言 してい る が 、
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脳性麻痺発症の回避可能性については、 責任追及につなが るおそれがあ る と

して 、 原因分析報告書では言及 しない こ と と してい る 。 一方、 同報告書の別

紙 と して作成 してい る ｢家族か ら の疑問 ･ 質問に対す る 回答｣ では医学的評

価の範祷で可能な限 り そ の質問に答え る と してい る 。

こ のた め 、 矛盾 してい る と の意見があ り 論議を行っ たが 、 家族の疑問に真摯

に向 き 合 う こ と が制度の信頼につなが る と 考え られる こ と な どか ら 、 現状 ど

お り 医学的評価の範嗜において分かる範囲で可能な限 り 回答す る こ と と す

る 。

<原因分析報告書作成の迅速化>

･ 原因分析報告書は 、 補償対象 と して認定 さ れた後に原因分析に着手 してか ら

送付ま で 、 お よ そ半年か ら 1 年を要する 旨 を案内 してい る が 、 平成 24 年 12

月 までに公表 された 188 事例では平均で約 13 ヶ 月 を要 してお り 、 こ の う ち

直近の平成 24年の公表事例では平均で約 14 . 5 ヶ 月 を要 してい る こ と な どか

ら 、 原因分析報告書作成の迅速化について論議を行っ た。

･ こ の結果、 原因分析報告書は、 紛争の防止 ･ 早期解決の観点か ら も 、 早期に

作成する こ と が望ま し く 、 保護者お よび分娩機関に案内 し て し 、 る 1 年以内で

の送付を早期に達成する必要があ り 、 当面 、 現状の最大対応件数の 2 倍の件

数に対応するために体制お よびフ ローを変更する こ と と する 。

【調整の あ り 方】

･ 本制度において は 、 医学的観点か ら原因分析を行い 、 基本的には過失認定

を行わないが 、 原因分析委員会において ｢重大な過失が明 ら かであ る と 思

料 さ れる ケース ｣ については 、 法律家か ら構成 さ れる調整委員会に諮 り 、

そ の結果に も と づき補償金 と 損害賠償金の調整を行 う こ と と してい る 。

･ こ の ｢重大な過失が明 ら かであ る と 思料 される ケース ｣ と い う 表現が分か

り に く く 、 ま た法的な判断を行 う かの よ う な誤解を招 く こ と か ら 、 ｢一般的

な医療か ら著 し く か け離れて い る こ と が明 ら かで 、 かつ産科医療 と して極

めて悪質であ る こ と が明 ら かなケース ｣ に見直 し 、 こ の基準に該当す る場

合に調整委員会に諮る こ と と する 。

･ ま た 、 ｢調整委員会｣ の名称も分か り に く い こ と か ら 、 名称を ｢調整検討委
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員会｣ に変更する こ と と する 。

【紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組み】

･ 本制度においては 、 運営組織は基本的に は過失の有無を判断 しない と する

こ と か ら 、 紛争解決の手段は当事者間の示談や裁判所に よ る 和解 ･ 判決等

に委ね、 当 事者間の意見調整等は行っ ていない。

･ 今後 も 、 法的な判断を伴 う 紛争解決の機能を本制度に取 り 入れる こ と は行

わず、 現状 どお り と する 。

･ 一方で、 法的な判断を伴わない取組み と して 、 運営組織は これま で も保護

者お よ び分娩機関か ら の問い合わせな どに対応 してい る が 、 保護者お よ び

分娩機関か ら の相談な どについて丁寧に対応する こ と は 、 紛争の防止 ･ 早

期解決に も つながる こ と か ら 、 その取組みにつ いて今後の さ ら な る充実が

望まれる 。

【分娩機関に対する改善に向 けた対応】

･ 原因分析を行 う 中 で、 診療録等の不正記載が疑われた場合や、 同一分娩機

関 におけ る複数事案 目 の場合等は 、 分娩機関に対 して強 く 改善を求め る対

応策を策定 してい る 。

. こ れま でに原因分析が行われた事例においては 、 診療録等の不正記載等が

疑われた事例 、 診療録等の記載不足のため に原因分析がで き なかっ た事例 、

こ れま での原因分析報告書で指摘 した事項等について ほ と ん ど改善がみ ら

れる こ と な く 複数事案 目 が生 じた事例はないが 、 今後そ の よ う な事例が発

生 した場合は 、 改めて運営委員会において 当該事例に対する対応を検討す

る こ と と す る 。

･ ま た 、 原因分析委員会において 、 再発防止お よ び産科医療の質の向上の観

点で 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会に よ る改善に向 けた指導等が必要 と

認め られた場合等について 、 日 本産婦人科医会や 日 本助産師会への事例情

報の提供な ど 、 連携に向 けた取組みに着手する必要があ る 。

【提出 されたデータ の再発防止 ･ 産科医療の質の向上に向 けた活用 】

･ 再発防止お よ び産科医療の質の向上に 向 けて 、 分娩機関等か ら提出 さ れた

診療録等に含まれる 情報を研究や教育に活用す る こ と は重要 と 考え られる

が 、 それ ら に は極めてセ ンシテ ィ ブな個人情報が多 く 含まれる こ と か ら 、
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個人情報保護法や疫学研究に関する倫理指針な ど 、 法令等を遵守 した対応

が求め られる 。 ま た 、 当事者の心情面に も十分に配慮す る必要が あ る 。

･ こ の よ う な事情を踏ま え 、 分娩機関等か ら提出 された診療録等に含まれる

情報の研究や教育への さ ら な る活用に際 し て は 、 本制度の原因分析 ･ 再発

防止の取組みの一環 と し て 、 運営組織の中 に関係学会 ･ 団体か ら 推薦 さ れ

た委員に よ る プ ロ ジ ェ ク ト チームを設置 し分析等 を行 う 、 ま た は個人情報

およ び分娩機関に係る情報の取扱いや当事者の心情の十分に配慮の上で必

要な情報を関係学会 ･ 団体に提供する こ と な どを検討す る こ と と する 。

【診断医への対応】

･ 診断書を作成す る際に参考 と な る実例集の作成 、 診断書を記載 しやす く す

るためのチ ェ ッ ク ボ ッ ク ス方式の大幅な導入 、 また将来的に診断基準自体

を見直す機会がある場合に診断項 目 の整理等を検討する こ と な どに よ り 、

診断医の負担軽減を図 る こ と が必要で あ る 。

･ ま た 、 現時点での診断医に対する報酬の支払いは難 しい と 考え る が 、 診断

医の負担に報い る方策について 、 今後具体的に検討す る こ と が必要であ る 。

以 上

12



亀 別紙 2 l

｢産科医療補償制度 医学的調査専門委員会報告書｣ の概要

乱 調査の 目 的

医学的調査専門委員会では 、 次の 目 的のた め医学的調査を実施 し 、 こ れ ら の

調査で得 られたデータ を も と に分析 した。

①現行の本制度におけ る補償対象者数の推計を行 う 。

②運営委員会にお け る制度見直 しの検討にあたっ て必要な脳性麻痺発症等

に関するデー タ の収集 ･ 分析等を行い 、 具体的な議論を行え る よ う 整理

する 。

2 . 調査の方法

○ 沖縄県 、 栃木県、 三重県において 、 それぞれの調査者に よ り 脳性麻痺に係

る 地域別調査を実施 した。

○ 沖縄県調査は 、 1988 年か ら 2009 年に出生 した脳性麻痺児について自営性麻

痺児の療育を行っ てい る施設等におけ る診療録に も と づ く 調査であ る 。

○ 栃木県 と 三重県の調査は 、 2005 年か ら 2009 年に 出生 した脳性麻痺児につ

いて身体障害者更生相談所におけ る身体障害者診断書等に も と づ く 調査、

お よび 2006 年か ら 2009 年に出生 した脳性麻痺児について医療型障害児入

所施設等におけ る診療録に も と づ く 調査であ る 。

3 . 補償対象者数の推計

( 1 ) 地域別調査結果に も と づ く 補償対象者数

○ 調査対象のすべての脳性麻痺事例について 、 重症度 、 在胎週数 ･ 出生体重、

除外基準の観点で補償対象に該当する と 考え られる か杏かの判断を 1 例ず

つ行い 、 その結果を も と に ｢脳性麻痺の発生率｣ お よび ｢すべての脳性麻

痺の う ち 、 補償対象 と な る脳性麻痺の割合｣ を算出 し 、 各地域でのその結

果を用いて 、 補償対象者数の推計値を算出 した。

○ その結果、

･ 沖縄県の調査結果に も と づ く 推計では、 除外基準の適用 に関 し補償対象

者数を少な く 見積も る と 505 人、 多 く 見積も る と 565 人であ っ た。

･ 栃木県の調査結果に も と づ く 推計では 、 除外基準の適用 に関 し補償対象

者数を少な く 見積も る と 1003 人、 多 く 見積 も る と 1226 人であ っ た。

･ 三重県の調査結果に も と づ く 推計では、 除外基準の適用 に関 し補償対象

者数を少な く 見積も る と 94 1 人、 多 く 見積も る と 1579 人であっ た。 ま

た 、 調査者が一部の施設を も と に推計 した結果は 496 人であ っ た。

○ 地域に よ り “ま らつ き がかな り 大き かっ たが 、 栃木県 と 三重県の調査結果に

よ る推計値は、 身体障害者更生相談所調査におけ るデータ の収集の限界、

1 3



施設調査 と の突合の限界等の理由 で高い数値 と なっ た も の と 考え られる 。
○ 一方、 沖縄県の調査は 、 地理的に他県 と は離れてい る た め県を越えて の児
の移動は少ない こ と 、 県内の小児科医間の連携が密であ り 調査者 ら の長年
にわた る 取組みに よ り 脳性麻痺児の把握が十分に さ れ、 デー タ の母数が最

も多 く 、 各施設での診療録等を も と に収集 さ れた情報であ る こ と な どか ら 、
最 も信頼性の高いデータ であ る と 考え られる 。

( 2 ) 医学的調査専門委員会 と し ての補償対象者数の推計
○ 以上よ り 、 医学的調査専門委員会においては 、 沖縄県の調査結果に も と づ

き補償対象者数を推計する こ と と した 。

○ 沖縄県調査においては 1988 年~2009 年の 22 年間 に出生 した脳性麻痺児
を調査対象 と したが 、 2008 年 と 2009 年については 、 すべての脳性麻痺児
が把握 さ れていない可能性が あ り 、 本制度の補償対象 と な る脳性麻痺児の
発生率の減少傾向の可能性も踏ま えて 、 ま た統計的に信頼性を確保でき る
デー タ数も考慮 し、 後半の 1998 年か ら 2007 年の 10 年間 に出生 した脳性

麻痺児のデータ で算出 した。

○ 沖縄県において 1998 年~2007 年に出生 した脳性麻痺の全例について 、 補
償対象に該当する か杏かの判断を行い 、 一般審査 (※ 1 ) 、 個別審査 (※2)
のそれぞれについて 、 ｢沖縄県にお け る補償対象 と な る脳性麻痺の発生数｣ 、

｢沖縄県におけ る 出生数｣ 、 ｢ 2009 年の全国におけ る 出生数｣ よ り 、 全国 に
お け る補償対象者数の推計値を算出 した。

○ ま た 、 沖縄県におけ る過去の脳性麻痺の発生数を 、 2009 年の全国の発生数
にあて はめ る に際 して は、 統計学的観点か ら誤差を考慮する必要が あ る た

め 、 真の予測値が含まれる と 考え られる 区間 について 、 二項分布の正規近
似を用いた方法に よ り 、 推計値の 95%信頼区間 を算出 した。

○ その結果、 補償対象者数の推計値は 48 1 人、 95%信頼区間は 340 人~623

人であ っ た。

○ なお 、 創設当初 と 同 じ く 沖縄を対象 と した限定的な地区での数値に基づ く
推計ではあ る も のの 、 前回は、 補償対象 と な る脳性麻痺の発生数について 、
補償対象の基準であ る ｢重症度｣ ｢在胎週数 ･ 出生体重等｣ ｢除外基準｣ の
それぞれについて基準に該当する割合を検討 し 、 それ ら を掛け合わせる こ

と で算出 していたのに対 し 、 今回は、 調査対象の全例について審査基準へ
の適合性を一般審査 と 個別審査 と に分けて一例一例精査 して算出 し 、 統計
学的手法を用いて 、 よ り 精緻な補償対象者数の推計を行っ た。
※ 1 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,ooog 以上

※ 2 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2 ,000 g 未満 、 ま たは在胎週数 28 週以上かつ

33 週未満
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○ ただ し 、 推定区間の幅については 、 使用 したデータ の期間が特異な も ので

ない こ と 、 そ の傾向が今後 も継続する こ と 等い く つかの前提条件があ る 。

( 3 ) 2009 年出生児にお け る調査結果 と補償対象者数の比較

0 2009 年に出生 した脳性麻痺児について 、 調査の 当該地域におけ る これまで

の実際の補償対象者数 と 当該地域の調査で補償対象 と 考え られた脳性麻痺

児の数 と の比較を行っ た。

○ 沖縄県 、 栃木県、 三重県の 3 県において 、 こ れまで補償対象 と認定 さ れた

件数 8 件に対 して 、 補償対象 と 考え られる件数は 、 少な く 見積る と 15 件 、

多 く 見積る と 40 件であ っ た。

○ こ の よ う な補償対象者数の推計値 と 実績の補償対象者数の垂離に関 して 、

分娩中 の異常や仮死、 除外基準等 と 補償対象範囲について 、 周知が十分 さ

れていない可能性が あ げ られる 。 こ のた め周知徹底を早期に行 う こ と が重

要 と 考え られる 。

以 上
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別紙 3

｢産科医療補償制度 補償申請の促進に関す る緊急対策会議｣ につ いて

緊急対策会議の 目 的

産科医療補償制度の制度見直 しの検討にあた り 、 医学的調査専門委員会を

平成 24 年 10 月 に設置 し 、 本制度の補償対象者数の推計を行い 、 報告書を取
り ま と めた と こ ろであ る 。 こ の報告書に よ る と 、 1 年あた り の補償対象者数

の推計値は、 年間 48 1 人 (推定区間 340 人~623 人) であ り 、 平成 2 1 年生

まれの児の現時点 (平成 25 年 6 月 末) の補償対象者数 205 名 を大き く 上回

っ てお り 、 補償対象 と認定 さ れる 可能性があ る児がいまだに多 く 申請 されて

いない と 考え られる 。

特に平成 2 1 年生まれの児は 、 平成 26 年 1 月 以降順次補償申請期限を迎

え る こ と か ら 、 補償申請を促す取組みが喫緊の課題であ る 。

これま で、 補償申請に係る制度周知等については 、 厚生労働省や 日 本医療

機能評価機構等において 、 それぞれ ｢産科医療関係者｣ 明轡性麻痺児に接す

る機会が多い医療 ネ醒祉関係者｣ ｢脳性麻痺児の保護者｣ 等に対 して 、 昨年

9 月 項か ら特に積極的に取 り 組んでき た と こ ろであ る 。

しか し 、 こ れまでの取組において 、 新たに補償申請の漏れの要因が

判明 して き た こ と か ら 、 補償申請を促す取組みを さ ら に強化する必要
が生 じて き た。

こ のた め 、 補償申請の促進を図 る こ と を 目 的に 、 本制度の関係団体お よび

関係者か ら な る緊急対策会議を設置 し 、 医療関係者に補償対象範囲を周知す
る取組みや、 脳性麻痺児の保護者に本制度の認知を促すための取組み等が関

係者一体 と なっ て よ り 効果的に実施 される方策について 、 検討する も のであ

る 。

2 . 委員構成

委員一覧参照

3 . 会議開催 日 と 主な内容について

8 月 に 2 回程度の開催を予定 してい る 。

第 1 回の会議においては、 補償 申請の漏れの要因 と それぞれの要因に対応

した取組みの実施お よび さ ら な る 効果的な方策 、 な らびに各団体におけ る取

組みな どについて議論を行 う 。
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補償申請の促進に関する緊急対策会議 委員一覧

【委員】

氏名 所属 ･ 役職

○石渡 勇 日 本産婦人科医会 常任理事

朝貝 芳美 日 本 リ ハ ビ リ テーシ ョ ン医学会 理事

池田 智明 三重大学医学部産科婦人科学 教授

岩城 節子 全国重症心身障害児 (者) を守る会 理事

岩下 光利 日 本産科婦人科学会 副理事長

大野 耕策 日 本小児神経学会 理事長

岡 明 東京大学大学院医学系研究科医学部小児科 教授

岡本 喜代子 日 本助産師会 会長

北住 映二 日 本重症心身障害福祉協会 業務執行理事

楠田 聡 東京女子医科大学医学部母子総合医療セ ンタ ー 教授

染屋 政幸
千葉県千葉 リ ハ ビ リ テーシ ョ ンセ ン タ ー

総合療育セ ンタ ー長

保高 芳昭 読売新聞東京本社 編集委員

0 : 座長

【オブザーバー】

厚生労働省 医政局総務課医療安全推進室

厚生労働省 社会 ･ 援護局障害保健福祉部企画課
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l 別紙 4 1

制度運営状況

亀 制度加入状況

○ 全国の分娩機関の制度加入状況は表 1 の と お り であ る 。

く 表 1 > 制度加入状況 (平成 25 年 7 月 3 日 現在)

区 分 分娩機関数 加入分娩機関数 加入率 (% )

病 院 1 , 2 0 6 1 , 2 0 6 1 0 0 . 0

診療所 1 , 6 7 8 1 , 6 7 1 9 9 . 6

助産所 4 4 6 4 4 6 1 0 0 . 0

合 計 3 , 3 3 0 3 , 3 2 3 9 9 . 8

(分娩機関数 : 病院 ･ 診療所は 日 本産婦人科医会調べ、 助産所は 日 本助産師会調べ)

2 . 審査結果の状況

○ 本制度の審査結果は表 2 の と お り であ る 。 審査件数は全体で 576 件 、 う ち
補償対象が 524 件 、 補償対象外 (再申請可能を含む) が 52 件 と なっ てい る 。
<表 2 > 審査結果の累計 (平成 25 年 6 月 末現在)

児の生年 審査件数

審査結果

補償対象
補償対象外

補償対象外 再申請可能※

平成 2 1 年 237 205 14 18

平成 22 年 188 1 75 1 12

平成 23 年 122 1 16 2 4

平成 24 年 29 28 1 O

合 計 576 524 18 34

※現時点では将来の障害程度の予測が難 し く 補償対象 と 判断でき ない も のの 、 適切な時

期に再度診断が行われる こ と な どに よ り 、 将来補償対象 と認定でき る 可能性があ る事案

3 . 原因分析の状況

○ 産科医療補償制度原因分析委員会にて審議 さ れた原因分析の件数は表 3 の
と お り であ る 。

< 表 3 > 審議結果の累計 (平成 25 年 6 月 末現在)

審議件数 承認
条件付き

承認※1
再審議※ 2 保留※ 3

件数 2 7 7 件 1 5 7 件 1 2 0 件 0 件 0 件

※ 1 修正が あ る も のの改めて審議する必要はな く 、 委員長預か り と な っ た報告書
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※2 部会において修正後 、 再度審議する必要があ る報告書

※3 審議未了 と なっ た報告書

4 . 再発防止の状況

○ 本制度では 、 原因分析 された個々 の事例情報を体系的に整理 ･ 蓄積 し 、 数
量的 ･ 疫学的な分析、 お よびテーマ に沿っ た分析を行い 、 ｢再発防止に関す

る報告書｣ 等 と して取 り ま と め 、 国民や分娩機関 、 関係学会 、 行政機関等に
提供する こ と に よ り 、 再発防止や産科医療の質の向上を図 る こ と と してい る 。

○ 平成 23 年 8 月 に第 1 回 、 平成 24 年 5 月 に第 2 回 、 平成 25 年 5 月 に第 3 回
の ｢産科医療補償制度 再発防止に関する報告書｣ をそれぞれ公表 してい る 。

具体的には ｢常位胎盤早期剥離｣ 、 ｢臍帯脱出 ｣ 、 ｢胎児心拍数聴取｣ 、 ｢子宮収
縮薬｣ 、 ｢新生児蘇生｣ 、 ｢吸引分娩｣ 等のテーマについて分析を行っ た。

5 . 各保険年度の収支状況

○ 本制度の保険期間は毎年 1 月 か ら 12 月 ま での 1 年間であ り 、 各保険年度に
おけ る収入保険料、 保険金 (補償金) 、 支払備金の状況は表 4 の と お り であ

る 。

< 表 4 >収入保険料、 保険金 (補償金) 、 (平成 25 年 6 月 末現在) (単位 : 百万円 )

区分 収入保険料※1
保険金

(補償金) ※2
支払備金※3

(備考)

決算確定見込時

期

平成 2 1 年

1 一 1 2 月

( 1 , 0 54 , 3 40 分娩)

3 1 , 5 2 5

(2 0 0 件)

6 , 0 0 0 20 , 6 1 0
平成 27 年中頃

平成 22 年

1 - 1 2 月

( 1 , 08 3 , 0 45 分娩)

32 , 3 8 3

( 1 74 件)

5 , 220 2 3 , 5 8 3
平成 28 年中頃

平成 23 年

1 - 1 2 月

( 1 , 0 6 3 , 5 40 分娩)

3 1 , 8 00

( 1 1 6 件)

3 , 48 0 24 , 5 48
平成 29 年中頃

平成 24 年

1 - 1 2 月

( 1 , 0 48 , 3 3 7 分娩)

3 1 , 3 45

(28 件)

840 26 , 7 3 7
平成 30 年中頃

※ 1 掛金対象 と な る分娩数 × 29 , 9 00 円 。 なお 、 掛金は 1 分娩あた り 30 , 000 円 であ る 。 掛

金の う ち 100 円 は 、 分娩機関が廃止等 した場合に補償責任を引 き継ぐための費用であ

る 。

※ 2 平成 2 5 年 6 月 ま でに確定 した保険金 (補償金) 。 〔補償対象件数× 3 , 000 万 円 〕 ただ し 、

平成 2 1 年 、 22 年の補償対象件数は、 医賠責な どに よ る調整が行われた 5 件、 1 件を

除 く 。

※3 将来の保険金 (補償金) 支払いのための備金。 [収入保険料-保険金 (補償金) -事

務経費]
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6 . 本制度に係るア ンケー ト結果

( 1 ) 本制度全般に関する ア ンケー ト

○ 本制度に対する意見等を収集する こ と に よ り 、 本制度の評価お よび制度運
営の課題について検証 し 、 今後の制度見直 しお よび制度運営に資する こ と を
目 的 に 、 平成 24 年 6 月 ま でに補償対象 と 認定 さ れた 327 事例の児の保護者
お よび児が出生 した分娩機関 を対象に 、 平成 24 年 1 0 月 にア ンケー ト を実施
した。 回答率は保護者 69 ‐ 0% (2 2 5 /3 26 ) 、 分娩機関 66. 3% ( 1 9 5 /294) であ っ た 。
○ ア ンケー ト の ｢ こ の制度があ っ て よ かっ た と 思いますか｣ と の質問 に対す
る 回答は図 1 の と お り であ る 。

< 図 1 > ｢ こ の制度が あっ て よ かっ た と 思いますか｣ に対する 回答

【保護者】

よかっ たと

思わない 》 わからない
,熟 す れと1K896)

1 件 ( 0% 鷄灘竣費#準ぜ濫隻

(アンケー ト返送率 : 225/326 (=690%)

｢よかっ たと思う ｣ 理齦205件)
(複数回答司)

幽補償金を受け取り 、 看護 ･ 介護に関する経済的負担が軽減したので ･ ･ ･ 1 6 8
■原因分析が行われたので ･ ･ ･ 1 5 2
■再発防止を行う ことによ り 、 脳性麻痺発症の減少に繋がると思うので ･ ･ ･ 1 也 9
圏今後の産科医療の質の向上につながると思うので ･ ･ ･ 1 1 5
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【分娩機関 】

よかったと わからない
思わない 2 2件

6件 ( 3%)

よか ったと思う

1 6 2件

｢よかったと思う ｣ 理由1 9引牛)
(複数回答司)

■補償金を受け取り 、 看護 ･ 介護に関する経済的負担が軽減 したので ･ ･ ･ T 4 7

■原因分析が行われたので ･ ･ ･ 1 2 1
11紛争の防止や早期解決につながると思うので ･ ･ ･ 7 8

■今後の産科医療の質の向上につながると思うので ･ ･ ･ 6 4

( 2 ) 原因分析に関する ア ンケー ト

○ 原因分析報告書に対する意見等を収集する こ と もこ よ り 、 今後の原因分析

報告書の作成等に資する こ と を 目 的 に 、 平成 22 年お よび平成 23 年に原

因分析報告書を送付 した 8 7 事例の保護者お よ び児が出生 した分娩機関

を対象に 、 それぞれ平成 23 年 7 月 お よび平成 24 年 7 月 に原因分析に関

す る ア ン ケ ー ト を 実施 し た 。 回 答 率 は両 ア ン ケ ー ト 合計で保護者

5 1 . 7% (45/8 7) 、 分娩機関 58 . 6% ( 58/99※ 1 ) で あ っ た。

※ 1 分娩機関は 、 搬送元の 12 分娩機関 も対象 と したため 、 99 機関に送付

○ ア ンケー ト の ｢原因分析が行われた こ と は良かっ たですか｣ と の質問に

対する 回答は図 2 の と お り であ る 。
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< 図 2 > ｢原因分析が行われた こ と は良かっ たですか｣ に対する 回答

【保護者】

非常に良く なか っ た

2件 (4%)

とち らとも言えない “ まあまあ良か っ た

5件 (鮒 %) 1 4件 (32%)

(ア ンケー ト返送率 45/87 (=517%)

｢あま り良く なかった｣ ‐ ｢非常に良く なかった｣ 理由( 1 3件)rとても良かっ た｣ ･ ｢まあまあ良かった｣ 理由(27件)
(複数回答司)

■結局原因がよく わからなかっ たこと ･ ･ ･ 乍 0■第三者により評価が行われたこと ･ ･ ･ 2 ↑
■ 今後の産科医療の向上に繋がること ･ ･ ･ 雛
■原因がわかっ たこと ･ ･ . =
■分娩機関や医療スタ ッ フ に対する
不信感が軽減 したこ と ･ ･ ･ 2

皿その他 ･ ･ ･ 6

■分娩機関や医療スタ ッ フ に対する亡家族の
不信感が高まっ たこと

■今後の産科医療の向上に繋がるとは思えない こと… 6
■公正中立な評価だと思えないこ と ･ ･ ･ 5
■その他 … 4

【分娩機関 】
あまり 良 く なか っ た

2件 ( 3 % )
非常 に良 くなか っ た

0件 (0 % )

どち ら とも言えない とても良か っ た
穐 2件 ( 2 1 % ) 2 1 件 ( 36 %)

ま あまあ良か っ た

2 3 件 (40% )

( アンケー ト還送率 : 58/99 (=曰36%)

｢あま り 良く なか った｣ ･ ｢非常 に良 くなかっ た｣ 理由 (饗干)｢ とても良か った ｣ ･ ｢まあま あ良かっ たJ 理由(44件)
(複数回答司)

■ 第三者によ り評価が行われた こと ･ ･ ･ 4 3
11 今後の産科医療の向上に繋がるこ と ･ ･ ･ 2 3
■ 原因がわか った こと ･ ･ ･ 倦 2
11 分娩機関や医療 スタ ッフ に対する ご家族か ら
の不信感めて軽粥@ した こと ･ ･ . “

国 その他 ･ ･ ･ 2

■分娩機関や医煉スタ ッフに対するご家族の
不信感が高まっ たこ と ･ ･ ･ 3

■公正中立な評価にと 思えな いこ と ･ ･ ･ 2

■今後の産科医療の向上に繋がる とは思えない こと ･ ･ ･ 2
■結局原因がよく わか らなか った こと ･ ･ ･ 1
重その他 ･ ･ ･ 僅
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7 。 産婦人科における訴訟件数の推移 (参考)

○ 最高裁判所医事関係訴訟委員会が公表 してい る ｢医事関係訴訟事件の診療

科 目 別既済件数 (平成 16 年か ら平成 24 年) ｣ にお け る全診療科 目 合計 と

産婦人科の訴訟件数の推移は図 3 の と お り であ る 。

○ 医事関係の訴訟件数は全体的に減少傾向にあ る が 、 そ の 中で も産婦人科の

訴訟件数は、 大幅に減少 してい る 。

< 図 3 > 産婦人科件数の訴訟 (既済) 件数推移比較

1 200 1 8 0

1 08 5 1 1 2 0

　　 　　　　　　　　　 　 　 　 　
　　 　 　　　 　 　 　 　　 　 　BOO - ,
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400

200

1 0 8 5 1 1 2 0
1 043 ‐--- -

　 　　　　　　 　 　 　 　　 　 　
　 　　　　　　　　　 　 　 　 　 　

　　　　　 　　　

1 00 にコ 全診療科 目 合計
80 『h 産婦人科

平成1 6年 平成1 7年 平成1 8年 平成1 9年 平成20年 平成2 1 年 平成22年 平成23年 平成24年
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産 科 医 環 殉哺 - 貫 制 , 夏 ^ の 、 梛 5 要

制度創設の経緯 I 平燃鰯姫可 惣回社会保障審議鍍療保険部会 l 日柩療機能評価機構"白 hn輻出資料

産科医療補償制度は、 近年の産科医の不足や、 分娩を取扱わない医療機関の増加などによ り 、 産科医療の提供が

十分でない地域が生じている ことを背景として 、 平成2 1 年 1 月 か ら (公財) 日 本医療機能評価機構において創設された。

本制度は 、 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに 、 脳性麻痺

発症の原因分析を行い 、 同 じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどによ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決および
産科医療の質の向上を図ることを 目 的とする 。

利用 睡亘メ" 調-↓ (※ 該当年に誕生した児のうち 、 制度創設時の対象者推計数は概ね500~Boo人 )

0 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺

･ 出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上 、 または在胎週数28週以上かつ所定の要件に該当する場合
･ 身体障害者等級1 ･ 2級相当の重症者 ･ 先天性要因等の除外基準に該当するもの除く

○ 補償申請期間は児の満5歳の誕生 日まで (※平成2 1 年生まれの児の場合、 平成26年まで申請可能)

その他

遅くとも5年後を 目 処に、 制度内容について検証し、 適宜必要な見直しを行う 。

保険者等

鷲橇鯖況鞠藤時巍 加入者
(被保険者)

鴈騎｣

;-亭▼ . ▼･ F三
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娩
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関

運 蚕
曲 )暫
禮養
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一三… 報 礬海溝彌箋ゆく簾珍〉告書を作成し 、 妊産婦と分娩機関
!‐送付する 。
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参考資料3

20 1 3年7月 25 日 第64回社会保障審議会医療保険部会議事
録 ( 抜粋 )

○ 日 時 平成25年7月 25 日 (木 ) 1 6 : 00 ~ 1 8 : 06

0場所 グランドアーク半蔵門 富士西の間 (4階 )

0議題

1 . 産科医療補償制度について
2 . 次回の診療報酬改定に向 けた検討について
3 . 社会保障制度改革国民会議の議論の状況報告

0議事

0遠藤部会長

それでは、 定刻になりましたので 、 ただいまより ｢第64回医療保険部会｣を開催したいと思います 。
委員の皆様におかれましては 、 御多忙の折 、 お集ま り いただきましてあ り がとうございます 。
部会の開始前にお知らせがございます。 本部会の委員の山下一平委員が去る7 月 1 3 日 に御逝去
されました 。 ここに皆様とともに謹んで黙檮を捧げ、 御冥福をお祈り 申 し上げたいと存じます 。 恐縮
でございますけれども 、 皆様、 御起立をお願いいたしたいと思います 。
(黙 檮)

0遠藤部会長

黙檮を終わります 。 御着席をお願いします 。
それでは、 続きまして 、 委員の御異動について御紹介させていただきます d 齋藤副子委員が御退
任されまして 、 新たに 日 本看護協会副会長の菊池令子委員が御就任されてお ります 。
それでは、 本 日 の委員の出欠状況について申 し上げます 。 本 日 は、 大谷委員 、 斉藤正寧委員 、
福田委員 、 和 田委員よ り御欠席の御連絡をいただいております 。
続きまして、 欠席委員のかわ り に出席される方について 、 お諮り したいと思います 。
福田委員の代理としまして 、 近藤参考人の御出席につき 、 御承認いただければと思います 。 よろ
しゅうございますでしょうか。
( ｢異議なし｣ と声あ り )

0遠藤部会長 -

あ り がとうございます 。

また 、 オブザーバーとしまして 、 日 本商工会議所の大井川さんの御出席について御承認いただけ
ればと思いますが、 いかがでございましょうが 。
( ｢異議なし｣ と声あ り )

0遠藤部会長

あ りがとうございます 。
また 、 本 日 は議題 1 で 、 産科医療補償制度について御説明いただくため 、 日 本医療機能評価機構
の上 田理事及び後理事にお越しいただいてお ります 。 後ほど御説明いただきますので、 どうぞよろ
しくお願いいたします 。

次に 、 前回の医療保険部会以降 、 厚生労働省幹部に人事異動がございましたので、 事務局よ り
紹介をお願いしたいと思います 。 よろしくお願いします 。
0大島課長

保険局総務課長になりました大島と申 します 。 よろしくお願いします 。 私のほうから 、 異動した者を
紹介したいと思います 。

右手 、 保険課長の鳥井です 。
それから 、 右手 、 医療課企画官の佐々木です 。
その隣 、 調査課長の秋田 。

M野/WWW.面鰐.g。 .jp就燈硫朝ooooo 1 5 o5 o .h疏 20 1 3 /0 8/23
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左手に移りまして 、 医療費適正化対策室長の安藤です 。
それから 、 ち ょっと後ろになりまして ~ 医療課医療指導管理官藤田 。
以上でございます 。

( 冒頭カメラ撮り終了 )
0遠藤部会長

あ りがとうございます 。 どうぞよろしくお願いいたします 。
それでは、 議事に移らせていただきます 。 初めに ｢産科医療補償制度について｣を議題としたいと
思います 。

本 日 は 、 産科医療補償制度の運営状況につきまして御説明をいただくため 、 日 本医療機能評価
機構の上田理事及び後理事にお越しいただいてお ります 。
それでは 、 日 本医療機能評価機構の上田理事、 後理事より御説明をお願いしたいと思います 。 ど

うぞよろしくお願いします 。
0上田参考人

日本医療機能評価機構で産科医療補償制度の事業管理者を務めております上田でございます 。
よろしくお願いいたします 。

昨年 1 1 月 の医療保険部会では 、 産科医療補償制度の見直しについてさまざまな御意見をいただ
きましたが 、 剰余金の取り扱いや掛金の水準等の論点については 、 補償対象者数を明らかにした
上で検討を行う必要があることから 、 補償対象者数の推計結果を待ち 、 それを踏まえて議論するこ
ととしてお りました 。

このたび、 医学的調査専門委員会における検討の結果が取りまとめられ、 一昨 日 の7 月 23 日 に
開催された当機構の運営委員会に報告されましたので、 本 日 は 、 補償対象者数の推計結果を御報
告するとともに 、 今後の見直しの検討の進め方等についての考え方を御説明させていただきます 。
それでは 、 お手元の参考資料 1 ー 1 の 1 ページをお願いいたします 。
1 . 産科医療補償制度運営委員会における制度見直しの検討状況について御説明いたします 。
最初の0ですが 、 産科医療補償制度は 、 早期に創設するために限られたデータをもとに設計され
たことから 、 創設時にまとめられた ｢産科医療補償制度準備委員会報告書｣ において 、 ｢遅くとも5年
後を 目途に 、 本制度の内容について検証し、 補償対象者の範囲 、 補償水準 、 保険料の変更、 組織
体制等について 、 適宜必要な見直しを行う ｣ とされました 。
このため 、 産科医療補償制度運営委員会において 、 平成24年2月 から制度の見直しに向 けた議
論を開始し 、 補償対象範囲 、 補償水準 、 掛金の水準 、 剰余金の使途、 原因分析のあ り方 、 調整の
あり方 、 紛争の防止 ･ 早期解決に向 けた取組み等を見直しに係る検討課題として挙げました 。
このうち 、 補償対象範囲 、 補償水準、 掛金の水準、 剰余金の使途等については、 補償対象者数を
明 らかにした上で議論を行う必要がありますが、 本制度の補償申請期限は児の満5歳の誕生 日 ま
でであ りまして、 制度創設年である平成21 年生まれの児においては平成27年中頃までは補償対象
者数は確定いたしません 。
しかしながら 、 確定前であっても当初の推計値より も下回ることは明らかであることから推計値を
見直すべきとの医療保険部会での御意見等を踏まえまして 、 補償対象範囲 、 補償水準 、 掛金の水
準、 剰余金の使途等については 、 平成24年 1 0月 に小児神経科医等の専門家から構成される医学
的調査専門委員会を設置し、 補償対象者数の推計および制度見直しの検討にあたって必要な脳
性麻痺発症等に関するデータの収集 ･分析等を行い具体的な議論を行えるよう整理することといた
しました 。

今般 、 医学的調査専門委員会における分析の結果が医学的調査専門委員会報告書として取りま
とめられましたので、 本 日 、 御報告させていただく次第であります 。
一番最後の0にありますように 、 なお ~ 原因分析のあ り方 、 調整のあ り方 、 紛争の防止 ･ 早期解決
に向 けた取り組み等の補償対象者数の推計値等のデータがなくとも検討が可能な課題について
は 、 これまで6回にわたって運営委員会において議論が行われ、 本年6月 1 0 日 に中間報告書が取
りまとめ られてお ります 。 その概要は 、 9ページの別紙1 に 、 見直すべきとの結論に至ったものを中
心に主な内容を取りまとめてお ります 。 これらは出産育児一時金に関連しない事項ですので、 この
場での説明は割愛させていただきますが、 本制度の柱の一つである脳性麻痺の原因分析や再発
防止に向けた取り組みについて 、 取りまとめてお ります 。
また 、 別の資料でございますが 、 1 枚 、 日 本医療機能評価機構追加提出資料として 、 産科医療補
償制度の概要を配付してお りますが 、 これは制度創設の経緯、 補償対象 、 補償の機能などについ
て記載してお りますので、 御参照ください 。
資料2ページ 目 以降の内容につきましては 、 当機構の理事の後より説明申 し上げます 。 0後参考
人

私 、 日 本医療機能評価機構産科医療補償制度の技監を務めております後と申 します 。 2ページ
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以降の御説明をさせていただきます 。
資料2ページをお願いいたします 。 補償対象者数の推計の見直し結果でございます。
その下の 1 が結論でございます。 補償対象者数の推計値は 、 年間48 1 人 、 推定区間340人から623
人となってお ります 。 48 1 人の ところに※がついておりますが 、 ※ 1 は 、 日 本全国における 、 補償対
象となる重度脳性麻痺児の年間出生数でございます 。 ※ 2は 、 統計学的に見た95%信頼区間でご
ざいます 。 真の値が340人か ら623人のどこかにあるという ことが、 9 5%の信頼を持って言える区間
になります 。

そして 、 それ以降 、 推計値の根拠などを2に書いておりますが 、 その前に 、 この推計値を算出いた
しました経緯につきましては別紙2にございますので、 恐れ入りますが、 後ろの 1 3ページをお開きい
ただきますよう にお願いいたします 。 医学的調査専門委員会報告書の概要でございます 。

1 番が 目 的で 、 2番の調査の方法をご覧ください 。 すぐ下の0ですが 、 沖縄県と栃木県と三重県に
おきまして 、 それぞれの調査者によ り脳性麻痺に係る地域調査を行いました。
その下の0ですが、 沖縄県の調査は 、 1 9 8 8年から2009年まで、 診療録に基づく綿密な質の高い
データに基づく調査でございます 。

その次の○ 、 栃木県と三重県の調査は2005年から2009年の脳性麻痺児について 、 身体障害者
更生相談所における診断書等に基づく調査 、 及び2006年から2009年に出生した脳性麻痺児につい
て 、 医療型障害児入所施設等における診療録にもとづく調査ということになってお りまして 、 沖縄県
と栃木県 、 三重県の両者で調査の方法論が違うところがポイン トでございます 。
3番ですが、 補償対象者数の推計です 。

( 1 ) の 2つ下の○ 、 ｢その結果｣で始まっている部分ですが、 沖縄の調査結果にもとづく推計では 、
除外基準、 これは補償の対象から外す基準ですけれども 、そこは医学的判断にかなり幅がありまし
て 、 それによって補償対象者を少なく見積もると505名 、 多 く見積もると56 5名であ りました。 同じく栃
木県では 1 ,oo3人 、 多く見積もると 1 ,226人 、 三重県では94 1 人 、 多 く見積もると 1 , 5 7 9人 。 三重県の一
部の施設をもとにした推計は496人ということであ りました 。
一番下の0ですが、 この ように地域により ぱらつきが大きい状況でございました。 特に 、 栃木県と
三重県の調査による推計値は 、 身体障害者更生相談所調査におけるデータ収集の限界、 1 4ペー
ジに参ります 。 それから 、 施設調査との突合 、 これは 、 身体障害者更生相談所のデータと施設調査
のデータと、 同 じAさんのものであっても 、 その突合がうまくいかずに2人とカウントすると人数が増
えるという意味であ りますが、 その突合の限界等の理由で高い数値となったものと考えてお ります 。
次の0ですが、 一方 、 沖縄の調査は 、 地理的に他県と離れているため県を越えての移動が少な
い 。 県内の小児科医の連携が密である 。 調査者の長年にわたる取組みによ り 、 脳性麻痺児の把握
が十分され、 データの母数が多い 。 施設の診療録をもとに収集された情報であるということから 、 最
も信頼性が高いと考えられました 。
そこで 、 ( 2 ) ですが、 医学的調査専門委員会では 、 沖縄県の調査結果に基づき 、 補償対象者数を
推計することといたしました 。
次の0ですが、 1 9 88年から200 9年の 22年分あ りますが、 最後の2008年と200 9年はすべての脳性
麻痺児が把握されていない 。 また 、 日 が浅いので、 脳性麻痺児がふえる可能性もあると考えまし
て 、 残り 20年間で推計をいたしました 。 特に 、 1 0年を2つ に分けまして 、 後半の 1 0年 、 1 9 9 8年から
2007年の 1 0年間のデータで算出 してお ります 。
その次の0ですが、 98年から2007年に出生した脳性麻痺の金例について 、 これは実際の審査で
行っております一般審査という範騰と個別審査という範騰と、 それぞれにきめ細やかな推計を行い
まして 、 沖縄県のデータを人口 比で出生数の比で全国のデータに引き延ばすという方法で算出い
たしました 。

その下 、 ｢また｣ で始まる部分ですが、 その際には誤差が入りますので、 推計値の 95%信頼区間
を算出してお ります 。
その結果がその次の行ですが 、 48 1 人 、 340人から 623人という結果でございます 。 先ほど申 しまし
たとお りでございます 。

ここで、 恐れ入 りますが、 2ページに戻っていただきますように、 よろしくお願いいたします 。
ただいま、 2の ところはほぼ申 し上げました 。 特に2の最後の3行ですが、 今回 は 、 調査対象の金
例について審査基準への適合性を一般審査と個別審査に分けたという こと 。 あるいは 、 この 5年間
の審査の考え方の蓄積を用いて 、 一例一例精査して算出 してお ります 。 さらに 、 統計学的手法も用
いてお ります 。 この ように 、 よ り精緻な対象者数の推計が行われたと考えてお ります 。
次に 、 3調査対象者数の推計値の見直しでございますが、 今回の推計値につきましては 、 今後の
補償対象者の確定件数等の実績と照ら しまして 、 今後も大きく垂離する場合等あ りましたら 、 定期
的に確定件数も踏まえた推計値の見直しを行うという ことも 、 今後考慮してまい りたいと思います 。
3ページをお願いいたします 。 太字の3番は 、 2 1 年生まれの児の 申請状況でございます 。 2 1 年と
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申 しますのは 、 制度発足初年に当たります 。 確定件数は205名です 。 それから 、 審査中の件数が8
名 。 それから 、 申請準備中の件数が1 1 1 名 ございます 。
これにつきまして 、 恐れ入りますが、 先ほどの別紙2に関連事項が1 つ書かれておりますので、 1 5
ページをお願いいたします 。 ( 3 ) は 、 制度初年 、 2009年の出生児につきまして 、 沖縄 、 栃木 、 三重県
の3県におきまして 、 まだ対象者が残っているがどうかを調査してお りますので、 その結果を申 し上
げます 。

2つ 目 の○になりますが 、 沖縄、 栃木 、 三重県の3県におきまして 、 対象と認定された件数はトー
タルで8件です 。 補償対象と考えられる件数は 、 少なく見積もると 1 5件 、 多 く見積もると40件というこ
とで、 まだこの3地域の状況であ りますが、 地域には2倍から数倍の補償対象の候補者がいらっし
ゃるということがわかりました 。

そして 、 恐れ入ります 、 資料3ページに戻っていただきますようにお願いいたします。 中 ほど 、 2で
ございます 。 このように補償対象者数が推計値を下回っているという状況がございまして 、 その要
因につきまして分析しております 。
○が3つあ りますけれども 、 1 つ 目 の○が、 医療関係者に補償対象範囲について必ずしも十分に
周知されていない 。

2つ 目 の0で、 保護者に本制度について必ずしも十分に認知されていない 。
3つ 目 が、 重症度の判断が困難の理由で 、 補償申請期限の直前まで申請が控えられているとい

う理由が考えられます 。
そこで、 ｢ 3上記を踏まえた効果的な周知 ｣を行う必要があると思ってお ります 。 その下に書いてあ

りますことは 、 これまでも厚生労働省のお力をかり 、 また 日 本医療機能評価機構におきましても周
知を囲ってきたところでございますが、 さらに力を入れる必要があると思います 。
具体的な取り組みですけれども 、 4ページに参ります 。 関連団体を挙げてお りますが、 これらの関
連団体に対して 、 さらに周知を徹底していく 。 そして 、 会員の皆様などにお知らせしていただくという
ことを考えてお ります 。
次の0ですけれども 、 脳性麻痺児の保護者に対しまして 、 本制度の認知を促すための取組みを
考えてお ります 。 具体的には、 肢体不 自 由児施設とか重症心身障害児施設、 それらの団体等に働
きかけを行っていくことでありますとか 、 政府広報あるいは新聞 ･ 雑誌等にこの制度についての考え
方の記事とか広告等を掲載して 、 広 く周知することを考えてお ります 。
また 、 私ども評価機構の中に産科医療補償制度申請促進に関する緊急対策会議を設置しまし
て 、 補償申請の促進に取り組むことにしてお ります 。 別紙3は 、 説明 は割愛させていただきますが、
緊急対策会議の趣旨とか委員のメンバーでございます 。
それから 、 4番に参ります 。 剰余金および掛金の取扱いなど今後の検討の進め方でございます 。

48 1 人をもとに算出いたしますと 、 27年中頃以降 、 毎年 1 20か ら 1 40億円の剰余金が返戻されること
が見込まれてお ります 。
今後の進め方といたしましては 、 補償対象者数の推計値等に基づき速やかに私どもの制度の運
営委員会で議論を行い 、 9 月 中を 目 途にその基本的な考え方をとりまとめ 、 それをもとに 、 こち ら 、
社会保障審議会医療保険部会での御議論をお願いしたいと考えてお ります。
また、 運営委員会で剰余金および掛金の取扱いに関する基本的な考え方がとりまとまった後に 、

27年以降の制度に関し 、 対象となる脳性麻痺の基準とか補償水準等に関する見直しについて検討
を開始し 、 25年内を 目 途に結論を得ることとしてお ります 。 また 、 医療保険部会におきましても御議
論をお願いしたいと考えてお ります 。
この検討項 目 【 こっきましては 、 資料上 、 重立った項 目 を挙げてお りますが、 この中では剰余金を
返還することになった場合の仕組みの取り扱いとか 、 運用益の取り扱いなどについても検討する予
定にしてお ります 。
5ページに今後のスケジュールをお示しさせていただいてお ります 。 8 月 、 9 月 で剰余金 、 掛金の
取扱いについて 。 特に 、 9 月 に基本的な考え方の とりまとめ 。 9 月 から 1 1 月 までが対象となる脳性麻
痺の基準 ･補償水準等の見直しについて 、 そして 1 1 月 にはその他の検討課題も議論して、 1 2月 にと
りまとめということにさせていただきたいと思ってお り ます 。
それから 、 6番の制度運営状況でございますが 、 これは1 8ページをお願いいたします 。 簡単に申 し
上げます 。 一番上の表は 、 制度加入状況で99 .8% 。 それから 、 真ん中の表は審査の結果です 。 57 6
件審査して 、 524件対象となってお ります 。 およそ9割強が対象となってお ります 。 そして 、 一番下の
表が原因分析の状況です 。 報告書を27 7件作成しているというものでございます 。
それから 、 1 9ページ 、 4番が再発防止の状況 ということでございます 。 再発防止のための報告書を

3回作成いたしまして 、 その中 に脳性麻痺の発生を防止する 。 あるいは 、 それに有用な情報 、 例え
ば常位胎盤早期剥離の管理に関することであ りますとか 、 その ような内容の報告書をつ くってお り
ます 。
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5番 目 が 、 各保険年度の収支状況でございます 。 区分と収入保険料と保険金 、 対象者数も書いて
おります 。 それから 、 残 り の支払億金 、 決算見込みをお示しさせていただいてお ります 。
それから 、 20ページですけれども、 本制度に係るアンケートでございます。 保護者に対し 、 制度が
あってよかったですかとお尋ねしたところ 、 ｢ よかったと思う ｣ というお答えが9割 。
2 1 ページは 、 分娩機関に対して聞いたアンケートでございます 。 制度があって ｢ よかったと思う ｣ と
いうお答えが83%でございます 。

それから 、 22ページは 、 原因分析に関するアンケートでございます 。 上の円グラフが保護者であ り
まして 、 ｢ とても良かった｣ ｢まあまあ良かった｣が6 1 % 。 分娩機関は 、 ｢ とても良かった｣ ｢まあまあ良
かった｣で7 6%となってお り ます 。
それから 、 23ページ 、 最終ページですが、 産婦人科における訴訟件数の推移でございます 。 これ
は 、 最高裁判所からのデータでございますけれども 、 制度開始が21 年でございまして 、 それ以降 、
全体の訴訟件数も棒グラフで減ってお りますけれども 、 産科の訴訟件数もかなり大きく減ってお りま
す 。

それから 、 平成1 9年と20年は制度創設のための準備期間で 、 制度の周知を図っていた時期でご
ざいます 。 全体として訴訟件数は減少傾向でありますが、 特に産科のものを取り 出 した折れ線グラ
フはかなり少なくなってきているという状況でございます。
最後 、 6ページの御説明をさせていただきます 。 前回の医療保険部会における質問事項につい
て 、 御回答を記させていただいております。 四角で囲んである問いの部分でございますが、 以下の
事項について 、 見直しも含めた今後の検討の進め方及びスケジュールについて教えていただきた
いというお尋ねをいただいてお ります 。 1 事務経費から始まって 、 5までございます 。
答えの 1 番で、 医療保険部会において見直しについての御意見をいただいた事項について 、 対応
可能なものから検討を行いました。 1 の事務経費につきましては 、 この文章に保険会社における事
務経費と書いてお りますけれども、 事務経費は運営組織分もございますので 、 申 し訳ございません
が、 この ｢保険会社における ｣ は削除していただきますよう にお願いいたします 。 1 の事務経費につ
きましては 、 保険会社と運営組織という意味でございます 。 において 、 さらなる縮減を検討いたしま
した結果 、 平成25年は人件費 ･ 物件費で1 72億円 、 対前年比4.7 7億円の減 。 制度変動リスク対策費
9 .7 4億円 、 対前年比5.9 7億円の減といたしました 。 これが合計で27億円 になってお ります 。
補足いたしますが、 この事務経費につきましては 、 制度初年が実績ベースで43億円ございまし
た。 この43億円を毎年縮減に努めまして 、 昨年は37億円 、 そして今年25年は27億円 ということで 、
縮減を図ってきてお ります 。
2番に参ります 。 このうち 、 制度変動リスク対策費につきましては、 見直しの前提となる補償対象
者数の推計のデータが明 らかにならない中ではあったものの 、 3年から4年が経過した状況にある
ことも踏まえ 、 厚労省及び保険会社とも御相談の上 、 仮に500人の見込みとして見直しを行ったもの
でございます 。

3番ですが、 一方 、 2 、 3 、 4 、 5です 。 剰余金返還の最低水準、 運用益の取扱い 、 掛金水準、 剰余
金の取扱いにつきましては 、 調査専門委員会における補償対象者数の推計に基づき検討を行う必
要があること 。 また 、 金融庁協議が必要な補償約款や保険契約等の大幅な制度変更と直結するこ
とから 、 厚労省とも御相談の上 、 推計結果を待ち 、 その後速やかに制度の運営委員会及び当部会
において議論を行っていただくこととしてお りました 。
4番でございますが、 このたび推計値が示されたことから 、 早急に議論に着手したいと思います 。
そして、 25年内を 目 途に検討結果を取りまとめたいと考えてお ります 。 このスケジュールにつきまし
ては 、 先ほど5のところで申 し上げたとお り でございます 。
7ページ 、 8ページは、 制度の御理解に役立つように参考資料を少しつけてお りますが、 掛金の水
準がこれまで決まってきました経緯であ りますとか 、 剰余金の取扱い 、 返還時の最低水準o Bペー
ジは 、 運用益とか事務経費について 、 これまで現在のようなやり方になってきました経緯をお示しし
てお ります 。

以上でございます 。

0遠藤部会長

ありがとうございます 。

本 日 は 、 所管されてお ります医政局からも御担当 の方が来ていただいてお りますけれども 、 何か
追加でございますでしょうか 。 では、 佐原管理官 、 お願いします 。
0佐原管理官

医政局管理官です 。 簡潔に申 し上げたいと思います 。 この制度は 、 産科医療の確保を 目 的としま
して 、 平成 1 8年から検討を始めたものでございます 。 平成2 1 年の制度発足に先立ちまして 、 医政局
から 日 本医療機能評価機構に対して民間保険商品の設計を委託した経緯もございまして 、 本 日 、
医政局からも出席させていただいてお ります 。
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制度開始から既に4年が経過してお りまして 、 この部会におきましてもさまざまな御意見をいただ
いたことを踏まえまして 、 ただいま機構から説明がありましたように 、 5年後の対象者の確定を待た
ずに対象推計値の見直しを行ったところでございます 。 この推計値を踏まえまして 、 見直すべきとこ
ろは速やかに見直しがなされるよう 、 本 日 の御意見も踏まえまして医政局としても対応してまし 、 り た
いと考えておりますので、 どうぞよろしくお願いいたします 。
以上でございます 。

0遠藤部会長

ありがとうございます 。

それでは 、 ただいまの御報告に関連いたしまして 、 御質問 、 御意見 、 どうぞ。 では 、 白 川委員 、 小
林委員の順でお願し 、 したいと思います 。
○ 白 川委員

最初に質問を数点させていただいて、 その後、 意見を述べさせていただきたいと思っております 。
質問の第 1 点 目 でございますが、 本年5月 だったと思いますけれども 、 この制度の剰余金をめぐっ
て 、 Looo名 以上の妊産婦と28の分娩機関が国民生活センターに調停を申 し出たというのが新聞等
で報道されてお ります 。 調停を申 し出た方々 の御主張というのは 、 掛金3万円のうち剰余金が相 当
あるので、 その分、 2万円を返却しろというものであると承知しておりますけれども 、 医療機能評価
機構としては 、 この 3万円の掛金あるいは剰余金の帰属はどこにあるのかということについて 、 どう
いう見解をお持ちなのかということをお伺いしたいという ことです 。
2つ 目 は 、 今 、 説明いただいた資料の4ページ 、 下から3 、 4行 目 あたり に 、 補償対象となる脳性麻
痺の基準や補償水準等に関する見直しについて検討を開始すると書かれておりますが、 これはど
ういう問題意識で何をされようとしているのか 。 特に 、 補償水準について 、 どういうことを検討されて
いるのかを教えていただきたいというのが2点 目 でございます。
3つ 目 の質問は 、 資料の6ページでございますが、 この部会で出た質問についての回答ということ
で提示されてお りますけれども 、 まず答えの 乱 でございますが、 これは昨年の 1 1 月 か 1 2 月 かわか
りませんが、 保険会社と契約をしたときの内容をこういうふうに変えましたというこ とをまとめていら
っしゃると思いますが、 1 つ伺いたいのは 、 制度変動リスク対策費9 .7 4億円を減らしましたと誇らしげ
に書いてあるのですけれども 、 どこにこの制度のリスクがあるのか 。 今の御説明でも 、 推計値が正
しいかどうか 、 私はちょっと判断できませんが 、 正しいとしても 、 毎年 1 20億円から 1 40億円 ぐらいの
剰余金が出るという保険制度で、 どこにリスクがあるのかということを御説明いただきたい 。
あわせて 、 間の 3 にある運用益の取扱いについて 、 今ちょっと早口で御説明いただいたので、 私 、
よく聞き取れなかったのですけれども 、 推計値が固まらないとどうこうだとか 、 保険制度 、 金融庁と
のどうこうだということをちらっとおっしゃったのですけれども 、 よくわからないのです 。 この質問の意
味は 、 当 然 、 保険会社は運用益を得ているでしょう 。 それはどこに帰属するのですかという質問で
す 。 たしか 、 この保険制度は20年間の年金でお支払いするという形になっている 。 最初 に600万円 、
残り は20年間でお支払いする仕組みになってお りますから 、 そうすると保険会社は 、 非常に多額の
金額を長期間持つことになります 。
これは 、 膨大な利益を生むと私などは考えるのですけれども 、 それについてどういうお考えなのか

ということを伺いたいというのが質問の趣旨でございますので、 それについで‐この場でお答えいた
だきたいというのが3点 目 の質問でございます 。

0遠藤部会長

それでは、 その 3つについて御返答をお願いします 。
0後参考人

お答えいたします 。

まず、 調停の件でございますけれども 、 この制度は既に御存じのように 、 分娩機関 とか妊産婦に
実質的な掛金の負担がないように 、 あるいは費用の負担がないように設計されております 。 そこで
私どもは 、 今後剰余が生じた場合には 、 直ちに妊産婦とか分娩機関に返すということではなく 、 私ど
もの運営委員会で適切な使途を議論し 、 そして 、 その結果をこち らの医療保険部会に御報告して 、
また御議論いただくという従来の考え方で進めさせていただきたいと思っております 。 その 旨 、 国民
生活センターにも申 し上げているところです 。
2つ 目 の御質問の 、 特に補償水準の議論あるいは基準についての議論の具体的内容でございま
すけれども 、 補償水準につきましては、 私どもの運営委員会でも 、 特に医療者側の委員だけではな
く 、 患者側で医療機関との紛争で苦しんでこられた方などの委員からも 、 補償金額を上げてはどう
かとか 、 実際の看護 . 介護の費用をもう一度精査して補償の拡大を考えてはどうかという御意見が
あったことは事実でございます 。 しかしながら 、 そのようなことは財源との関係がございますので 、 こ
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ち らの医療保険部会でも議論していただきたいと思ってお ります 。
それが補償水準の部分でございますが、 【まかに基準といたしまして 、 この制度の補償対象基準
は、 出生体重とか出生の週数、 それから先天性の異常がある 、 あるいは新生児期の異常がある 、
ない 、 こういう医学的な内容あるいは体重の数字になってお りますけれども 、 それらのぎりぎりの と
ころには微妙な部分がございます 。 というのは 、 基準に入るか入らないのか 、 非常に悩む事例がご
ざいます 。 1 つ例を挙げますと 、 双子の場合はどうしても体重が低くな りますので 、 現在の 1 つだけ
の体重の基準を当てはめると 、 双子の場合は不利になるという面についても専門家から指摘がご
ざいます 。 こういう基準について 、 どのように見直すのが医学的に正しいのかということを検討する
ということでございます 。

3つ 目 の御質問の変動リスク対策費のリスクの部分ですけれども 、 本 日 の資料8ページに、 変動
リスク対策費とはどういうものかということをお示しさせていただいてお ります 。 一番下になります 。

( 1 ) か ら ( 3 ) までございますが、 まず ( 1 ) としては 、 医療水準が向上して脳性麻痺児の生存率が
向上して 、 統計データ取得時より上昇する リスク 。 これは 、 医療が進歩してお りますので、 かつてで
あれば、 新生児期 、 生まれたばかり の ときに非常に重症な状態であった児が生存していくことにな
りますが、 その過程で呼吸管理が難しくて 、 低酸素脳症になれば重症の脳性麻痺になる可能性が
どうしても出てきますので、 その ようなことによって高まる リスク 。

( 2 ) が、 統計データの母数が少ないために推計値が大幅に外れるリスク 。 これは、 制度発足当初
はデータがほとんどない状態であ りましたので、 この ようなリスクを考えました。 現在 、 推計値をこの
ように公表させていただいたわけですので、 このあたりの リスクは少し少なくなってお りますが、 先
ほどの信頼区間の340から 623のどこかに本当 に推計値がある 、 真の値があるだろうということであ
りますので、 どの点をとるかということによ りましては、 まだ大幅に外れるリスクがあることは事実で
ございます 。

( 3 ) ですが、 長期にわたる補償金支払いに伴う予期できない事務 、 システムリ スク等の予期でき
ないリスクに対応する費用ということで 、 これは経年的に状況を見ればだんだんリスクが減っていく
ということはわかってまい りますので、 保険会社にも縮減をお願いしたということを先ほど申し上げ
ましたけれども 、 20年間の支払いでありますので、 今後 、 その支払いに関して 、 どのようなことが起
きるかわからないという面はございますので 、 それに備える リスクという ことでございます 。
特に、 ( 2 ) につきましては推計値が出ましたので、 リスクは少なくなったかと思いますが、 ( 1 ) と

く 3 ) は依然として残っていると考えてお ります 。 これがリスクがある場所と考えてお ります 。
質問の4番 目 で 、 運用益のお尋ねがございました 。 この制度は保険でございますので 、 保険会社
のほうで運用 していると伺ってお りますが、 もともと予定利率を設定して運用するという商品ではご
ざいませんで、 一般の保険商品と同様に 、 長期的に安定的な支払いを行うために運用を行ってい
ると 、 私ども聞いてお ります 。
その運用益でありますけれども 、 特にこの制度のための保険について区分して管理していないと
いうことであ りますので、 それが幾らという ことは申せませんけれども 、 運用の方法は安定 ･ 確実な
方法ですので 、 例えば国債でありますと 、 利回 り は 1 0年物ですと年率0.7%という程度でございま
す 。 これらの運用益が発生するわけですけれども 、 剰余金の返還のと割こ運用益も同時に返還す
るという仕組みにはなってお りません 。
これにつきましては 、 同じ8ページの 中ほどに運用益についてというところ巳記させていただいて
おります 。 これは 、 もともと補償対象者数が予測を上回った場合は保険会社の損、 下回った場合は
保険会社が取るという保険の仕組みとして設計されましたが、 その後 ‘ 保険会社が過大な利益を得
てはどうか 、 問題ではないかという御意見がありましたので、 剰余金の返還の仕組みが導入されま
した 。 その ようなことがあ りますので、 保険会社としては 、 これからより正確な推計値で再設計され
ますけれども、 依然として補償対象が推計値を超えた場合の損という場合は、 その リスクが残った
王まで、 下回った場合は返還するという仕組みになってお ります 。
この返還の仕組みを導入した時も 、 そのような性質を厚生労働省とも御相談の上 、 最終的には運
用益は返還しないという仕組みとして作って 、 そして契約をしてお ります 。 この運用益の部分も一緒
に返還することができるかという点につきましては 、 これは保険会社という相手もあることですの
で、 その ような仕組みが本当に可能か 。 それから 、 民間の保険商品を活用して制度の補償の部分
を支える 、 この仕組みを保険会社が今後もこのような条件で支えてくださるかどうか 、 よくお話をし
て 、 運用益の部分の返還についても検討していきたいと考えてお ります 。
以上でございます 。

○遠藤部会長

あ りがとうございます 。

白 川委員 、 どうぞ 。

0 白 川委員
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お考えはわかりました 【テれども 、 私どもの意見を同点か述べさせていただきたいと思います。
以前にも申 し上げたとお り 、 この話は 、 剰余金が出過ぎるのではないか 、 あるいは掛金が高過ぎ
るのではないか 、 これをなるべく早く見直すべきだというのが私どもの主張でございまして 、 2年前
から申 し上げていて 、 はっきり言ってやっと推計値が出たかということで、 半分失望してお ります 。 9
月 にならないと 、 剰余金と掛金の見直uこついての楽が出されないということのようでございます
が 、 たしかこの制度が発足した21 年当時 、 5年後には見直そうということが厚労省の見解として出さ
れているということは 、 来年 1 月 にはこの制度の見直uま実行すべきだと念を押しておきたいと思い
ます 。

それは 、 1 つ は 、 剰余金の処理の問題でございまして 、 私どもは 、 剰余金は掛金を出産育児一時
金として支出しました保険者に帰属すると思っております 。 したがいまして 、 剰余金の処理について
は 、 基本的には保険者に返還すべきという意見でございます 。 ただ、 現実的には事務的な問題とか
法的な問題も若干あるかもしれませんので 、 気持ちとしては保険者に返還いただきたいのですけれ
ども、 場合によっては将来の保険料に充てるという考え方もあるのかなとは考えております 。
それから 、 保険料率、 掛金につきましては 、 これは政令で定めるということにたしかなっていると思
いますので、 これは厚生労働省のほうで 、 ぜひ来年 1 月 から切 り下 げをお願いしたい 。 単純に言い
ますと 、 単年度2万円でいいという話ですね。 48 1 人という数字が正しいとすれば、 大体2万円あれ
ばいいということなのでしょうけれども 、 当然剰余金が絡みますので 、 それも勘案して 、 ぜひ政令の
改正を来年 1 月 からお願いしたいというのが2つ 目 です 。
それから 、 保険会社との契約の関係でござし 、ますが、 何度も申 し上げているとお り 、 今いろいろな

リスクがあるのだとおっしゃいますけれども 、 私はそれはリスクかと言いたい 。 保険会社は、 掛金を
運用して利子利益を得る 、 運用利益を得るというのは 、 これは当然と言えば当然かもしれませんけ
れども 、 それ以外のリ スクを補てんする仕組みとして 、 余 り に手厚い 。 単純に言うと 、 保険会社をも
う けさせるためにこの制度を運用しているのかと 、 疑いたくなるぐらいでございます 。
先ほど申 し上げた制度の リスクの補てんの約 1 0億円の問題。 それから 、 補償対象者数が300人に
満たない場合は実数との差が保険会社の利益になるという最低保障の問題。 こういったことはなる
べく早く見直しをしていただかないと 、 言い方は大変失礼ですけれども 、 先ほど申 し上げとお り 、 保
険会社をもう けさせるためにこういう制度をつ くっているのかと言いたくなるぐらい 、 私どもとしては
ふんまんやる方ない形になってお ります 。 昨年 1 2月 の契約見直しの ときにも医療機能評価機構に
強く申 し上げましたけれども 、 まことにもって不満な契約内容 。 昨年 1 2 月 に保険会社と交わした契約
について 、 守秘義務があって 、 なかなか難しいかもしれませんが、 主な内容について資料をこの場
にぜひとも出していただきたい 。
特に 、 経費をどんどん削減してきたのだという御紹介がございましたけれども 、 どういう項 目 で経
費を割ってきたのかということを 、 ぜひともこの場でも御説明いただきたいとお願いいたします 。

0遠藤部会長

あり がとうございます 。
ただいまのお考えについて 、 機構あるいは医政局で何かコメン トがあればお願いしたいと思いま
すが 、 いかがでしょうか 。 はい 。
○上田参考人 -

これまでもお話してお りますが 、 当初 、 なかなかデータがない中で 、 この ような制度設計をしまし
た 。 ただ 、 その後、 三 、 四年たちまして 、 いろいろなことがわかってきましたし 、 今回 、 推計値を示し
ました。 したがいまして 、 こういった推計値をもとに 、 ただいま白川委員からの御指摘の点につきま
しては早急に検討して 、 そしてこの医療保険部会にも報告し、 また御審議していただくように我々取
り組んでいきたいと思ってお りますので、 よろしくお願いします 。
0遠藤部会長

それでは、 お待たせしました 。 小林委員 、 どうぞ。
○小林委員

この産科医療補償制度は 、 その元を辿れば社会保険料と税金によって成り立っている公約な制
度であ ります 。 剰余金の取り扱いは当然のこと 、 補償対象範囲や補償水準、 掛金の水準をどうする
かということについては 、 まさに公的な制度をどうするのかということであって 、 この 医療保険部会に
おいて議論して結論を得るべき問題であり 、 財団の一委員会で考え方をまとめるレベルの問題で
はあ り ません 。 これまでも申 し上げてまい りましたが 、 厚生労働省に対しては、 この認識で間違いが
ないが 、 まず改めて確認させていただきたいと思います 。
その上で 、 産科医療補償制度は公的な制度であ りますので、 制度の透明性の確保、 費用負担者
を含む関係者の納得を得ることが重要です 。 この観点か らすると 、 昨年来の医療保険部会におけ
る財団の説明は全く不十分であり 、 極めて不誠実な対応だと言わざるを得ません。 幾つか質問い
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たしますので、 ぜひ私たちが理解、 納得できるような御回答をお願いしたいと思います 。
白 川委員の御意見とほとんど重なりますが、 まず剰余金の取り扱いについてです。 剰余金の原資

と し ･うの は 、 繰り返し申 し上げますように 、 社会保険料と税金であり 、 一般論としては、 制度開始当
初にはいわば概算で掛金を設定することはやむを得ないと思いますが 、 その結果、 剰余が出ると
いうことであれば、 しっか り精算を行うのはしご〈当然であると考えます 。 本来であれば、 直ちに保険
者に返していただくことが筋ですが、 現実的に考えれば 、 今後の掛金の引き下げに充てる以外の
選択肢はあり得ません 。

1 年に百数十億円もの剰余金が積み上がるということであれば 、 27年度以降の制度の見直しと区
分して 、 一刻も早く掛金の引き下げを行うべきだと考えますが、 いかがですが 。
また、 財団では 、 剰余金の使途を含めて 、 27年度以降の制度の見直しを行う考えが示されており
ますが、 財団内で議論するとしても 、 その議論の幅はおのずと限られるはずではないかと考えま
す 。 本 日 の資料では 、 財団として補償水準等に関する見直しを検討するとありますが、 財団では補
償水準等といった制度の基本的な部分を改めようと考えているのか、 あるいはそうではないのか 、
具体的にお示しいただきたいと思います 。
次に、 運用益について 、 これも 白川委員から御意見があ りましたが、 資料には毎年 1 20億円から

1 40億円の剰余金が保険会社から運営組織に戻されることが見込まれるとあ ります 。 この剰余金に
かかる運用益は一体幾ら発生しているのか 。 あるいは 、 制度発足から現在までにどのぐらい運用
益が発生し、 運用益を現在 、 誰がどのように管理、 整理しているのか 、 これまでもお聞きしてまいり
ましたが、 先ほど御説明いただきましたが、 その内容については 、 私共はとても理解できません 。 ま
た、 本 日 、 突然こういった事実が明らかにされること 自体がおかしいことではないかと思ってお りま
す 。

最後に、 保険会社との契約内容の見直しについてです 。 今年 1 月 の契約更改に当たって約 1 0億
円の事務経費の見直しを囲ったとあ ります 。 先ほどの説明ですと保険会社だけでなくて 、 財団の事
務経費も含まれているということであ りますが 、 この医療保険部会で問題提起がなければ、 約 1 0億
円 というの は引き続き漫然と保険会社に支払いを続けていた不要な経費であったということです 。
繰り返しになりますが 、 本制度の原資は社会保険料と税金という公費であって 、 国民負担あるいは
保険者負担によって成り立つ制度であります 。
こうした公費が、 これまで保険会社の利益になっていたという事実について 、 財団だけではなく
て 、 制度設計した厚生労働省はどのように考えているのか 、 この点について所管部局としてどう考
えているのか確認したいと思います 。
以上です 。

0遠藤部会長

ありがとうございます 。

まずは、 当部会がこの制度に対しての決定権限がどこまであるのかということの確認が御質問と
してあ りましたので、 これは保険局にお聞きしたほうがよろしいかと思います 。 それでは 、 総務課
長、 お願いします 。

0大島課長

これは 、 昨年も二度 、 この場で確認させていただいたと思いますが、 当部会において最終的な決
定権がございます 。 -

0遠藤部会長

ありがとうございます 。

それでは 、 これは機構あるいは医政局に対する御質問 、 御意見があったわけですけれども 、 どち
らからでも結構でございます。 では 、 機構、 お願いいたします 。
0後参考人

まず、 1 つ 目 の御質問ですけれども 、 剰余金の取り扱いでございます 。 実質原資が保険料であ
る 、 出産育児一時金であるということは 、 もちろんそうでございますので、 この剰余金がいかに大事
かという ことは 、 私どももよく承知してお ります 。 この剰余金が発生しました場合の取り扱いにつきま
しては 、 制度発足当初から制度の充実に資するように適切な使途を公開の運営委員会で検討する
ということといたしてお りますと同時に 、 その議論は 、 こち らの医療保険部会でも御議論いただきま
して 、 関係の方の御納得がいただけないと新しい制度には移行できないと思っておりますので 、 十
分御理解いただけるように御議論をお願いしたいと考えてお ります 。
それから 、 掛金の引き下げにつきましては 、 剰余が発生した り いたしますと 、 今後議論の課題に
上がってくると思ってお ります 。 仮に掛金を引き下げるということでまとま りましたときには 、 その引き
下げを速やかにいたしたいと思ってお ります 。
ただ、 それを実行いたします前には 、 制度創設時に私どもが経験したことであ りますけれども 、 全
国の分娩1 00万のうちの半分を行っている診療所などは 、 組織も非常に小さいですので、 こういった
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事務変更に対して非常に脆弱だという面がございます 。 周知期間をよく設けて行っていきたい 、 速
やかに行っていきたいと考えてお ります 。 この点につきましては 、 日 本産婦人科医会から 、 くれぐれ
も混乱がないよ引こスムーズな制度移行をお願いすると言われております 。
それから 、 補償水準の見直しですけれども 、 この制度は 、 もともと平成1 8年の 自 民党の検討会で
示された枠組みにありますように 、 重度脳性麻痺に対する補償制度でありますので、 これを大きく
超えて何か変更するということでは毛頭ございません 。
あ とは 、 先ほどちょっ と申 しましたけれども 、 いろいろな点で不合理 ･ 不都合な点が医学的にも指
摘されているということであ りますとか 、 医療者や患者の立場の方々からも 、 補償水準について 、 も
う少し何とかできないものかという御意見もあるのも事実でございます 。 これらの議論はいたします
けれども、 またこれもこち らの医療保険部会に御報告あるいは御議論をお願いしたいと思ってお り
ます 。

それから 、 運用益ですけれども 、 先ほども少し触れましたけれども 、 この制度の保険のために 、 そ
れだけの区分会計を用いて行っているというものではない 、 そういう商品ではないと保険会社から
伺ってお ります 。 したがって 、 剰余金が幾らであるということは 、 保険会社に伺っても本当に示せな
いという ことでありますが、 運用の方法は安定的な確実な運用 ということですので 、 先ほど仮に1 0年
国債であれば年率o.7%と申 しましたが 、 そのぐらいの運用ということが一つのイメージとなろうかと
思います 。

ただ、 この運用益が幾らになるというイメージが全くつかめないままでは 、 不信感もなかなか払拭
できないと思いますので、 今後はそれがイメージできる方法はないものか 。 これは、 保険会社とも検
討させていただきたいと思ってお ります 。
それから 、 事務経費につきましては 、 縮減を図ってお りますが、 今後また 、 どの ような項 目 が減っ
ているかということをお示ししたいと思ってお ります 。
そのぐらいでしようか 。 失礼しました 。
0遠藤部会長

小林委員 、 大体よろしゅうございますか 。
0小林委員

結構です 。 あ りがとうございます 。
0遠藤部会長

ほかに何か御意見、 御質問ございますでしょうか 。 鈴木委員 、 どうぞ。
0鈴木委員

我々 としましては 、 掛金や剰余金の見直しに全面的に反対するものではあ りません 。 しかし 、 本制
度は産科医療の危機的状況を打開するべく 、 民間保険を立ち上げる仕組みでしか同制度は実現し
ないことが判明した中で 、 民間損保会社の協力を得るために対象を限定し、 補償金額を抑えて発
足した経緯があ りますので 、 今後 、 掛金 、 剰余金の見直しを行うという ことであれば 、 それにあわせ
て対象範囲や補償金額の見直しも行うべきと考えております。
以上です 。

0遠藤部会長

あ りがとうございます 。
では 、 白 川委員を先にゞその後、 菅家委員の順番で 。
0 白 川委員

ただいまの鈴木委員の御発言に対して 、 ち ょっと反論させていただきたいと思います 。 そもそも私
ども 、 加入者の方々からいただいた保険料は 、 疾病の治療に対して使うというのが原則でございま
して 、 こういった脳性麻痺で出産というのは大変お気の毒で、 大変だという ことは重々承知の上で
申 し上げるのですけれども 、 補償金に保険金を使うというの は 、 はっき り言うと本筋ではないと認識
してお ります 。

ただ、 この制度 、 皆さん方も御存じの とお り 、 発足した21 年あるいは検討された20年当時は 、 産科
の医師が訴訟等でかな り苦しめられていらっしゃる 。 したがって 、 産科を志望する若手の医師が減
ってきているという状況があったということを理解して 、 社会保険料の使い道としては若干邪道では
あ りますけれども 、 こういう補償制度をつ くる ことに賛成したわけでございまして 、 あ くまでこの産科
補償制度は特例なのだという前提で 、 これからは議論していくべきだということを申 し上げておきた
いと思います 。

○遠藤部会長

あ りがとうございます 。

お待たせしました。 菅家委員 、 お願いします 。
○菅家委員
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これまで小林委員からも言われたとお り 、 この制度は強制加入であるとか保険料が医療保険 ･社
会保険から出されているという ことを考えますと 、 公的な制度であることは間違いないわけでありま
す 。 そういう意味で、 制度発足のときの経緯の資料がきょう 、 保険局から出てお りますけれども 、 当
時 、 医政局が民間団体である評価機構に制度の検討を委託するというところから議論が出発して
いるわけです 。 私は 、 そこにまず大きな問題があると思ってお りまして 、 このような公的な制度を民
間機関に制度設計を委託するということ 自 身が、 そもそもの出発点としてはおかしかったのではな
いかと思います 。 そうは言っても 、 もう発足してしまったわけであり ますので 、 あれなのであ りますけ
れどもね。

今 、 白 川委員がおっしゃったとお り 、 当 時の産科医療をめぐる危機的な状況を緊急的に避難する
といった要請が、 多分あったと理解してお りますけれども 、 少なくとも今 、 制度が動いているわけで
あ りますので、 そういう意味では緊急避難的な状況からは脱しているわけであ りますから 、 制度を
所管する医政局として 、 この制度のあ り方について 、 もう一度 、 一から何らかの検討を加えて 、 ある
いは今 、 立ち上がっているこの制度について修正するなり ということについて 、 もう少しきちんとした
責任ある対応をすべきではないかなと思っております 。 それについて 、 小林委員からも意見があ り
ましたけれども 、 お答えになっていないので、 お答えいただければと思います 。
0遠藤部会長

あ りがとうございます 。

それでは、 医政局 、 御担当者 、 お願いします 。
0大坪室長

医政局総務課医療安全推進室の大坪と申 します 。 先ほどからいただいています制度の発足当時
の趣旨ですけれども 、 おっしゃっていただいたように、 分娩に係る医療事故の訴訟、 リ スクの緊急的
な回避ということで、 この制度は民間保険を活用 して迅速に立ち上げるということで行っているわけ
です 。 当時 、 全 く数字がわからない中で少し余裕を持たせたような形で 、 保険会社がなかなか引き
受けていただけないといった状況の中で受けていただくために 、 いろいろなところに 、 保険者の方か
ら見たらいろいろと益があるのではないかという御指摘もあろうかと思います 。
私ども医政局といたしましては 、 この制度の趣旨がたがうようなものの方向性での拡大とか見直
しということは考えてお りませんで 、 その制度の趣旨 、 本来あるべき分娩に係る医療事故、 脳性麻
痺に係る事故という中で、 例えば先ほど後理事がおっしゃったように 、 これまで4年間運営された中
で、 要件というものが医学的に合わないところがあるといった範騰の話だと理解してお りますので 、
そこは保険者の方が御心配されているような違う制度の趣旨を踏まえたような話になるものではな
いと理解してお ります 。

0遠藤部会長

菅家委員 、 よろしいですか 。

0菅家委員

つまり 、 制度について見直しをする考えはないということなのでしょうか 。
0大坪室長

見直しをする考えではなくて 、 実際これまで4年運用 してきた中で、 医学的な観点から不合理な部
分があれば、 しかるべきただすような方向になるもの はあるのだろう と思っています 。
まず、 この掛金に関しまして 申 し上げれば、 500か ら BOOでももつように、 この掛金が決まってお りま
すので、 そこに対して 、 今回 、 推計値を前倒しで機構のほうで見直しをされたと 。 そこを踏まえまし
て 、 まず掛金をどうするかという議論はなされるのだろうと思ってお ります 。
0遠藤部会長

それでは 、 岩本委員 、 お願いいたします 。
0岩本委員

制度の細かいところのしがらみは取り払って 、 基本的な考え方を考えていきますと 、 保険会社は
場合によっては損する可能性もあるという意味の保険には全然なっていなくて 、 非常に多くの支払
いが起こっても払えるという前提で掛金が払われているわけですから 、 保険会社に関しては損失が
発生する可能性はほぼないという意味で 、 保険にはなっていないと思います 。
それで、 よく考えてみると 、 支払っているの は医療保険という保険制度です 。 医療保険が民間保
険に保険をかけるということ 自 体が、 そもそも考え方としては変で 、 医療保険は 自分で保険ができ
るはずです 。 実際、 そうなっているわけなので 、 保険会社が損をしない形で掛金を払って 、 剰余が出
れば自分たちに戻ってくれば、 保険会社はノーリスク 、 全ての リ スクは医療保険が負う形になるとい
うことです 。

さまざまなしがらみで 、 医療保険が自分でリスクを背負えないので民間の保険会社を使っている
ということであれば、 多 目 に掛金を最初に払って 、 剰余は保険のほうに戻ってくるという ことで 、 も と
もと医療保険が自分で保険をかけることが実質的にできるという考え方になると思ってお りました。
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これは 、 最初に制度を創設したときに剰余金の扱し 、ほどうなるのだとし 、う議論があったのですけれ
ども 、 その ときに私は 、 保険会社から剰余金を戻したほうがいいと発言したと記億してお りますけれ
ども 、 そういう考え方に基づいて発言したつもりです 。
制度設計をする中で 、 その剰余金が簡単に保険者のほうに戻ってこないという事態が生じること
は全く想定外でありまして 、 そういうことは 、 私は全く筋が通らないと思ってお ります 。 剰余金の使途
については 、 これは保険者のほうに帰属して戻すというのが筋であって 、 それ以外の考え方はない
と思ってお ります 。 実際の制度設計ではどうするかという問題ですけれども 、 現実に則して可能な手
段としましては 、 先ほどから指摘ありましたけれども 、 掛金を【旦下げるということですね。
掛金を下げると保険会社にロスが出る可能性がありますので、 その場合は剰余金を上乗せして 、
掛金を少し多 目 にあげて 、 また剰余が発生すると思うのですけれども 、 戻って くると 。 そういう仕組
みで掛金を例えば2万円 にしておいて 、 剰余金を上積みして 、 一旦掛金を保険会社に渡して 、 剰余
金はまた戻ってくる 。 剰余金がぐるぐる回っている状態をと り あえずつ くればいいのではないかと思
っております 。

これは 、 意見でございます 。
0遠藤部会長

どうもあ りがとうございます 。
ほかにまだ御意見あるかと思いますけれども 、 少し課題が残ってお りますので 、 これにつきまして
は、 本 日 はこのぐらいにさせていただきたいと思います。
今後でございますけれども 、 まずは先ほど機構のほうから出 していただきました検討スケジュール
では 、 9 月 に剰余金及び掛金の取り扱いについての基本的な考え方がまとまるということであ りま
す 。 また 、 年末には補償水準等々についての方向性がまとまるということであ りますので、 先ほど、
最終決定権は当部会にあるということが確認されましたので、 まずは9 月 あるいは年末について 、
当部会でまた御議論いただくことは確実なわけであります 。
ただ、 その ときに 、 特に9 月 の段階で 、 今いろいろと御質問があった中で、 必ずしも十分に答えて
いないなと私も考えるところも多 々 ございますので、 仕組みあるいは実際のお金の流れといったこと
ができるだけわかるような資料を提出していただいて 、 丁寧な御説明をしていただきたいと思いま
すけれども 、 御質問いただいた方々 、 そういう段取りでよろしゅうございますか 。 したがって 、 次回は
9 月 ということで 、 基本的な考え方が出てきた中で 、 それをベースにしながら議論するという扱いに
しようかと思ってお りますけれども 、 特段の反対はございますか。 よろしゅうございますか 。
( ｢異議なし』 と声あ り )
0遠藤部会長

では、 そういうスケジュール感でやりたいと思いますので 、 資料の作成をひとつよろしくお願いした
いと思います 。 あ り がとうございました 。
それでは、 上田理事 、 後理事におかれましては 、 本 日 は本当 に長い間あ りがとうございました。
それでは 、 次の議題に移り ます 。 ｢次回の診療報酬改定に向 けた検討について ｣を議題といたしま
す 。

事務局より資料の説明をお願いしたいと思います 。 医療課長、 お願いいたします 。
0宇都宮課長

医療課長でございます づ それでは、 次回の診療報酬改定に向 けた検討について御説明させてい
ただきたいと思います 。

まず、 資料 1 、 平成26年度診療報酬改定のスケジュール (案 ) をごらんいただきたいと思います 。
診療報酬改定につきましては 、 社会保障審議会において 、 その改定の基本方針というものを議
論 。 策定していただき、 また年末の予算編成過程において 、 内閣で診療報酬の改定率を決定する 。
これを踏まえて 、 中医協 、 中央社会保険医療協議会で具体的な改定案というものをつくっていくとい
う段取りになってございます 。 昨年の平成24年度の診療報酬改定におきましても 、 7 月 から医療保
険部会で、 この改定に向 けた検討を行ったところでございまして 、 その意味では 、 今回の改定につ
いても同様に来年の改定に向 けた検討をお願いしたいという ことでございます 。
ただし 、 来年度の26年度改定におきましては、 消費税率8%への引き上げというものが9 月 か 1 0
月 ぐらいに判断されることが見込まれる中 、 この資料 1 にも書いてございますが、 社会保障制度改
革国民会議において御議論がされているところでございます 。 社会保障 ･ 税一体改革で示された
202 5年度の医療の姿というものを念頭に 、 急性期を初めとする医療機能の強化 、 あるいは病院 ･ 病
床機能の役割分担 、 これは後ほど御説明いたしますが 、 そういったもの 。 それから 、 地域包括ケア
システムの構築などについて議論が行われている 。 それを受けて 、 中央社会保険医療協議会のほ
うで既に議論を前倒しで開始しているところでございます 。
こういったことから 、 医療保険部会においては 、 まず社会保障 ･ 税一体改革関連の議論を先行し
てお願いしたいと思ってございます 。 もちろん 、 それ以外の 、 今 、 申 し上げた以外の通常の来年度
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補 ‐朧 対 象 - 雑 な り を 参 ･ 碁。 事 例 /
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補償対象外と思っていませんか? 迷っていませんか ?

ぜひご相談ください

産科医療補償制度の 申請期限は 、 満 5 歳の誕生 日 ま ･でです。 補償対象 と 考え られる 児が満 5 歳
の誕生 日 を過ぎた た め に 、 補償を受 け る こ と がで き な く な る事態が生 じ る こ と のな い よ う 、 運営
組織であ る 日 本医療機能評価機構では 、 現在･ 補償申請の促進に努めて い る と こ ろ です。
しか し なが ら 、 今般 と り ま と め ら れた医学的調査専門委員会報告書に よ る と 、 補償対象者数の -

推計値は年間 48 1 人 と さ れ、 本制度が創設さ れた平成 2 1 年に生まれた児に お け る現時点 (平成
2 5 年 7 月 末) の補償対象者数 20 8 人 を大き く 上回 っ てし、 ますo そ の こ と か ら 、 補償対象 と認定
される可能性があ る 児が、 いま だ多 く 申請されずに残っ て い る も の と 考え られます。
本制度の補償対象の範囲 と 考え方に ご理解いただ け る よ う 、 補償対象 と なっ た参考事例を ご紹

介 します。 これを ご参考に、 これま で補償対象外 と 思っ て お られた事例につ いて も 、 専用 コ ール
セ ン タ ー (TEL : 0 1 2 0 ‐ 3 3 0‐ 6 3 7 ) ま でお気軽にお問い合わせ く だ さ い。

このような事例も補償対象となっています

◇分娩中の異常や出生時の仮死がな し、場合で も ･ ･ ･ ･

在胎週数 3 3 週以上かつ 出生体重 2 , o o o g以上の場合は 、 分娩中 の異常や 出生時の仮死が認め
ら れな く て も 、 参考事例①、 参考事例②の よ う に補償対象 と なっ た事例があ り ます。

　

◇先天性の要因がある場合で も 州 1

児の先天性の要因が重度の運動障害の主な原因で あ る こ と が明 ら かな場合は補償対象 と な り
ま せん が、 先天性の要因 に該当す る 疾患等があ っ て も 、 それが重痔の運動障害の主な原因で
あ る こ と が明 ら かで な い場合は、 参考事例③か ら参考事例⑧の よ う に 、 補償対象 と な っ た事

･ 例があ り ます。

◇新生児期の要因がある場合で も 1m 1

分娩後に 、 新生児期の要因が重度の運動障害の主な原因で あ る こ と が明 ら かな場合は補償対
象 と な り ませんが、 分娩後に発症 し た感染症な どがあ っ て も 、 妊娠や分娩 と は無関係に発症
し た こ と が明 ら かで な い場合は、 参考事例⑨か ら参考事例⑪の よ う に補償対象 と な っ た事例
があ り ま す。

[ お 問 い合わせ先] 産科医療補償制度専用 コ ールセ ン タ ー

ミ フ リ ーダイ ヤル 0120-330‐637 く受付時間午前 9 時~午後 5 時 (土 日祝 日 除 く ) 〉

惨考資料到



章さぞ産, 科ご医 療 補 償 制 度 参 考 事な例なり
｢補償対象｣ の一例として 、 ご理解しやすいよ引こ参考事例を作成しました 。

実際の審査は審査委員会において個別に審査します 。

ザ囃河想きこ爾鑿鉈盡奪劣樫罐轤誠認迩頓挫窓彎曲副菜量静聴講談主発き参どでき 略せ“ドベ
　 　　　　 　 　 　　 　 　 　 　 　　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　　　　　 　　　　　 　 　 　　　　　 　 　 　 　 　　 　 　 　　　　　　 　　 　　　　　　　 　 　　 　　 　　　　　　　　　 　 　　　　 　　 　 　 　　　　　　　　　

ご留意いただきたい事項

h

参 考 事 例

分
仮
債
る

娩中の異常や出生時の
死がない場合でも 、 補
対象となる可能性があ

事例①

胎週数39週 、 出生体重3 , 3 00 g 、 仮死なく 出生。 分娩前後に特に異常は
かった。 入院時の小児科診察で異常なく退院。 1 ヶ月 健診時に頭囲の
r育不良を認めたため 、 頭部CTを施行したところ多嚢胞性脳軟化症を認
た。 明 らかな先天性の要因 、 新生児期の要因は認めず、 また頭部画像

r見からは分娩中の低酸素等の影響を否定できないことから 、 除外基準
&は該当しないと判断された。

事例②

胎週数38週 、 出生体重3 , 00 0g 、 仮死なく出生。 1 ヶ月 健診時に体重増
不良を認め 、 以後 、 発達遅滞も認めた。 また、 生後6ヶ月 頃に軽度のて
かんを発症した。 てんかんについては容易にコントロール可能であり 、
度の運動障害の主な原因 とは言えないと判断された。 また、 脳性麻痺
発症時期は特定できず、 明 らかな先天性の要因 、 新生児期の要因は認
ないことから 、 除外基準には該当 しないと判断された。

2

脳奇形等があっても 、 分娩
中 の要因による影響があ
ると考えられる場合は補
償対象となる可能性があ
る 。

事例③
脳奇形

在胎週数40週 、 出生体重3 , 1 0 0g 、 吸引分娩で出生。 重症新生児仮死を
認めたり分娩後の診断は常位胎盤早期剥離であった。 頭部に孔脳症は

霊配惑蟻蟹離間趣隊贋さ早熟覇;鰹纏画症像謝潴翳し巻呈さ熱
からず 、 またそれが重度の運動障害の主な原因であることが明 らかではな
いため 、 除外基準には該当 しないと判断された。

事例④
く染色体
異常)

在胎週数36週 、 出生体重2 , 3 00 g、 常位胎盤早期剥離疑いのため緊急帝
王切開で出生。 重症新生児仮死を認め 、 頭部画像検査では低酸素 ･虚血
を示す所見を認めた。 染色体検査において2 1 トリ ソミーを認めたが 、 分娩
中の状況や頭部画像所見等から判断すると 、 この染色体異常が重度の運
動障害の主な原因である とは言えず、 除外基準には該当 しないと判断さ
れた。

事例@
(先天異'

在胎週数37週 、 出生体重2 , 8 00 g 、 胎児機能不全のため緊急帝王切開で
出生。 重症新生児仮死を認めた。 先天性心疾患を認めるが 、 出生時の惨
死状態に先天性心疾患の影響が加わった状況であると考えられることか
ら 、 先天性心疾患が重度の運動障害の主な原因であることが明 らかでは
ないため 、 除外基準には該当しないと判断された。

3

脳奇形等があっても 、 そ“
程度や部位等によっては
除外基準に該当せず、 補
償対象となる可能性があ
る 。

事例⑥
(脳奇形

在胎週数40週 、 出生体重2 , 900 g 、 経腟分娩で出生。 新生児仮死を認め
た。 頭部画像検査では先天性下垂体低形成を認めたが 、 これが重度の
動障害の主な原因 とは言えず、 除外基準には該当しないと判断された。

は認

2



3

4

何らかの先天異常が疑わ
れる場合でも 、 明らかな疾
患等が特定できない場合
は、 補償対象となる可能
性がある 。

事例⑦

在胎週数38週 、 出生体重2 , 8 00g、 仮死なく出生。 外表奇形、 精神運動発
達遅滞、 難治性てんかんがあることから 、 先天性要因の可能性が考えられ
たが 、 確定診断には至らなかった。 運動障害の主な原因 として明 らかな先
天異常等は認めず、 除外基準には該当 しないと判断された。

事例⑧

在胎週数33週 、 出生体重2 , 600 g 、 仮死なく 出生。 分娩機関 においてTTT
S (双胎間輸血症候群) の疑いあり と診断された。 出生前の胎内での慢性
的な血流障害の影響も考えられるが 、 出生時の脳の形態異常は明 らかで
なく 、 出生前後の急性の循環障害による脳障害であると考えられることか
ら 、 除外基準には該当 しないと判断された。

5

分娩後の感染症等があっ
ても 、 それが妊娠 ･ 分娩と
無関係に生じたことが明ら
かでない場合は、 補償対
象となる可能性がある 。

事例⑨
(感染症)

在胎週数39週 、 出生体重3 , 3 00 g 、 仮死なく出生。 入院中は特に異常を認
めず退院したが 、 日 齢12に全身状態悪化を認めたため受診。 GBS感染に
よる髄膜炎、 敗血症と考えられた。 3 6週時の母体の自室分泌物培養検査で
はGBS陽性であった。 分娩後に発症した髄膜炎、 敗血症であるが 、 感染
経路は特定できず、 母体が妊娠後期にGBS陽性であったこと等から考え
ると 、 分娩と無関係に発症した髄膜炎、 敗血症であることが明 らかとは言え
ないため 、 除外基準には該当しないと判断された。

事例⑲
(呼吸停止

在胎週数39週 、 出生体重3 , 200g 、 仮死なく 出生。 早期新生児期 (※) に起
こった呼吸停止による脳障害から 、 重度の運動障害が生じた。 重度の運
動障害の主な原因は出生後に生じた呼吸停止と考えられが 、 総合的に審
議した結果、 この呼吸停止が分娩とは無関係に起こったことが明 らかであ
るとは言えず、 除外基準には該当 しないと判断された。
(※ ) これまでに、 生後4 日 割こ呼吸停止が発生して補償対象となった事
例がある。

事例⑪
(てんかん

在胎週数38週 、 出生体重2, 8 0 0g 、 仮死なく 出生。 日 齢7~ 日 齢10頃より顔
面けいれん様のエピソードを認め 、 生後 1ヶ月 に大田原症候群と診断され
た。 大 田原症候群に関する遺伝子検査は陰性であった。 分娩後に発症し
た大田原症候群であるがき 先天性の要因 となり得る脳の形態異常や遺伝
子異常は認められずv 分娩と無関係に発症したことが明 らかとは言えない
ため 、 除外基準には該当 しないと判断された。

6

重症度に関して 、 動作 り舌
動の状況や所見を総合的
に判断し 、 将来の実用的
歩行獲得の可能性が低い
と考えられる場合は、 補償
対象となる可能性がある 。

事例⑫

在胎週数39週 、 出生体重3 , 400 g、 仮死なく 出生。 3歳時の診断において、
つかまり立ちが可能とされていたが 、 これは上肢の力で代償していると考
えられること 、 また交互運動を伴う 四つ這いが不可能であることから 、 将来
の実用的な歩行獲得の可能性は低いと判断された。



　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　. - - ご “ 個別審査(在胎週数省銭週以上で所定の低酸素遮況蟇基茎いて … 彌錨

ふ “ “ 当 “ ‘ “ なぎさ 鱗幽逡鰊3罐機頭強奪解離褒賞鱗蜜月繊麗豪語

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性がある 。

在胎週数3 1週 、 出生体重1 , 7 00 g。 自 宅にて分娩が急速に進行し、 救急車
を要請した。 救急隊が医師の電話による指示のも と介助を行い (分娩機関
管理下) 、 児を娩出した。 胎児心拍数モニタは施行できず、 臍帯動脈血採
取もできなかった。 分娩機関に提出された消防署長名の文書によると 、 現
場での活動として 、 ｢ 口 腔および鼻腔の吸引 、 臍帯結紮、 臍帯切断等を電

車例⑭ 話による医師の指示の基に実施する ｣ との記載があり 、 また新生児の観察
として 、 ｢ 心拍触知不能、 自 発呼吸なし、 筋緊張なし (全身) 、 刺激 (吸引
時) に対する反射興奮性なし、 顔色チアノーゼ 、 アプガースコア0点を確認
する｣ との記載があった。 この文書等をもとに審査したところ 、 分娩中に所
定の低酸素状況が生じていたことは明 らかであり 、 基準に該当すると判断
された。

袋聽黙認蓼鰻轢き翼々きき讓凝議嚢嚢蓬凝議認養護鱸凝議養
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 る可能性がある 。

と 、 デー コ

ことにやむを得ない合理 在胎週数3 3週 、 出生体重1 , 800g 、 母体の脳出血による心肺停止後約2時的な理由 がある。 間 に緊急帝王切開で出生。 新生児仮死を認めた。 心肺停止時にドップラ
②診療録等から 、 低酸素 にて確認した胎児心拍数は6obpm程度であった。 臍帯動脈血pH値は7 . 1

. 明 らかである と考えられ 数基線細変動の消失は認めるものの 、 補償対象基準二一 (二沸こ該当す
る。 る胎児心拍数パターンは認められなかったが 、 母体入院時の血液ガス分
⑧もしデータがあれば、 明 ら 事例⑩ 析値では強いアシドーシスを認めたことから 、 胎児への影響も考えられると
かに基準を満たしていたと して補償 申請された。
考えられる。 分娩前の胎児心拍数モニタの所見は基準をジ満たしていないが 、 母体の心肺停止により胎児は低酸素血症、 酸血症に陥っていたと考えられ、 母体

心肺停止時にドップラで確認された徐脈を胎児心拍数モニタにて記録で
きていたら、 心拍数基線細変動の消失を伴う持続する徐脈であった可能
性が極めて高いと考えられることから 、 基準に該当すると判断された。

------難ぜンきき養護"議礬熟議臟繊離嚢鶏嚢囃さラ-
讓嚢寵愛凝議灘廳讓賤議囃駿繊麗凝議難讓灘きく
賄讃縦蝋療きくなど そこ解離霧嚢讓轉灘讓讓讓鬘競艇疑て
可能心生協。 なぜなご ん‐礬怨鷲囃さ食藝蝉隻そ こ こベミズ
pvLがあっても 、 臍帯動脈 在胎週数3o週 、 出生体重1 , 2o o g 、 常位胎盤早期剥離の診断にて緊急帝
血pH値または胎児心拍数

･ モニタの所見が基準“該 事例⑱ 秀搾圀開講出動生罐靴鬮雑章認めを総護礒是鑓霊桜当て舞薄さ
当すれば 、 補填対 象とな 断された。
る可能性がある 。

前置胎盤、 常位胎盤早期 も
剥離、 子宮破裂、 子癇 、 臍 製さ

4



惨考資料訓-

平成 25 年 8 月 12 日

産科医療補償制度加入分娩機関

事務担当者 様

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

理事 ･ 産科医療補償制度事業管理者

上田 茂

産科医療補償制度 補償申請に係る ご対応の留意点について ( お願い)

拝啓 平素 よ り 産科医療補償制度の運営につき ま して 、 多大な る ご協力 を賜 り 厚 く 御
礼申 し上げます。

本制度の周知にあた り ま して は 、 貴院をは じめ 、 各関係団体や医療機関等の ご協力
をいただき 、 周知に関する ポス タ ー 、 医療 ネ冨祉関係者向 け リ ーフ レ ッ ト 、 保護者向
け リ ーフ レ ッ ト を配布する な ど 、 補償申請漏れの防止に努めてい る と こ ろです。 お蔭
様を持ち ま して 、 3 月 以降、 問い合わせや補償申請書類の請求等が大幅に増加 してお
り ます。

制度発足の年に生まれた児は今年 4 歳 と な り 補償申請期限 (満 5 歳の誕生 日 ) が近
づいてお り ますため 、 当機構 と いた しま して も 、 現在、 厚生労働省や各関係団体 ･ 学
会等の ご協力 を得なが ら 、 補償申請の促進について働き かけを行っ てい る と こ ろで ご
ざいます。

つ き ま しては、 補償請求者 (保護者) か ら 貴院に対 して補償申請の 申 し出が あっ た

場合は、 ご対応を よ ろ し く お願い 申 し上げます。 その際に留意いただき たい点を裏面
の と お り ま と めま したので 、 改めて ご案内いた します。 ご多忙の 中誠に恐れ入 り ます

が 、 ご確認 く だ さ いますよ う よ ろ し く お願い 申 し上げます。
な お本状は、 本制度の分娩機関情報に お いて ご登録 さ れて い る事務担当者様宛に お

届 け し て お り ますが、 事務担当者様の交代があ っ た場合や 、 補償申請の窓 口 と な る 方
が事務担当者様 と 異な る場合等は、 お手数を おか げ いた し ますが、 本状を お渡 し く だ
さ います よ う お願い 申 し上 げます。

敬具

｢留意いただきたい点｣ につきま しては、 裏面をご覧く ださい。

5



産科医療補償制度

補償申請の申 し 出があ っ た場合に ご留意いただきたい点

e 本制度の専用 Web システムまたは登録証の控え等を用いて、 補償申請の申 し出を
された方が、 貴院の管理下で分娩 した妊産婦であるこ とをご確認く ださいますよ
うお願い申 し上げます。

● 当該妊産婦の分娩を担当 した産科医師等 〔助産院の場合は助産師) に、 補償申請
の申 し出があった旨をお伝えく ださい。 その際、 判断の基準となる 藤副賞対象基
準｣ (在胎週数と出生体重等) を満たすかの確認をご依頼く ださい。
なお、 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,ooo g 以上 (一般審査) の場合は、 分
娩中の異常や出生時の仮死がない場合でも補償対象となる可能性がありますので、
ご留意く ださいますようお願い申 し上げます。

※ 『補償対象基準｣ を含む補償対象の範囲 と考え方については ･ 産科医療
補償制度ホームページで も詳 し く ご説明 して お り ます 。

ア ド レスバニに httP“WWw. sa灘崎hp .j cqhc . or瀞/ を入力する か、

検索サイ ト にて ｢産科医療補償制度｣ で検索 して く ださ い。

ご ｢補償申請について ｣ 〆 ニ ュ-を ご覧 く だ さ い 。

● 補償申請手続きの流れや必要書類については ｢産科医療補償制度ハン ドブ ッ ク
補償申請手続き編｣ に詳 しく記載があり ますので、 ご参照く ださい (お手もとに
ない場合はお送り いた しますので、 産科医療補償制度専用コールセンターまでご
連絡く ださい〕 。

● 補償申請の手続きを行う ことにな り ま したら、 ま彎産科医療補償制度専用コール
センターに補償申請書類一式をご請求く ださい。 その際、 妊産婦の氏名、 妊産婦
管理番号、 分娩曰 く児の出生日) 、 分娩機関管理番号をお伝えく ださいますようお
願い申 し上げます。

● 補償申請の手続きについて、 また補償対象の範囲と考え方等についてご不明な点
がございま したら 、 産科医療補償制度専用コールセンター宛にご遠慮なく ご相談
く ださい 。

[お問 い合わせ先]

産科医療補償制度専用 コ ールセ ン タ ー

フ リ ー ダイ ヤル 0120‐330‐637 く受付時間午前 9 時~午後 5 時 (土 日 祝 日 除 く )

R
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惨考資料6 l
く産科医療補償制度)
補償対象の範囲と考え方

産科医療補償制度では、 分娩機関の医学的管理下 (注) において出生したお子さまが、 以下の
3つの基準をすべて満たし 、 運営組織が ｢補償対象｣ として認定した場合に、 補償金を支払います 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　… 回 闇

※ 在胎週数の週数は、 妊娠週数の週数と同じです。

鷆褻誰覊讓新熊準則刷期の“ 国瞳覊 ‐ s 鬘 .脳“彪 沸 癰翻 ト “ 隠遷 , 田 獲蘂 ｣ 顔躯, ツ 箆
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　　 　 　　　　 　

※ この他、 お子さまが生後6ヵ月 未満で死亡した場合は、 補償対象としていません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　
※ 補償 申請の時点での手帳の取得の有無は、 審査の結果には影響しません。

3つの基準について 、 それぞれ詳しくご説明します 。

0 ｢補償対象基準｣ は 、 お子さまが生まれたときの在胎週数や出生体重などに関する基準のことです 。

0 本制度では 、 ｢分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族の経済的負担を速やかに
補償する｣ ことを制度の 目 的の一つとしていますが、

盤 - ｢補償対象基準｣ を満たすことに
なります 。

また 、 これに加え て、 ｢先玉性や新生 児期

の要因によらない脳性まひであること｣に

該当する蟻場合に』分娩に踞盟溥したJしと

判断する - ととしていま女 。

在胎週数3 3週以上かつ出生体重2 , 000g以上の場合は、
分娩車の異常※や出生時の仮死※が認められなくても~ ｢補償対象基準｣を満たすことになります。

※ ｢分娩中の異常芝は 、 常位胎盤早期剥離、 臍帯脱出 、 子宮破裂なども含め 、 胎児の心音 、 胎位、 陣痛等に
おいて正常の経過ではみられない状況が生じることなどを言います。

※ ｢ 出生時の仮死｣ の程度は 、 一般にアプガースコア等を用いて評価が行われます。
アプガースコアは、 心拍数、 呼吸数、 筋緊張、 刺激に対する反射、 皮膚の色をそれぞれ0~れ点で採点し、

合計点数 ( 10点滴点) が低いほど重症の仮死とされます。

基準｣を満たします 。
･ アプガースコアが9点や10点だった場合

0 一方、 在胎週数28週以上の場合は、

家ぢ田窪体重郡髓営苡王あ甥答ばできあま写奪章檄で害r補償対象… ･ " … 1 l

点だった場合

.窓毒さ驫.特延異漱が姦ぬ滋なゑ絵.友場食… 。…. …一…画一。 … .--, ,--……

｢補償対象基準｣ を満たすことに
--. なります 。 ,

また 、 これに加えて, ｢先天性や新生 児題

の要閃によらなし鰤閏性まひ至ある - と山【

該当する場合に、 ｢分娩に関連した ｣ と

と判断する ‐ ととしています。

圓 - 1 -中
7

臍帯動脈血ガス分析の
pH傾が7 . 1 未満

胎児心拍数モニターにて
低酸素状況にあったこと
を示す所定の波形



膠 これらのデタがどち らも取得できあった場合
原則として、 データがない場合は補償の対象と認め られませんが 、
① 緊急性に照らして考えると 、 データが取れなかったことにやむを得ない合理的な事情がある
② 診療録等から 、 低酸素状態が生じていたことが明 らかであると考えられる
③ もしデータがあれば、 明 らかに基準を満たしていたと考えられる

運営組織の審査委員会において審査する際に、 ①~③をすべて満たしていると判断できる場合
は、 データがなくても ｢補償対象基準｣ を満たすことになります。

0 補償申請を行う場合には 、 以上の ｢補償対象基準｣を満たすが否かを分娩機関にて証明してもらう
必要があります (分娩機関に、 所定の ｢補償対象基準に関する証明書｣を作成していただきます) 。

【参考】 産科医療補償制度補償約款 (抜粋)

別表第一 補償対象基準
出生した児が次の-又は二に掲げるいずれかの状態であること
- 出生体重が2 , 000グラム以上であり 、 かつ 、 在胎週数が33週以上であること
二 在胎週数が28週以上であり 、 次の(-)又は(二) に該当すること

(一) 低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス (酸性血症) の所見が認められる
場合 (PH値が7 ‐ 1未満)

(二) 胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかった症例で、 通常 、 前兆となるような低酸素状況
が前置胎盤、 常位胎盤早期剥離、 子宮破裂、 子癇 、 臍帯脱出等によって起こり 、 引 き続き 、
次のイからハまでのいずれかの胎児心拍数パターンが認められ、 かつ 、 心拍数基線細変動の
瀘塞※が認められる場合
イ 突発性で持続する徐脈
ロ 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈
ノ ･ 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈

※ 胎児心拍数モニターにお ‘ナる ｢心拍数基線細変動の消失｣ とは 、 基線細変動が完全に平坦、
または減少し平坦に近い状態となった場合としています 。 この基準に該当するか否かに
ついては、 最終的には運営組織の審査委員会において個別に判断します。

　　　　　　　　　　　　　
o ｢対象とならない基準｣ は 、 主に脳性まひの原因がお子さまの先天性の要因に基づく場合や新生児期
の要因に基づく場合などは 、 補償の対象とならないことについて定めた基準のことです。

0 お子さまの先天性の要因 (両側性の広範な脳奇形、 染色体異常 、 遺伝子異常 、 先天性代謝異常、
先天異常) が重度の運動障害の主な原因であることが明らかである場合は、 補償の対象としません。

0 しかし 、 ｢対象とならない基準｣ に示される疾患などがある場合でも 、 それだけをもって一律に補償
〆、 象外とするのではありません。 ｢ ･ 、 、い ノ こ ′ ･ ね 、 たの輝 圭の な で こ が日 、 がでない △ ! ｢ 、
た~いこ にねL その疾患などが重度の運動障害の主な原因であること
ついては 、 運営組織の審査委員会において個別に判断します 。

らか否かなどに

- ● ■ ● 1 1 ■ ■ ■ ‐ ‐ - ‐ ● ● ‐ ■ 1 . ･ ■ ■ ‐ ■ - ‐ . ■ ■ ･ ･ ■ ‐ ■ ● . ■ ‐ ■ ‐ ‐ ' ‐ ' ■ ‐ ‐ ‐ ■ ‐ ■ ‐ ■ ■ ･ ･ ･ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ‐ ･ ● ‐ ■ ‐ ･ ･ 1 , ‐ ‐ ‐ ■ ■ ■ ■ 1 1 一 ■ 鼈 ■ ‐ ‐ ■ ■ ‐ ■ ' ■ ‐ ■ ‐ ･ ･ ･ 1 - ■ ● - ● ‐ ‐ ■ ■ ‐ . ■ ● ･ ･ ･ ‐ ■ ･ ■ ‐ ･ , ● ● ‐ ‐ ■ ■ ･ ･ ● ‐ . ■ ‐ ･ ･ ･ 1 ･ ■ ● ● ■ ･ ･ ● ‐ ‐ ■ ･ 1 1 ■ ‐ ･ ･ ･ ■ ■ ● ■ ■ ● ‐ ● ‐ ■ ■ ■ ● ‐ ‐ ■ ‐ ■ ● ･ ･ ･ ■ ■ . ■ ‐ ■ ■ ･ ･ ■ ‐ ● ‐ ■ ‐ ■ ■ . ■ ■ ･ ･ ‐ - , ･ ■

★例えば、
. 広範な脳奇形があり 、 かつ重度の運動障害の主な原因であることが明 らかである場合は、
補償の対象としません。 しかし、 脳奇形があっても 、 それが重度の運動障害の主な原因で
あることが明 らかとは言えない場合は、 ｢対象とならない基準｣ に該当 しないこと しこなります。
また、 脳奇形がお子さまの先天性の要因であることが明 らかとは言えない場合も 、 ｢対象

しないこと をこなります。

0 分娩後に 、 新生児期の要因 (妊娠や分娩とは無関係に発症した髄膜炎、 脳炎 、 その他の神経疾患 、
虐待、 その他の外傷など) が重度の運動障害の主な原因であることが明らかである場合は 、 補償の
対象としません。

0 しかし、 分娩後 l 発症した感染症などであっても 、 妊娠や分娩と毬無関係に発症した もので
あることが明らかでない場合は、 ｢国象とならない基準｣ fこ該当 しないことになります。
その疾患などが分娩後に 、 妊娠や分娩とは無関係に発症したものであることが明らかか否かなどに
ついては 、 運営組織の審査委員会において個別に判断します 。

- 2 ‐
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えば、
･ 分娩と関連があると考えられる新生児感染症は 、 生後7 日 以内 に発症する早発性が多い .
こ とから 、 原則として7 日 以内に発症した感染症は分娩と関連があると考えます。 !
なお、 遅発性のものについては、 何らかの兆候がある場合や産道感染など分娩時の感染 :
と えられる場合は、 運営組織の審査委貝舎をこね鞘王.側別紙判擬し藷立食“……… .… .……….………

薹★例えば、
: ･ 分娩後に呼吸停止が起こったが、 呼吸停止が起こるまでの時間や新生児期の経過などから、

分娩の影響が否定できない場合は、 ｢対象とならない基準｣ に該当 しません。
&……"…無後生乳目. . "玉野吸僚塞が颯滿2羞事例で補償の対象となった場合もあります。

○ なお 、 お子さまが生後6カ 月 未満で死亡した場合は、 補償対象としていません。

【参考】 産科医療補償制度補償約款 (抜粋)

第四条 (補償対象としない場合)
1 運営組織は、 次に掲げるいずれかの事由 によって発生した脳性麻痺については、 この制度の補償対象と
して認定しません。
一 児の先天性要因 (両側性の広範な脳奇形、 染色体異常、 遺伝子異常、 先天性代謝異常又は先天異常)
二 児の新生児期の要因 (分娩後の感染症等) ′
三 妊娠若しくは分娩中 における妊婦の故意又は重大な過失
四 地震、 噴火 、 津波等の天災又は戦争、 暴動等の非常事態

2 運営組織は、 児が生後6月 未満で死亡した場合は、 この制度の補償対象として認定しません。

　　　　　　　　　
○ ｢重症度の基準｣ は、 脳性まひの程度が身体障害者手帳の 1 級または2級に相当するかどうかを 、 運動
機能の障害の程度 (重症度) によって判断する基準のことです 。

0 本制度では早期に正確な診断を行うため 、 独自こ専用診断書および判断基準を定めています 。
そのため 、 身儘障害者手帳の障害程度等級そのもの幅よる判定はしていません (玉幅の等級や取得
の有無罐、 審査の結果には影響しません) 。

0 重度の運動障害については 、 ｢下肢 ･ 体幹｣ と ｢上肢｣ に分けて 、 それぞれの障害の程度によって基準を
満たすか杏かの判定を行し 、ます 。
｢下肢 .体幹｣ に関 しては 、 将来実用的な歩行※が不可能と考えられる状態を ｢重度の運動障害をきた
すと推定される状態｣ としています 。
｢上肢｣ に関 しては 、 両上肢 (両腕) では握る程度の簡単な動き以外ができない状態 、 また一上肢 (片腕)
では機能が全盛※した状態を｢重度の運動障害をきたすと推定される状態｣ としています。
これらの状態に該当するか否かを診断医 (診断書を作成する医師) にて診断していただき 、 最終的には
運営組織の審査委員会において個別に判断します 。

※ ｢実用的な歩行比は 、 袋具や歩行補助具 (杖、 歩行器) を使用 しない状況で、 立ち上がって 、 立位保持が
でき、 1 0メ-トル以上つかまらずに歩行し、 さ らに静止することをすべてひと りでできる状態のことをいいます。

※ ｢全廃｣ とは 、 すべての機能が使えない状態のことをいいます。

0 診断医に専用診断書を作成してもらうにあたっては 、 お子さまの状態によって 、 重度脳性まひであると
診断が可能となる時期を待っていただく必要があ ります 。

<下肢 ･ 体幹に関する判断 目 安>
将来実用的な歩行が可能か否かについては 、 それぞれの診断時期ごとに判断の 目 安を設けて
います 。 以下の状態に該当する場合は、 補償の対象とならない可能性が高くなります 。

ロー レ

1 歳から 1 歳6ヶ月 ) の
1 歳6ヶ月 から3歳未満の

3歳から4歳未満のとき
いて
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I ★例えば、 このような事例では｢重症度の基準｣を満たす可能性が高いことになります 。 ■
l ･ 1歳から 1歳6ヶ月 未満の間に診断してもらったとき 、 寝返りができない場合
き ･ 1歳 6ヶ月 から3歳未満の間に診断してもらったとき 、 支えても らわないと一人でお坐りの状態を 8
し. . .き幇.露浦添済.燻さ篤壽紐.場.食｣, .….…--… .----…･ … ‘ … … ‘ ……………………■ …… . ‐ … … ■ ……………

<上肢に関する判断 目 安>
ある程度の歩行が可能であっても 、 上肢 (腕) の著しい障害があるお子さまについては 、 ｢重症
度の基準｣を満たすことになります 。 ただし、 上肢の障害のみで補償申請を行う場合は 、 早い年齢
では診断や障害程度の判定が難しいため 、 3歳以降に診断を行っていただくことにしています。
障害のある上肢ごとに判断の 目 安を設けてお り 、 以下の状態に該当する場合は、 補償の対象と
ならなし 、可能性が高くなります 。

誠寮群癬障害のある篁睫藝雰轢き 寮蟻補償の対象差な轍な匡≦圓能性総べ高撓お護さまの状態勢鱗

一上肢 (片腕)
陣青側で、 本制度の専用診断書 で示している動作 ･ 活動に
関する項 目 が1 つでも可能である

両 用支 (両腕) 原則的に、 自 分の意思で物をつかみ、 動かすことが できる

★例えば、 このような事例では ｢重症度の基準｣を満たす可能性が高いことになります 。
･ 一上肢 (片腕) の障害のみで診断してもらったとき 、 すべての機能が使えない場合
･ 両上肢 (両腕) の障害で診断してもらったとき 、 ｢握る ｣程度の簡単な動き以外ができない場合

【参考】 産科医療補償制度補償約款 (抜粋)

第二条 (用語の定義) 《一部抜粋》
三 ｢重度脳性麻痺｣ とは 、 身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級一級又は

二級に相当する脳性麻痺をいいます。

(注 ) 『 管理下 ｣ とは 、 分娩機関が自 らの医学的管理の下に分娩を取り扱った場合を指し、 複数の分娩機関が管理する場合は 、
基本的に分娩取扱いの対価である分娩料を徴収する分娩機関の管理下にあるものとして補償されるものと考えられます 。
自 宅や緊急搬送中の分娩等については 、 関与する分娩機関 、 娩出時の状況等に従い 、 児の不利益とならないよう 、 個別
に検討を行って決定する必要があ ります 。
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産科医療補償制度の申請期輻 参考資料7

5濶 5歳の誕生園までで膏

産科医療補償制度は
重度脳性まひのお子様とご家族を支援する制度です
補償対象
●平成21 年1 月 鵞 日以降に出生 したお子様で、 次の基準をすべて満たす場合、 補償の対象とな り ます 。

淵 間 は、 渇 選= " “ - ･ 脂 賛 みT & こ尋 鱸 罷 ぎ を･　　　 　 　 　 　 　 　

　 　 　　 　　　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

※生後6 ヶ月未満で亡くな られた場合は 、 補償の対象とな り ません。

●補償の対象と認定される と 、 補償金が支払われる と とも に 、 脳性まひ発症の原因分析が行われます 。
e詳細については 、 出産 した分娩機関または下記お問い合わせ先までご相談ください 。

　　 　 　 　 　 　 　 　
産科医療補償制度専用 コールセンター 産科医療補償制度ホ-ムペ-ジ 　

このマークは

httP ://WvvW5ank袂hPJcqhco r . i P/一面 。 生 20330637 受付時間 : 午前9時~午後5蒔 く土日祝除Q

※なお、 03‐5800‐223 1 でもおかげいただくことができます。

試 公益財団法人 日本医療機能評価機構 蜘轢#
1 1



産科医療補償制度とは

ふ娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに 、
汽因分析を行い 、 同 じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより 、 紛争の防止 ･ 早期
星決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています 。

置 補償

◎ 補償金は、 一時金と分割金をあわせ総額3 ,000万円が枝払われます。

匿 原因分析 ･再発防止

◎ 医学的観点から原因分析を行い 、 報告書を保護者と分娩機関へ送付します。

簿 原因分析された複数の事例をも とに再発防止に関する報告書を作成し、 分娩機関や関係学
会、 行政機関等に提供します。

麒請期間 lこっぃて

申請できる期間は 、 お子様の満 1 歳の誕生日から満5歳の誕生日までです 。
※例として 、平成2 1 年 t 月 舎 日生まれのお子様は、 平成26年 1 月 1 日が申請期限となります。

醒 補償対象について

◎ 補償対象の認定は 、 本制度専用の診断書および診断基準によって行います 。
‐ 身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。

簿 先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかで
ない場合は 、 補償の対象となります。

補償対象の基準の詳細や、 申請にかかる具体的な手続きなど【こっいては 、 出産した分娩機関または下記お問い合わせ先までご連絡ください 。

　 　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　亞副講圓問,匝酵1理 産科医療補償制度専用コールセンター

-▼b 11 20330637 受付時間:午前辯~午後5時 (±日祝除く)
※なお、 03 ‐5 8 00‐223 1 でもおかげいただくことができます。

産科医療補償制度ホームページ このマークは産科医療補償制度の

http ://VVVVW. 5an ka-h p .kqhc .o r . j p/ シンボルマークです
1 2 A402 (2) 1 3 . 07 (斡 6000
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申請期限は児の満5歳の誕生日であり 、 補償の対象と考えられる脳性麻痺児が、 満5歳の
誕生日を過ぎたために補償が受けられないことを防ぐ必要があります。 産科医療補償制度
が開始した年である平成2 1 年生まれの児は、 平成26年に満5歳の誕生日を迎えることに
なります。

補償の対象と考えられる児がおられましたら、 出産した分娩機関または裏面記載の産科
医療補償制度専用コールセンターへ相談されるよう、保護者へおすすめください。

醒産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やか に補償する ととも
に 、 原因分析を行い、 同 じよう な事例の再発防止に資する情報を提供する こ となどによ り 、 紛争
の防止 . 早期解決および産科医療の質の向上を図る こ とを 目 的と しています。

　 　　
･ 補償金は、 一時金と分割金をあわせ総額3000万円が支払われます。

嚢 原因分析 事 再発防止
繁 医学的観点から原因分析を行い、報告書を分娩機関と保護者へ送付します。

事 原因分析された複数の事例をも とに再発防止に関する報告書を作成し、 分娩機関や関係学会、 行政機関
等に提供します。

艶藝橇期間 {こういて
申請できる期間は、児の満 1 歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
※例として、 平成2 1 年 1 月 1 日 生まれの児は、 平成2 6年 1 月 1 日 が申請期限となり ます。

試 公益財団去人 日本医療機能評価機構
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鬘補償対象について

蚤 平成2 1 年 1 月 叢 日以降に出生した児で、
次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

･ 生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、 補償の対象となりません。

補償対象に関しての注意点

ご不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

産科医療権砿讓慶事用コ…鼻センタ…

独 0 3 酬 5 800. 2 2 3 1
受付時間 : 午前9時~午後5時 (土日祝除く )

このマークは

産科医療補償制度の
シンボルマークです

A40縦 1 M 3 .0 1 300000

産科医療構償翻度水-ムベ…が

http 盡 /ハハ翻翻岱anka.hpJ℃q hに . Q r .j p/

① 在胎週数3 3週以上で出生体重2 , ooo g以上、
または在胎週数28週以上で所定の要件(※ )

② 身体障害者手帳1 ･ 2級相当の脳性麻痺

③ 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺

(※) 所定の要件とは、 臍帯動脈血中の代謝性アシ ドーシス (酸性血症) 、 または胎児心拍数基線細変動の消失等
の低酸素状況を示す所見があるこ とです。

簿 補償の対象は上記の基準を満たす場合であ り 、 したがって①の｢在胎週数3 3週
以上で出生体重2Po o g以上｣ に該当 し、 ② 、 ③を満たす場合は、 分娩中の異常
や仮死等の有無を問いません。

鬱 補償対象の認定は、 本制度専用の診断書および診断基準によって行います。
身体障害者手帳の認定基準で認定するものではあ り ません。

簿 先天性や新生児期の要因 に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因で
ある ことが明らかでない場合は、 補償の対象となります。
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平成 25 年 8 月

保護者 様

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営部

産科医療補償制度につ いて (補償申請期限のお知 らせ )

産科医療補償制度は 、 重度脳性まひのお子様 と ご家族を支援する制度です。

本制度の補償申請期限は満 5 歳の誕生 日 ま で と な っ ています。 現在、 制度運

営組織であ る 当機構では、 補償対象 と 考え られる お子様が満 5 歳の誕生 日 を過
ぎたため に補償を受け る こ と がで き な く な る 事態が生 じ る こ と の ない よ う 、 補

償申請の促進に努めてい る と こ ろです。

しか しなが ら 、 ま だ本制度への理解が十分でない こ と が考え られ、 さ ら な る

補償申請促進のた め 、 肢体不 自 由児施設の ご協力 をいただき 、 入所または通所
さ れてい る平成 2 1 年 (20 09 年) 生まれのお子様の保護者の方にご案内 させてい

ただ く 次第です。

同封の リ ーフ レ ッ ト ｢産科医療補償制度の 申請期限は満 5 歳の誕生 日 ま でで

ず｣ を ご覧いただき 、 お子様が リ ー フ レ ッ ト に記載の補償対象の基準を満たす
と 考え られる場合で、 ま だ補償申請手続き等を行っ ていない保護者の方は 、 下

記の産科医療補償制度専用 コールセ ン タ ー も し く はお子様を出産 した分娩機関
にお問い合わせいただき ますよ う お願い申 し上げます。

ま た 、 間 も な く 補償 申請期限を迎え る こ と か ら 、 多 く の方の現状を把握 させ
ていただ く ため 、 可能であ り ま した ら 、 添付の 踞り紙｣ について ご記入いただ

き 、 9 月 30 日 (月 ) ま でに本制度の運営組織であ る 当機構に同封の返信用封筒
にて ご返信 く だ さ います よ う 合わせてお願い致 します。 ( ご返信は任意です。 )

なお 、 ご返信いただき ま した 踞り紙｣ に基づ き 、 当機構よ り 電話連絡等を さ
せていただ く 場合があ り ますので 、 何卒ご理解いただき ます よ う お願い申 し上

げます。

【本件に関する お問 い合わせ先】

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度専用 コ ールセ ンタ ー

0 1 2 0 一 3 3 0 一 6 3 7 受付時間 : 午前 9 時か ら 午後 5 時 (土 日 祝を除 く )

なお 、 0 3-5 8 0 0‐22 3 1 も ご利用 いただけます。

1 5



回覇

ご記入 日 平成 年 月 日

公益財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度運営部 行

保護者のお名前

お子様のお名前
月 日お子様の生年月 日 平成 年

出産 した分娩機関名

ご 住 所 ( 〒 ‐ )

ご連絡先 ( 自 宅)

ご連絡先 (携帯)

産科医療補償制度の補償申請状況につ いて 、 お答え下 さ い 。
(口 に し点を付けて く だ さ い)

□ 1 . 補償申請済みま たは補償申請中であ る

口 2 . 補償 申請 していない

□ ①これか ら補償申請する予定であ る ( 月 項)
□ ② これか ら補償申請について検討する

(理由 ) □ 制度について知 ら なかっ たか ら .
口 その他 (

□ ③補償申請する予定はない

(理由 ) □ 補償対象の基準に該当 しないか ら
口 その他 (

□ 3 . そ の他

ご協力 あ り が と う ご ざいま した。

※ ご記入いただき ま した個人情報につき ま して は、 本制度の補償申請促進の 目 的以外には
使用 しません。
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(平
日
9
時
-
17
時

)

▼
-政
府
広
報
ォ
ン
ラ
ィ
ン

-哺
撰

8月 2日 上毛新聞、 紀伊民報
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…産
科
医
療
補
償
制
度
の
申
請
期
限
は

…満
5
歳
の
誕
生
日
ま
で
で
す

礬
皺
幅
関
遼
む
せ
難
漉
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

一
産
科
医
療
補
償
制
度
は

、
分
娩
に

-
関
連
し
て
発
症
し
た
重
度
脳
性
ま
ひ

…
児
に
対
す
る
補
償
と
原
因
分
析

･再
一
発
防
止
を
行
い

、
紛
争
の
防
止

･早
一
期
解
決
お
よ
び
産
科
医
療
の
質
の
向

一-
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

　一
し
て
い
ま
す

。
2
0
0
9

“
年
1
月
1
日
以
降
に
出
生

‐
し
た
児
で

、
次
の
基
準
を

は

讓 脇嚢鱗讓鬘薹嚢遷遷擶
産科医療捕獲制度の申請期限は

す
べ
て
満
た
す
場
合

、
補

償
の
対
象
と
認
定
さ
れ

、

一
時
金
と
分
割
金
を
あ
わ

せ
総
額
3
0
0
0
万
円
の

補
償
金
が
支
払
わ
れ
ま
す

。

【補
償
基
準

】

①
在
胎
週
数
33
週
以
上
で

出
生
体
重
2
0
0
0
g

以
上

、
ま
た
は
在
胎
週

数
28
週
以
上
で
所
定
の

要
件
を
満
た
す
場
合

②
身
体
障
害
者
手
帳
1

･2

産科医療補償制度
級
相
当
の
脳
性
ま
ひ

③
先
天
性
や
新
生
児
期
の
要
因
に
よ

ら
な
い
脳
性
ま
ひ

※
分
娩
に
問
題
が
な
く
て
も
補
償
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
請
灘
醸
が
逝
が
鬘
檻
轆
謙
彎

申
請
期
限
は
児
の
満
5
歳
の
誕
生

産科医糠補償制瓢よ

重度脳性まひのお子様とご家族を支援する制度です
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日
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す

。
産
科
医

療
補
償
制
度
が
開
始
し
た
2
0
0
9

年
生
ま
れ
の
児
に
つ
い
て
は

、
申
請

期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

(申
請
に

必
要
な
書
類
等
の
準
備
に
は
数
カ
月

要
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

)。

申
請
の
期
限
が
過
ぎ
た
た
め
に
補

償
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に

、
現
在

、
厚
生
労
働
省
と
制
度

の
運
営
組
織
で
あ
る

(公
財

)日
本
医

療
機
能
評
価
機
構
で
は

、
申
請
期
限

に
つ
い
て
の
周
知
を
積
極
的
に
行

っ

て
い
ま
す

。

補
償
の
対
象
と
な
る
範
囲
の
詳
細

お
よ
び
申
請
に
関
す
る
具
体
的
な
手

続
き
な
ど
に
つ
い
て
は

、
(公
財

)
日

本
医
療
機
能
評
価
機
構
の
産
科
医
療

補
償
制
度
専
用

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い

。I
I
I
l
1
I
l
-
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産科医療補償制度の申請を伝えるポスター

　
　
　

･
弱
2

朧

Q
V

4
1
1



度運営組織
観2

日
公
益
財
団
法
人
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産科医療補償制度専用コールセンター 詳 しく は、

西国○ 耆 20‐33G637(期訓嵩柩癈補償制度 -姪風

、産
科
医
療
補
償
制
度
の
申
請
期
限
は

満
5
歳
の
誕
生
日
ま
で
で
す

○
脳
性
ま
ひ
の
お
子
様
と
ご
家
族
を
支
援
す
る

制
度
で
す

。

○
基
準
を
満
た
す
と
補
償
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

。

0
平
成
21
年
生
ま
れ
の
お
子
様
の
ご
家
族
は

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す

。

産
科
医
療
補
償
制
度
運
営
組
織

/
公益財団法人

日本医療機能評価機構
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"

ノ

鰔彰籟燕翳
、

聞

　
　

　
　

毎
北

雑明
朗

医療補償制度専用コールセンター

‐0 耆 20籤等3◎*637 (務雑)

隧 産科医療補償制度｣匝国

、産
科
医
療
補
償
制
度
の
申
請
期
限
は

満
5
歳
の
誕
生
日
ま
で
で
す

○
脳
性
ま
ひ
の
お
子
様
と
ご
家
族
を
支
援
す
る

制
度
で
す

。

0
基
準
を
満
た
す
と
補
償
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

。

○
平
成
21
年
生
ま
れ
の
お
子
様
の
ご
家
族
は

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す

。

産
科
医
療
補
償
制
度
運
営
組
織

/
公
益
財
団
法
人

日
本
医
療
機
能
評
価
機
構

蝋副
ノ

鴨

豹
鰓.

融骸二-朝
嚇

繊密壞
繃

鰯“囚
舞

醸掛軸
輛函一圀彬き
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舵
離
職

蕉

産
科
医
療
補
償
制
度
の

申
請
期
限
は

満
5
歳
の
誕
生
日
ま
で
で
す

○
脳
性
ま
ひ
の
お
子
様
と

ご
家
族
を
支
援
す
る
制
度
で
す

。

○
基
準
を
満
た
す
と

補
償
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

。

○
平
成
21
年
生
ま
れ
の

お
子
様
の
ご
家
族
は

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す

。

産
科
医
療
補
償
制
度
運
営
組
織

公
益
財
団
法
人

嚢
聾
讓
嚢
螂
爛
讓
廳
鱗

藁
嚢
嶬
讓
鬘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
脳
性
ま
ひ
の
お
子
様
と
ご
家
族
を
支
援
す
る

制
度
で
す

。

○
基
準
を
満
た
す
と
補
償
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

。

○
平
成
針
年
生
ま
れ
の
お
子
様
の
ご
家
族
は

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す

。

産
科
医
療
補
償
制
度
運
営
組
織

公
益
財
団
法
人

日
本
医
療
機
能
評
価
機
構

、産
科
医
療
補
償
制
度
の
申
請
期
限
は

満
5
歳
の
誕
生
日
ま
で
で
ず

○
脳
性
ま
ひ
の
お
子
様
と
ご
家
族
を
支
援
す
る

制
度
で
す

。

○
基
準
を
満
た
す
と
補
償
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

。

○
平
成
21
年
生
ま
れ
の
お
子
様
の
ご
家
族
は

お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す

。

産
科
医
療
補
償
制
度
運
営
組
織

公
益
財
団
法
人

日
本
医
療
機
能
評
価
機
構

/

瀧刈

蜜ば
嶬

観轆廟
、

8月 22日 朝日新聞
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出
産
に
は
母
体
の
危
険
も
伴

ノ
う
し

、
子
が
障
害
を
持
っ
て
生

い
p、不

幸
な
事
例
が
起
き
≧

さ
れ
な
い
と
き
親
ほ
医
師
の
週

、
矢
が
あ
つ

ゞだ
の
で
は
な
い
か
と
/

　
　

　
　

　

不
審
を
抱
《
!
特
に
脳
性
麻
痺
な

で
は
原
因
を
明
ら
が
に
じ
た
い
き

。･
ゞと
い
う
親
の
強
い
悪
=
か
ら
対

馬p
,裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス

き
『

が
多
か
つ
だ

。
こ

.
-

-

こ
の
ま
ま
で
は
患
者
三

一家
族

マ
ゾ

･
と
医
療
関
係
者
の
信
頼
関
係
が

＼÷/-
崩
壊
じ
熟
癈
な
い
嚥
事
と
の
懸

念
か
ら
ん
2
Q
o
鎌
年
に
国
が

※
"

創
設
し
た
の
が
｢
産
科
医
療
補

ゞ
-

償
制
度
｣
で
あ
る

。窪
む
開

き
!

脳
性
麻
痺
の
原
因
を
調
べ
る

と
と
も
に

{
医
療
機
関
の
過
失
浄

‐･

産科医療補償制度

組 3 し の 支 支 脳 に の

-
)]
ば
や
し

'
や
寸
ふ
き

--

三
小
林

J
与廉
毅
氏
*

産
科
医
療
補
償
制
度
運
営
委
員
会
委
員

制
度
設
計
が
な
さ
れ
た
Q
ご
れ
制
度
を
運
営
す
る

｢日
本
医
療

-本
医
療
機
能
評
価
機
構
は
産
科

は
制
度
創
設
を
急
い
だ
こ
と

機
能
評
価
機
構

｣-の
調
査
専
門

ゞ
小
児
科
を
中
心
に
周
知
を
図

′と
、r当

時
は
ま
だ
発
症
状
況
の

=委
員
会
が

{
沖
縄

、
栃
木
ニ

ニ
う
て
い
る
が

、
十
分
に
浸
透
し

“
デ
菅
夕
が
歩
な

メか
う
た
た
め
=
里の
3
県
で
詳
し
い
調
査
を
行

主て
い
な
い

。脳
性
麻
痺
の
子

(特
ふだ

。
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
く

い
、
こ
れ
を
も
と
に
補
償
対
象
を
に
09
年
生
ま
れ

)‐を
持
つ
家
族

を制
度
の
在
り
方
は
さ
5
年
を
メ

ニと
な
る
脳
性
麻
痺
児
は
全
国
で

等は
医
療
機
関
だ
け
で
な
く

、
産

-
-ド
に
見
直
す
こ
と
に
な

って
お
年
間
3
4
0
5
6
2
3
人
と
帷
料
医
療
補
償
制
度
コ
1
ル
セ
ン

n-り
、!現

在
き
私
も
加
わ
る
委
員
な
計
し
た

。
つ
ま
り
少
な
く
見
積

rタ
1

(0
1
2
0

す･3
3
0

1
-会
で
議
論
を
重
ね
て
い
る

。な
も
づ
て
も
T
3
0
人
以
上
き
楠

電6
3
7

)に
も
問
い
合
わ
せ
て

ニニ
問
題
は

、
補
償
申
請
件
数
が

r償
申
請
を
し
て
い
な
い
可
能
性
い
た
だ
き
た
い

。
-

、
な
制
度
の
も
う
中
つ
の
柱
が
原

- ‘… ‐ - - - ‐ - -･

脳
帷
麻
痺
糊
談
積
極
的
に

因
分
析
だ
口
脳
性
麻
痺
の
原
因

は
多
様
で
、
特
定
困
難
な
場
合

も
少
な
く
な
い
が
さ
補
償
事
例

　
　
　

　
　　

　　　
　

　

順
こ

の有箪糯
灘
は
らず･出産

想
定を大きべ下回そ

おが
高いp調査した3県とも

の原因分析を重ねた結果･
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ご
と
い
う
状
況
が
あ
る
な
ど

･
多

E
鴉鯰

ゼメメ
キぜ

.““‘キ
霊

ろゞだ
“

ぶば
辱

"
覆
い
ぎ
印
が

なそ
理
畔
は

、
補
償
対
象
の
基
準

、
く
の
こ
と
が
分
か

っ
て
き
た

。
　　

　
　
　

　　
　
　

　　
　　　

　　　
　

　　
　
　
　
　

　　
　

し
、、分

割
金
な
ど
の
形
で総

額
杉oB
性
に
と
ど
ま

って
い
る

P
制

呉れ
る
刃
例
え
ば

、-出
生
時
に
仮

,え
、.脳

性
麻
痺
の
予
防
に
取
り

3
0
0
0
万
円
を
補
償
載
る
仕
三
度
設
計
で
対
象
者
数
を
広
め
に

毒死
状
態
で
な
け
れ
ば
対
象
に
な

ル組
ん
で
い
る

。
-

、
･
組
み
だ

b
ご
言

し
-を見
積
も
り
た
と
は
い
え

、、こ
れ

r
ら
な
い
と
か

{
先
天
性
異
常
が

-
お
産
の
安
全
は
少
子
化
対
策

＼
発
足
時
入“補

償
対
象
の
脳
性

~ほ
ど
の
獄
靜
は
い

魂制
度
の
周
知

ゞあ
れ
ば
即
対
象
外
と
い
っ
た
解
その

第
-歩
だ

。
制
度
に
対
す
る

、麻
痺
児
は
年
輯
8
0
0
《
生
薬

/特
定
毬
÷
因
だ
ろ
う

。キ
ヌ
釈
を
す
る
医
師
が
い
る
よ
う

“理
解
と

一
層
の
支
援
を
お
願
い

1れ
る
ふ
と
の
大
ま
か
な
仮
定
で
な

今
回
の
見
直
し
に
合
わ
せ

、
だ

。-こ
れ
は
誤
り
で
あ
る

。
日
＼し

た
い

。
･
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